
備 考

【基礎となる学
部】
理工学部環境創造
工学科

（0） （11）

（25） （0）

14 0 0 0 14 0

（14） （0） （0） （0） （14） （0）

0 0 8 0 0

（8）

（8）

　年　月
第　年次

令和6年4月
第1年次

所　在　地
収容
定員

12 6 0 1 19 0 0

（12） （6） （0） （1） （19） （0）

理工学研究科

環境創造工学専攻 修士
（工学）

愛知県名古屋市天白
区塩釜口一丁目501番
地

（16） （0） （0） （0） （16） （0）

8 0

（0） （0）

-

（0）

11

（4）

（6） （4）

（11）

人

16 0 0

（0） （8） （0）

（0）

8 7 0 1 16 0

記 入 欄

愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地

メイジョウダイガクダイガクイン

名 城 大 学 大 学 院

別記様式第２号（その１の１）

新 設 学 部 等 の 目 的

　 ガッコウホウジン　メイジョウダイガク

大 学 の 名 称

研究科の専攻の設置計 画 の 区 分

フ リ ガ ナ

学  校  法  人　  名  城　大　学

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

設 置 者

大 学 本 部 の 位 置

 環境創造工学専攻は、人類が地球と共存していくための仕組みを考え、循環型
 社会の形成と推進に向け、理想的な環境を創造し、わが国が目指す「持続可能
 な経済社会システムの構築」に貢献するため、「エネルギー・資源循環」、
 「環境共生」、「人間活動環境」の観点から、新しい学問分野として下記の5つ
 の柱からなる「環境創造工学」を掲げ、これらを柱とした基本教育を行い、環
 境に携わる質の高い技術者・研究者の養成を目指す。
①環境に配慮した生活態度と環境問題を発生させない心構えに基づいて、研究

テーマを自ら設定できる。（環境の心）
②エネルギー・資源の有効利用のための研究や技術開発を推進する。（エネル

ギー・資源問題の解決）
③良好な環境の保全と悪化した環境の復元・改善のための研究や技術開発を推

進する。（環境の保全と復元・改善）
④自然との調和を図ることができる新しい仕組みを考案する。（自然との共

生）
⑤新しい環境システムを技術的および社会的な観点から創出する。（環境創

造）

大 学 の 目 的
 本大学院は、教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、学術の理論
 及び応用を教授研究し、その深奥を究め、もって文化の進展に寄与することを
 目的とする。

基 本 計 画

（10）

16

准教授

実験・実習

0科目

助手

理工学研究科環境創造工学専攻
（修士課程）

開設する授業科目の総数

事 項

フ リ ガ ナ

－

（0）（0）

専任教員等

人

教育
課程

16 5 0 0 21 0

（0） （0）

（0）

15 10 0

（15） （10） （0） （0）

0

人

計助教

（10） （0）

人

12科目

人 人 人

37科目

6 4 0 10 0

理工学研究科　環境創造学専攻（廃止）（△8）
※令和6年4月学生募集停止

0

（6）

0 0

（0）

10 0

25

（0）

11 0 0 0 11 0

（11）

（－）

計
卒業要件単位数

計

30単位

兼 任
教 員等

25科目

新設学部等の名称
講義

講師

計

新

設

分

(0)

0

法学研究科法律学専攻
（修士課程）

0 16

（0）（0） （36）

036

新
設
学
部
等
の
概
要

2 8

年 人

新 設 学 部 等 の 名 称

学　部　等　の　名　称
教授

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の
変 更 等 ）

人年次
人

16

開設時期及
び開設年次

学位又
は称号

演習

修業
年限

8

入学
定員

編入学
定　員

理工学研究科
環境創造工学専攻

（21）

0 0 25

（博士後期課程）

（博士後期課程）

経済学研究科経済学専攻
（修士課程）

（博士後期課程）

（0）

0

（16） （5） （0）

（0）

6 4

（0）

（7） （0） （1） （16）

00

（0）（25）

経営学研究科経営学専攻
（修士課程）

理工学研究科情報工学専攻
（修士課程）

（博士後期課程）

理工学研究科数学専攻
（博士前期課程）

（0）

0

4

（4）

（0）

（0）

3

（3）

0

（0）

教

員

組

織

の

概

要

既

設

分

(2)

2

(0)

0
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人間学研究科人間学専攻
（修士課程）

13 0 0 0 13 0 1

（13） （0） （0） （0） （13） （0） (1)

5人

9人

08 0 0

薬学研究科薬学専攻
（博士課程）

28 18 0 0

（博士後期課程）
22 1 0 0 23 0 0

（22） （1） （0） （0） （23） （0） （0）

46 0

（28） （18） （0） （0） （46） （0）

都市情報学研究科都市情報学専攻
（修士課程）

（0） （2） （15） （0）

（博士後期課程）
20 0 0 0 20 0

（20） （0） （0） （0） （20） （0）

（博士後期課程）
25 12 0 0 37 0

（25） （12） （0） （0） （37） （0）

9 0

7 0

理工学研究科応用化学専攻
（修士課程）

5 5 0 0 10 0 0

（4） （5） （0） （0） （9） （0） （0）

理工学研究科交通機械工学専攻
（修士課程）

6 5 0 0 11 0 2

（7） （5） （0） （0） （12）

農学研究科農学専攻
（修士課程）

20 18 0 5 43 0

（20） （18） （0） （5） （43） （0） （0）

（0） （2） （17） （0） （4）

理工学研究科社会環境デザイン工学専攻
（博士課程）

22 3 0 0 25 0 0

（22） （3） （0） （0） （25） （0） （0）

理工学研究科機械工学専攻
（修士課程）

9 4 0 2 15 0 4

（9） （4）

4

（0） （0） （36） （0）

5

（0）

（6）

理工学研究科電気・情報・材料・物質工
学専攻（博士後期課程）

30

（9） （4） （0） （0）

（0）

（5） （4） （0） （0） （9） （0） （4）

10 2 0 0 12 0 0

（10）

6

理工学研究科メカトロニクス工学専攻
（修士課程）

（2）

36

理工学研究科建築学専攻
（修士課程）

（0） （12） （0） （0）
理工学研究科社会基盤デザイン工学専攻
（修士課程）

00

（13） （0）

（0）

4 0 0

（0） （0）

（23） （2） （0） （0） （25） （0） (1)

23 2 0 0

0

0 －

8

115

10人

（－）

（151人）

（394人）

9人

238人

（156人）

技 術 職 員

図 書 館 専 門 職 員

事 務 職 員

（0人） （0人）

394人

224人 375人

（238人）

（0）（0） （0）（8）
（博士後期課程）

0238

（375人）

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

（0）（119）

（0人）

0人

合　 　計

計

職　 　種

（243） （11）

(224人)

（9人） （1人）

（4人）

1人

（5人）

4人

0人

151人

そ の 他 の 職 員

0

（0） （8）

11 364

（14）（0） （0）

0 0

11 3 0 0 14 0

15

（0）（11） （3）

8

（8） （7）

2

（9人）

0人

156人
計

（－）

011 －

（0）

3740

（237）

専　　任 兼　　任

（115） （0） （11）

119

（363）

244

計

（373） （0）

（10人）

25 0 1

9 4 0 0 13

0 0

（0）

4

（4）

17 0

（30）

総合学術研究科総合学術専攻
（博士前期課程）

（14） （4） （0） （0） （18）

理工学研究科材料機能工学専攻
（修士課程）

理工学研究科電気電子工学専攻
（博士前期課程）

4 0 0 19

0

（0）

（9）

9

10

(10)

0

（0）

0

0

（2）

0

（0）

教

員

組

織

の

概

要

既

設

分
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大学全体での共用分

機械・器具

[779]

※平成28年度より
学生募集停止

4 100 - 400

1.05

1.00

1.06

1.04

1.09

平成12年度

平成12年度

- 380 学士（経営学）4 95

860 学士（経営学）

平成12年度

平成11年度

平成11年度

平成12年度

1.07

1.07

-

1.08

法学部

経営学部

　応用実務法学科

　法学科 4

経済学部

　国際経営学科

　経営学科

学士（経済学）

4 210 - 840 学士（経済学）

　産業社会学科

　経済学科

400 - 1,600 学士（法学）

4 - - - 学士（法学）

4 215 -

図書

倍

130,165.6㎡

小 計

そ の 他 130,165.6㎡

面積

15,504.3㎡

閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

10

情報処理学習施設

年次
人

学生納付金以外の維持方法の概要

学生１人当り
納付金

第１年次 第６年次第２年次 第４年次 第５年次

新設学部等の名称

第４年次

体育館以外のスポーツ施設の概要

第２年次

冊 種

学術雑誌

（　　224,446.0㎡）

148室

演習室講義室

（　　　－　㎡）

専　　用

－　　㎡

実験実習室

点

（　　　－　㎡）

－　　㎡

機械・器具視聴覚資料

共用する他の
学校等の専用

－　　㎡

室

室　　　数

224,446.0㎡

5室

点

語学学習施設

電子ジャーナル

〔うち外国書〕

理工学研究科　環境創造工学専攻

（補助職員17人）

24室

－　　㎡

共　　用

（　　224,446.0㎡）

485,028.6㎡

187,514.7㎡

計

計

－　　㎡

共用する他の
学校等の専用

－　　㎡

354,863.0㎡

167,348.3㎡

共　　用

教室等

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地

運 動 場 用 地

362室

－　　㎡

－　　㎡

－　　㎡354,863.0㎡

485,028.6㎡

－　　㎡187,514.7㎡

合 計

224,446.0㎡

専　　用

162室

－　　㎡ －　　㎡

校　　　舎

（補助職員4人）

標本

区　　　分

167,348.3㎡

収容
定員

修業
年限

編入学
定　員

学位又
は称号

入学
定員

開設
年度

定　員
超過率

学 部 等 の 名 称

名城大学

年 人

専 任 教 員 研 究 室

図
書
・
設
備

114,121

11

（11）

4,121

（3,982）

（11）

103,501〔29,543〕 8,923〔8,826〕　 8,761〔8,755〕　

（101,148〔29,183〕） （8,923〔8,826〕） （8,761〔8,755〕） （29,057）

103,501〔29,543〕

テ ニ ス コ ー ト

第３年次

体育館
プ ー ル

人

所　在　地

大 学 の 名 称

経 費の
見 積り
及 び維
持 方法
の 概要

教員１人当り研究費等

共 同 研 究 費 等

図 書 購 入 費

点

〔うち外国書〕〔うち外国書〕

第３年次

新設学部等の名称

図書館

計

面積

1,575,3051,712

理工学研究科環境創
造工学専攻 （3,982）

13,691千円

　－　千円 　－　千円 　－　千円

8,923〔8,826〕　 8,761〔8,755〕　 29,057

29,057

第５年次 第６年次

990千円 860千円 　－　千円

補助金収入、手数料収入、資産運用収入、雑収入

　－　千円

　－　千円

　－　千円

　－　千円

既
設
大
学
等
の
状
況

（101,148〔29,183〕） （8,923〔8,826〕） （8,761〔8,755〕） （29,057）

8,345.2㎡

区　分

1,509千円

13,691千円

478千円

2,526千円

1,509千円

13,691千円

　－　千円

　－　千円

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地

　－　千円

　－　千円

　－　千円

　－　千円

478千円

2,526千円

1,509千円 　－　千円

　－　千円

　－　千円

　－　千円

　－　千円

　－　千円

経費
の見
積り

開設前年度 第１年次

設 備 購 入 費

- 基本計画書 - 3 -



※令和4年度より
学生募集停止

※令和2年度より
学生募集停止

※令和4年度入学
定員増（15人）

※令和4年度入学
定員減（△9人）

※令和4年度入学
定員減（△6人）

平成12年度

平成25年度

平成12年度

平成25年度

500 学士（工学）

360 学士（理学）

1.05

1.05

1.09

1.09

1.05

1.05

1.05

0.97

-

1.07

1.03

0.99

1.12

1.07

1.10

1.00

-

0.94

1.06

1.04

　博士後期課程 3 2 - 12 博士（法学） 0.41 昭和44年度

法律学専攻

　修士課程 2 6 - 12 修士（法学） 0.75 昭和42年度

　国際英語学科

外国語学部

　都市情報学科

都市情報学部

　薬学科（6年制）

薬学部

平成15年度

平成28年度

平成7年度

平成18年度

愛知県名古屋市
天白区八事山

150番地

910 学士（都市情報学）

4 130 - 520 学士（外国語学）

人間学部

　生物環境科学科

　応用生物化学科

　生物資源学科

農学部

　建築学科

　環境創造学科

　情報工学科

平成12年度

平成12年度

平成12年度

4 235 -

平成12年度

平成11年度

平成12年度

平成16年度

平成12年度

6 265 - 1,590 学士（薬学）

令和2年度

平成17年度

平成11年度

1.02

0.98

1.12

1.04

1.04

- - 学士（工学）

4

4 - - - 学士（工学）

　環境創造工学科

　社会基盤デザイン工学科

メカトロニクス工学科

　交通機械工学科

　機械工学科

　応用化学科

　材料機能工学科

　電気電子工学科

　数学科

理工学部

4 90 -

320 学士（工学）

- 280

- 600

4 125 -

70 学士（工学）

4 80 - 320

4 80 -

4

500 学士（工学）

学士（工学）

4 125 -

-

4 90 - 360

80 - 320

440 学士（農学）

4 220 - 880

4 145

440 学士（農学）

- 580 学士（工学）

4 110 -

学士（人間学）

- 440 学士（農学）

情報工学部 1.04

　人間学科

定　員
超過率

開設
年度

大 学 の 名 称

学士（工学）

4 150 学士（工学）

4 110

学士（工学）

4

名城大学大学院

学士（工学） 1.04 令和4年度

年

4 110 -

法学研究科

　情報工学科 4 180 - 360

所　在　地学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

人

学位又
は称号

既
設
大
学
等
の
状
況

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地

愛知県名古屋市
東区矢田南

四丁目102番9

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地

年次
人

人 倍
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※令和4年度入学
定員減（△10人）

※令和4年度入学
定員減（△7人）

※令和4年度入学
定員減（△1人）

※令和6年度より
学生募集停止

経済学専攻

　修士課程 2 30 - 60 修士（工学） 0.75 平成14年度

電気電子工学専攻

　博士後期課程 3 3 - 9 博士（経営学） 0.00 平成13年度

経済学研究科

経営学専攻

　修士課程 2 10 - 20 修士（経営学） 0.40 平成13年度

経営学研究科

　博士後期課程 3 2 - 6 博士（理学） 0.16 平成7年度

情報工学専攻

数学専攻

　博士前期課程 2 8 - 16 修士（理学） 0.62 平成14年度

交通機械工学専攻

　修士課程 2 3 - 6 修士（経済学） 0.50 平成12年度

　博士後期課程 3 2 - 7 博士（経済学） 0.28 平成14年度

理工学研究科

　修士課程 2 30 60 修士（工学） 1.06 平成14年度

　博士後期課程 3 5 - 15 博士（工学） 0.60 平成4年度

　修士課程 2 24 - 48 修士（工学） 0.72 平成29年度

機械工学専攻

　修士課程 2 35 - 70 修士（工学） 0.81 平成14年度

応用化学専攻

　博士前期課程 2 25 - 50 修士（工学） 1.64 平成14年度

材料機能工学専攻

社会基盤デザイン工学専攻

　修士課程 2 18 - 36 修士（工学） 0.47 平成14年度

- 48 修士（工学） 1.45

-

平成29年度

　修士課程 2 16 - 32 修士（工学） 0.65 平成14年度

- 50 修士（工学） 0.82 平成14年度

メカトロニクス工学専攻

　修士課程 2 8 - 16 修士（工学） 0.43 平成14年度

建築学専攻

修士課程 2 24

　博士課程 3 5 - 15 博士（工学） 0.46 平成4年度

　博士後期課程 3 10 - 30 博士（工学） 0.10 平成5年度

社会環境デザイン工学専攻

電気・情報・材料・物質工学専攻

環境創造学専攻

25　修士課程 2

既
設
大
学
等
の
状
況

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地
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※令和4年度入学
定員減（△2人）

※令和4年度入学
定員減（△2人）

※令和4年度入学
定員減（△1人）

※令和4年度入学
定員減（△3人）

総合学術研究科

　修士課程 2 5 - 10 修士（人間学）

愛知県名古屋市
天白区八事山

150番地

人間学研究科

人間学専攻

0.20 平成23年度

都市情報学研究科

薬学研究科

　博士後期課程 3 3 - 10 博士（都市情報学） 0.20 平成13年度

　修士課程 2 6 - 12 修士（都市情報学） 0.33 平成11年度

都市情報学専攻

農学専攻

薬学専攻

　修士課程 2 20 - 40 修士（農学） 2.22

11 博士（農学） 0.72 昭和51年度

農学研究科

　博士課程（4年制） 4 4 - 16 博士（薬学） 0.81 平成24年度

昭和48年度

3 3 -

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

（注）

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合

　は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

0.08

　博士後期課程

-

　博士前期課程 2 8 平成14年度修士（学術） 0.06

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

附属施設の概要

該当なし

　博士後期課程

総合学術専攻

3 4

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

-

平成14年度

１　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

２　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

博士（学術）12

16

既
設
大
学
等
の
状
況

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地

愛知県名古屋市
東区矢田南

四丁目102番9

愛知県名古屋市
天白区塩釜口
一丁目501番地
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入学 編入学 収容 入学 編入学 収容

定員 定員 定員 定員 定員 定員

名城大学 名城大学

　法学部 　法学部

　法学科 400 － 1,600 　法学科 400 － 1,600

　経営学部 　経営学部

　経営学科 215 － 860 　経営学科 215 － 860

　国際経営学科 95 － 380 　国際経営学科 95 － 380

　経済学部 　経済学部

　経済学科 210 － 840 　経済学科 210 － 840

　産業社会学科 100 － 400 　産業社会学科 100 － 400

　理工学部 　理工学部

　数学科 90 － 360 　数学科 90 － 360

　電気電子工学科 150 － 600 　電気電子工学科 150 － 600

　材料機能工学科 80 － 320 　材料機能工学科 80 － 320

　応用化学科 70 － 280 　応用化学科 70 － 280

　機械工学科 125 － 500 　機械工学科 125 － 500

　交通機械工学科 125 － 500 　交通機械工学科 125 － 500

メカトロニクス工学科 80 － 320 メカトロニクス工学科 80 － 320

　社会基盤デザイン工学科 90 － 360 　社会基盤デザイン工学科 90 － 360

 環境創造工学科 80 － 320  環境創造工学科 80 － 320

　建築学科 145 － 580 　建築学科 145 － 580

　情報工学部 　情報工学部

　情報工学科 180 － 720 　情報工学科 180 － 720

　農学部 　農学部

　生物資源学科 110 － 440 　生物資源学科 110 － 440

　応用生物化学科 110 － 440 　応用生物化学科 110 － 440

　生物環境科学科 110 － 440 　生物環境科学科 110 － 440

　薬学部 　薬学部

　薬学科（6年制） 265 － 1,590 　薬学科（6年制） 265 － 1,590

　都市情報学部 　都市情報学部

　都市情報学科 235 － 940 　都市情報学科 235 － 940

　人間学部 　人間学部

　人間学科 220 － 880 　人間学科 220 － 880

　外国語学部 　外国語学部

　国際英語学科 130 － 520 　国際英語学科 130 － 520

計 3,415 － 14,190 計 3,415 － 14,190

学校法人名城大学　設置認可等に関わる組織の移行表

2023（令和5）年度 2024（令和6）年度 変更の事由

- 基本計画書 - 7 -



入学 編入学 収容 入学 編入学 収容

定員 定員 定員 定員 定員 定員

名城大学大学院 名城大学大学院

　法学研究科 　法学研究科

　法律学専攻(M) 6 － 12 　法律学専攻(M) 6 － 12

　法律学専攻(D) 2 － 6 　法律学専攻(D) 2 － 6

　経営学研究科 　経営学研究科

　経営学専攻(M) 10 － 20 　経営学専攻(M) 10 － 20

　経営学専攻(D) 3 － 9 　経営学専攻(D) 3 － 9

　経済学研究科 　経済学研究科

　経済学専攻(M) 3 － 6 　経済学専攻(M) 3 － 6

　経済学専攻(D) 2 － 6 　経済学専攻(D) 2 － 6

 理工学研究科  理工学研究科

　数学専攻(M) 8 － 16 　数学専攻(M) 8 － 16

　数学専攻(D) 2 － 6 　数学専攻(D) 2 － 6

　情報工学専攻(M) 30 － 60 　情報工学専攻(M) 30 － 60

　電気電子工学専攻(M) 25 － 50 　電気電子工学専攻(M) 25 － 50

　材料機能工学専攻(M) 35 － 70 　材料機能工学専攻(M) 35 － 70

　応用化学専攻(M) 24 － 48 　応用化学専攻(M) 24 － 48

　機械工学専攻(M) 30 － 60 　機械工学専攻(M) 30 － 60

　交通機械工学専攻(M) 25 － 50 　交通機械工学専攻(M) 25 － 50

メカトロニクス工学専攻(M) 24 － 48 メカトロニクス工学専攻(M) 24 － 48

　社会基盤デザイン工学専攻(M) 18 － 36 　社会基盤デザイン工学専攻(M) 18 － 36

　環境創造学専攻(M) 8 － 16 　環境創造学専攻(M) 0 － 0
令和6年4月学生募集
停止

　建築学専攻(M) 16 － 32 　建築学専攻(M) 16 － 32
　電気・情報・材料・物質工学専攻(D) 10 － 30 　電気・情報・材料・物質工学専攻(D) 10 － 30

　機械工学専攻(D) 5 － 15 　機械工学専攻(D) 5 － 15

　社会環境デザイン工学専攻(D) 5 － 15 　社会環境デザイン工学専攻(D) 5 － 15

　環境創造工学専攻(M) 8 － 16 専攻の設置（届出）

　農学研究科 　農学研究科

　農学専攻(M) 20 － 40 　農学専攻(M) 20 － 40

　農学専攻(D) 3 － 9 　農学専攻(D) 3 － 9

　薬学研究科 　薬学研究科

　薬学専攻(D)(4年制) 4 － 16 　薬学専攻(D)(4年制) 4 － 16

　都市情報学研究科 　都市情報学研究科

　都市情報学専攻(M) 6 － 12 　都市情報学専攻(M) 6 － 12

　都市情報学専攻(D) 3 － 9 　都市情報学専攻(D) 3 － 9

　人間学研究科 　人間学研究科

　人間学専攻(M) 5 － 10 　人間学専攻(M) 5 － 10

　総合学術研究科 　総合学術研究科

　総合学術専攻(M) 8 － 16 　総合学術専攻(M) 8 － 16

　総合学術専攻(D) 4 － 12 　総合学術専攻(D) 4 － 12

計 344 － 735 計 344 － 735

2023（令和5）年度 2024（令和6）年度 変更の事由

学校法人名城大学　設置認可等に関わる組織の移行表
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別記様式第２号・別添１

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

学位又
は称号

学位又は
学科の分野

助教
以上

うち
教授

学位又
は称号

学位又は
学科の分野

助教
以上

うち
教授

理工学研究科情報工学専攻
（M） 18 11

理工学研究科情報工学専
攻（M） 18 11

退職 1 1 新規採用 1 1

計 19 12 計 19 12
理工学研究科電気電子工学
専攻（M） 16 12

理工学研究科電気電子工
学専攻（M） 16 12

退職 2 2 新規採用 3 3

計 18 14 計 19 15
理工学研究科材料機能工学
専攻（M) 10 6

理工学研究科材料機能工
学専攻（M) 10 6

退職 3 3 新規採用 3 3

計 13 9 計 13 9
理工学研究科応用化学専攻
（M） 9 4

理工学研究科応用化学専
攻（M） 9 4

新規採用 1 1

計 9 4 計 10 5
理工学研究科機械工学専攻
（M） 15 10

理工学研究科機械工学専
攻（M） 15 10

計 15 10 計 15 10
理工学研究科交通機械工学
専攻（M) 9 4

理工学研究科交通機械工
学専攻（M) 10 5

退職 3 3 新規採用 1 1

計 12 7 計 11 6
理工学研究科メカトロニクス工
学専攻（M) 8 4 理工学研究科メカトロニク

ス工学専攻（M) 8 4
退職 1 1 新規採用 1 1

計 9 5 計 9 5
理工学研究科社会基盤デザ
イン工学専攻（M） 12 10

理工学研究科社会基盤デ
ザイン工学専攻（M） 12 10

計 12 10 計 12 10
理工学研究科環境創造学専
攻（M） 10 6

理工学研究科環境創造工
学専攻（M） 10 6

その他 1

計 11 6 計 10 6
理工学研究科建築学専攻
（M） 16 7 理工学研究科建築学専攻

（M） 16 7
退職 1 1 新規採用 1 1

計 17 8 計 17 8

設 置 の 前 後 に お け る 学 位 等 及 び 専 任 教 員 の 所 属 の 状 況

届 出 時 に お け る 状 況
新 設 学 部 等 の 学 年 進 行
終 了 時 に お け る 状 況

学部等の名称

授与する学位等

異 動 先

専任教員

学部等の名称

授与する学位等

異 動 元

工学関係

専任教員

理工学研究科
情報工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係
理工学研究科
情報工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
電気電子工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
電気電子工学専
攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
材料機能工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
材料機能工学専
攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
応用化学専攻
（M)

修士
（工学）

工学関係
理工学研究科
応用化学専攻
（M)

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
機械工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係
理工学研究科
機械工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
交通機械工学専攻
（M)

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
交通機械工学専
攻
（M)

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
メカトロニクス工学専
攻

（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
メカトロニクス工学専
攻

（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
社会基盤デザイン
工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
社会基盤デザイン
工学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
環境創造学専攻

（M） （廃止）

修士
（工学）

工学関係
理工学研究科
環境創造工学専攻

（M）

修士
（工学）

工学関係

理工学研究科
建築学専攻
（M）

修士
（工学）

工学関係
理工学研究科
建築学専攻
（M）

修士
（工学）
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別記様式第２号・別添２

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

開設又は
改編時期

平成14年4月

平成16年4月

平成20年4月

平成21年4月

平成29年4月

令和3年4月

令和6年4月

令和6年4月

基 礎 と な る 学 部 等 の 改 編 状 況

改　　編　　内　　容　　等
学 位 又 は
学 科 の 分 野

手 続 き の 区 分

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）を設置 修士（工学） 届出

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）カリキュラムの変更 修士（工学） 学則改正

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）カリキュラムの変更 修士（工学） 学則改正

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）カリキュラムの変更 修士（工学） 学則改正

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）カリキュラムの変更 修士（工学） 学則改正

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）の学生募集停止 - 学生募集停止（専攻）

理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）カリキュラムの変更 修士（工学） 学則改正

理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）　設置 修士（工学） 設置届出（専攻）
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

環境材料学特論 1前 2 ○ 1

資源循環学特論 1後 2 ○ 1

構造性能学特論 2前 2 ○ 1

エネルギー創成学特論 1前 2 ○ 1

エネルギー変換学特論 1後 2 ○ 1

エネルギー環境工学特論 1前 2 ○ 1

エネルギー管理工学特論 1後 2 ○ 1

水環境工学特論 1前 2 ○ 1

水処理工学特論 1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 2 2

1後 2 ○ 2 2

2前 2 ○ 2 2

2後 2 ○ 2 2

環境生物工学特論 1前 2 ○ 1

バイオマス科学特論 1後 2 ○ 1

地盤数値解析学特論 1前 2 ○ 1

地盤物質移動解析学特論 1後 2 ○ 1

大気環境科学特論 1前 2 ○ 1

地球観測情報特論 1後 2 ○ 1

環境共生学特別演習・実験ⅠA 1前 2 ○ 2 1

環境共生学特別演習・実験ⅠB 1後 2 ○ 2 1

環境共生学特別演習・実験ⅡA 2前 2 ○ 2 1

環境共生学特別演習・実験ⅡB 2後 2 ○ 2 1

空間計画学特論 1前 2 ○ 1

環境デザイン学特論 1後 2 ○ 1

構造動態学特論 1前 2 ○ 1

構造分析学特論 1後 2 ○ 1

人間環境工学特論 1前 2 ○ 1

サステナブルデザイン特論 1後 2 ○ 1

人間活動環境学特別演習・実験ⅠA 1前 2 ○ 2 1

人間活動環境学特別演習・実験ⅠB 1後 2 ○ 2 1

人間活動環境学特別演習・実験ⅡA 2前 2 ○ 2 1

人間活動環境学特別演習・実験ⅡB 2後 2 ○ 2 1

－ 0 66 0 6 4 －

アドバンスト・インターンシップ 1後 2 ○ 1 集中

科学技術英語 1前 2 ○ 6 4 オムニバス

特別講義Ⅰ 1・2前 2 ○ 1 1 集中

特別講義Ⅱ 1・2前 2 ○ 1 1 集中

－ 0 8 0 6 4 －

－ 0 74 0 6 4 －

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（理工学研究科環境創造工学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

合計（37科目） －

備考

専
修
分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
循
環
学

エネルギー・資源循環学特別演習・
実験ⅠA

エネルギー・資源循環学特別演習・
実験ⅠB

エネルギー・資源循環学特別演習・
実験ⅡA

エネルギー・資源循環学特別演習・
実験ⅡB

環
境
共
生
学

人
間
活
動
環
境
学

小計（33科目） －

関
連
科
目

共
通
科
目

小計（4科目） －

学位又は称号 修士（工学） 学位又は学科の分野 工学関係

- 基本計画書 - 11 -



卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

［履修方法］
（1）学生は，2年以上在学し，次に定める方法により，30単位以上を修得しなければならない。
（2）授業科目の中から1部門（特論2単位・特別演習・実験ⅠA～ⅡBの合計8単位）を選定し，これを学生の専修科目とす
る。専修科目のほか，専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含む。）の中から20単位以
上を選択履修しなければならない。
（3）専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし，学生は，授業科目の選定，学位論文の作成その他研究一般
について，その指導を受けるものとする。
（4）修士の学位論文は，専修科目について提出するものとする。
［修了要件］
　本大学院に2年以上在学し，修了に必要な単位数として，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上
で，本大学院が行う修士論文の審査及び試験に合格しなければならない。

１学年の学期区分 2学期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業時間 90分

　学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信

　教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専

　門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備

　考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受け

　ようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を

　受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

５　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門職

　　　に授与する学位を併記すること。

　（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修

　　　方法を併記すること。

　演習等については「演習」又は「実験・実習」の欄に「連」の文字を記入すること。

６　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区

　分する専門職大学の課程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

　（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教

　　　員等の配置」に加え，前期課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」を併記すること。

　（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 2 2

1後 2 ○ 2 2

2前 2 ○ 2 2

2後 2 ○ 2 2

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 2

1後 2 ○ 2

2前 2 ○ 2

2後 2 ○ 2

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1 1

1後 2 ○ 1 1

2前 2 ○ 1 1

2後 2 ○ 1 1

2前 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1

1後 2 ○ 1

1前 2 ○ 1 1

1後 2 ○ 1 1

2前 2 ○ 1 1

2後 2 ○ 1 1

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 兼１

1・2後 4 ○ 1 集中

－ 0 84 0 5 5 0 0 0 兼１ －

1後 2 ○ 1 集中

1前 2 ○ 5 5 オムニバス

1・2前 2 ○ 1 1 集中

1・2前 2 ○ 1 1 集中

－ 0 8 0 5 5 0 0 0 0 －

－ 0 92 0 5 5 0 0 0 兼１ －

水圏生態工学特論

生態工学特論

水質維持管理学特論Ⅰ

水質維持管理学特論Ⅱ

教 育 課 程 等 の 概 要

（理工学研究科環境創造学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

大気水環境学特別演習・実験ⅠA

大気水環境学特別演習・実験ⅠB

大気水環境学特別演習・実験ⅡA

大気水環境学特別演習・実験ⅡB

水処理工学特論

地圏環境学特別演習・実験ⅠA

地圏環境学特別演習・実験ⅠB

地圏環境学特別演習・実験ⅡA

地圏環境学特別演習・実験ⅡB

都
市
基
盤
環
境
学

環境材料学特論

資源循環学特論

基礎都市基盤維持管理学特論

応用都市基盤維持管理学特論

都市基盤環境学特別演習・実験ⅠA

地
圏
環
境
学

地盤数値解析学特論

地盤シミュレーション特論

環境変動解析学特論

環境変遷学特論

住
環
境
学

人間工学特論

省エネルギー特論

居住環境設計学特論Ⅰ

居住環境設計学特論Ⅱ

住環境学特別演習・実験ⅠA

実践インターンシップ

都市基盤環境学特別演習・実験ⅠB

都市基盤環境学特別演習・実験ⅡA

都市基盤環境学特別演習・実験ⅡB

構造性能学特論

住環境学特別演習・実験ⅠB

住環境学特別演習・実験ⅡA

住環境学特別演習・実験ⅡB

環境デザイン特論

循環型居住環境設計特論

小計（41科目） －

関
連
科
目

共
通
科
目

アドバンスト・インターンシップ

科学技術英語

特別講義Ⅰ

特別講義Ⅱ

小計（4科目） －

専
修
分
野

大
気
水
環
境
学

大気組成変動学特論Ⅰ

大気組成変動学特論Ⅱ

水環境工学特論Ⅰ

水環境工学特論Ⅱ

合計（45科目） －

学位又は称号 　修士（工学） 学位又は学科の分野 　工学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

［履修方法］
（1）学生は，2年以上在学し，次に定める方法により，30単位以上を修得しなければならない。
（2）授業科目の中から1部門（特論2単位・特別演習・実験ⅠA～ⅡBの合計8単位）を選定し，これを学生の専
修科目とする。専修科目のほか，専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含
む。）の中から20単位以上を選択履修しなければならない。
（3）専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし，学生は，授業科目の選定，学位論文の作成その他
研究一般について，その指導を受けるものとする。
（4）修士の学位論文は，専修科目について提出するものとする。
［修了要件］
　本大学院に2年以上在学し，修了に必要な単位数として，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受
けた上で，本大学院が行う修士論文の審査及び試験に合格しなければならない。

１学年の学期区分 2学期

１学期の授業期間 15週

１時限の授業時間 90分
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1前 1 ○ 兼 5

1後 1 ○ 兼 5

2前 1 ○ 兼 4

2後 1 ○ 兼 4

3前 1 ○ 兼 5

3後 1 ○ 兼 5

1前 1 ○ 兼 1

1後 1 ○ 兼 1

2前 1 ○ 兼 1

2後 1 ○ 兼 1

1前 1 ○ 兼 1

1後 1 ○ 兼 1

2前 1 ○ 兼 1

2後 1 ○ 兼 1

1前 1 ○ 兼 2

1後 1 ○ 兼 2

2前 1 ○ 兼 2

2後 1 ○ 兼 2

1前 1 ○ 兼 6

1後 1 ○ 兼 6

2前 1 ○ 兼 5

2後 1 ○ 兼 5

1前 2 ○ 兼 3

1後 2 ○ 兼 3

1前 2 ○ 兼 3

1後 2 ○ 兼 3

2前 2 ○ 兼 2

2後 2 ○ 兼 2

2前 2 ○ 兼 2

2後 2 ○ 兼 2

3前 2 ○ 兼 1

3前 2 ○ 兼 1

3前 2 ○ 兼 2

3後 2 ○ 兼 1

3後 2 ○ 兼 2

1前 1 ○ 1 兼 20

1後 1 ○ 1 兼 17

3前 2 ○ 兼 1

－ 0 52 0 0 1 0 0 0 兼 66

1前 2 ○ 兼 3

1後 2 ○ 兼 3

1前 2 ○ 兼 3

1後 2 ○ 兼 3

1前 2 ○ 兼 7

1後 2 ○ 兼 7

1後 1 ○ 兼 2

1前 1 ○ 兼 4

1後 1 ○ 兼 4

1前 2 ○ 兼 1

1後 2 ○ 兼 1

1前 1 ○ 兼 2

1後 1 ○ 兼 2

1前 2 ○ 兼 1

教 育 課 程 等 の 概 要

（理工学部　環境創造工学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

ドイツ語Ⅲ

ドイツ語Ⅳ

フランス語Ⅰ

フランス語Ⅱ

フランス語Ⅲ

フランス語Ⅳ

備考

総
合
基
礎
部
門

英語コミュニケーションⅠ

英語コミュニケーションⅡ

英語コミュニケーションⅢ

英語コミュニケーションⅣ

プラクティカル・イングリッシュⅠ

プラクティカル・イングリッシュⅡ

ドイツ語Ⅰ

ドイツ語Ⅱ

体育科学Ⅲ

体育科学Ⅳ

人文科学基礎Ⅰ

人文科学基礎Ⅱ

社会科学基礎Ⅰ

社会科学基礎Ⅱ

中国語Ⅰ

中国語Ⅱ

中国語Ⅲ

中国語Ⅳ

体育科学Ⅰ

体育科学Ⅱ

日本国憲法

国際経済論

心理学

基礎ゼミナールⅠ

基礎ゼミナールⅡ

職業指導論

アジア文化論Ⅰ

アジア文化論Ⅱ

欧米文化論Ⅰ

欧米文化論Ⅱ

国際関係論

文学

物理学演習

物理学実験Ⅰ

物理学実験Ⅱ

化学Ⅰ

化学Ⅱ

化学実験Ⅰ

小計（38科目） －

専
門
教
育
部
門

理
工
学
基
礎
科
目

微分積分Ⅰ

微分積分Ⅱ

線形代数Ⅰ

線形代数Ⅱ

物理学Ⅰ

物理学Ⅱ

化学実験Ⅱ

地学Ⅰ
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

教 育 課 程 等 の 概 要

（理工学部　環境創造工学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

1後 2 ○ 兼 1

1前 1 ○ 兼 2

1後 1 ○ 兼 2

1後 2 ○ 兼 1

2前 1 ○ 兼 1 集中

1前 2 ○ 1 兼 13 オムニバス方式

2後 2 ○ 兼 1

1前 2 ○ 兼 2

データサイエンス・AI入門 1前 2 ○ 兼 20

1前 1 ○ 兼 3

1後 1 ○ 兼 3

1前 1 ○ 兼 1

1後 1 ○ 兼 1

1前 1 ○ 兼 1

1後 1 ○ 兼 1

1前 1 ○ 兼 3

1後 1 ○ 兼 3

1前 2 ○ 6 4 兼 1 オムニバス方式

1後 2 ○ 6 4 オムニバス方式

3後 2 ○ 兼 1

2前 2 ○ 兼 1

2前 2 ○ 兼 1

2前 2 ○ 兼 1

2後 2 ○ 兼 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1 1 兼 1

2前 1 ○ 5 4 オムニバス方式・共同

2後 1 ○ 5 3 オムニバス方式・共同

3前 2 ○ 4 兼 1 共同

3後 2 ○ 1 4 共同

1後 2 ○ 1

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1

3後 2 ○ 1 兼 2

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1 兼 1

3後 2 ○ 1 兼 1

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1 兼 3

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1

2後 2 ○ 1 兼 2

専
門
教
育
部
門

理
工
学
基
礎
科
目

地学Ⅱ

地学実験Ⅰ

地学実験Ⅱ

生物学

生物学実験

理工学概論

共
通

環境創造工学概論Ⅰ

環境創造工学概論Ⅱ

コミュニケーションスキル

応用数学

確率統計学

技術者倫理

コンピューターリテラシー

数学基礎演習Ⅰ

数学基礎演習Ⅱ

物理学基礎演習Ⅰ

物理学基礎演習Ⅱ

情報処理Ⅰ

情報処理Ⅱ

環境計測学

測量学

測量学実習

地域環境調査実習Ⅰ

化学基礎演習Ⅰ

化学基礎演習Ⅱ

英語基礎演習Ⅰ

英語基礎演習Ⅱ

化学工学

有機材料工学

無機材料合成工学

分離精製工学

環境材料学

材料リサイクル

地域環境調査実習Ⅱ

環境創造工学実験Ⅰ

環境創造工学実験Ⅱ

エネルギー環境論

省エネルギー学

エネルギー管理工学

環境エネルギー変換工学

エネルギープロセスシステム設計

再生可能エネルギー工学

環
境
共
生

基礎生態学

環境生態工学

環境アセスメント

環境共生創造論

流れ工学

資源循環学

環境配慮創造設計学

環境保全学

環境分析学

水環境工学

水処理学

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
循
環
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・
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教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

教 育 課 程 等 の 概 要

（理工学部　環境創造工学科）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1

3後 2 ○ 1

1後 2 ○ 1 兼 4

2前 2 ○ 1 兼 3

2後 2 ○ 1 兼 6

3前 2 ○ 1 兼 2

2前 2 ○ 兼 1

2後 2 ○ 1 兼 1

3前 3 ○ 1 兼 5

3後 2 ○ 1

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 2 ○ 1

2前 2 ○ 1

2後 2 ○ 1

3前 2 ○ 1

3後 3 ○ 1 兼 1

3後 2 ○ 兼 1

3後 2 ○ 兼 1

1後 2 ○ 兼 1

3前 2 ○ 兼 1

3前 1 ○ 1 集中

3後 2 ○ 6 4

4通 4 ○ 6 4

－ 10 155 8 6 4 0 0 0 兼 94

－ 10 207 8 6 4 0 0 0 兼 153

（２）選択科目 　総合基礎部門　 　20単位以上

　専門教育部門　 　94単位以上

　合計　 　124単位以上

　（履修登録科目の上限：49単位（年間））

居住環境創造設計学Ⅰ

居住環境創造設計学Ⅱ

環境創造設備学Ⅰ

環境創造設備学Ⅱ

材料力学

構造力学Ⅰ

構造力学Ⅱ

環境構造設計法

空間創造学

環境文化論

アーバンデザイン

環境マネジメント

快適性創造学Ⅰ

快適性創造学Ⅱ

小計（93科目） －

合計（131科目） －

学位又は称号 学士（工学） 学位又は学科の分野 工学関係

建設施工学

建設法規

共
通

環境倫理

環境法

インターンシップ

ゼミナール

卒業研究・卒業制作

専
門
教
育
部
門

環
境
共
生

環境気象学

環境リモートセンシング

土壌地下水汚染学

人
間
活
動
環
境

デザイン図法

住環境創造設計学

１時限の授業時間 90分

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

（１）必修科目 　10単位 １学年の学期区分 2学期

　計　   114単位以上 １学期の授業期間 15週
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

環境材料学特論
本講義は、世界的に水の次に消費されている環境材料であるコンク
リートの性能などについて学習する。なお、鋼材、木材・木質材料に
ついても概要を習得する。

資源循環学特論

世界的に水の次に消費されている物質であるコンクリートに代表され
るように、建設資材の循環は、環境影響に対し重要な課題である。特
に、廃棄物問題が完全に解決しないと持続可能性は成立しないとされ
ている。本講義は、これら建設資材の循環をテーマにその現状や問題
点などを理解し、環境影響を考えることを目的とする。

構造性能学特論

建築物は重要な社会基盤を構成し、人命を守るものである。そのため
には、想定される外力に対して、構造的な影響を反映する必要があ
る。本講義では建築物の構造性能を理解することを目標にする。な
お、構造性能は環境側面を考慮してライフサイクルから評価する。

エネルギー創成学特論

この講義では、エネルギー創成の基礎理論とともにその実装技術につ
いて学ぶ。特に化学エネルギー創成について詳しい理解を深めること
とする。原子核や化学結合が有するエネルギーを、どうやって社会に
役立てるのかを考えるとともに、世界のエネルギー環境についても俯
瞰できるようになることを目的とする。

エネルギー変換学特論

この講義では、エネルギー変換学の基礎理論から応用技術についてを
詳しく学ぶ。特に、光エネルギー変換に焦点を当て、その量子化学的
な側面を踏まえて理解を深めることとする。光の有するエネルギーそ
れ自体の変換、さらには、光エネルギーから熱等の他のエネルギーへ
の変換技術について、理論と技術実践とを往還させる。

エネルギー環境工学特論

本講義では、主に先進国（OECD諸国）における一次エネルギー、すな
わち石炭、原油、天然ガス、太陽光・地熱などの再生可能エネル
ギー、原子力、水力といったものの自給率や、排出量取引制度などの
市場メカニズムを用いた対温暖化政策に関して現在の世界状況を概観
する。また、環境保全と経済成長が両立するような社会を念頭に置き
つつ、今後の世界のエネルギー需要対策あるいはエネルギー安全保障
に必要な事項を考えることを目的とする。

エネルギー管理工学特論

本講義では、国や地域に依存するエネルギー利用状況、特に電力エネ
ルギーの需給状況を概観し、環境負荷低減やエネルギー安全保障の観
点から、各国では一次エネルギーである石炭や天然ガス等の化石燃料
の需給をどのように管理しているか、また新エネルギーの導入状況や
開発状況を学ぶ。その上で、今後のより良いエネルギー利用について
考えることを目的とする。

水環境工学特論

河川、湖沼、地下、海域の各水域における水環境および地球環境に及
ぼす水の影響と水質を維持管理する技術について学修する。水の基礎
科学、水環境の基礎科学、上水道および下水道、水環境計画と水環境
技術、水質に関する法規制、水質汚濁に関する知識を身につけ、水質
汚濁の現状と水環境への影響について理解する。

水処理工学特論

快適な生活を維持しつつ水環境を保全するのに必要不可欠な水処理技
術について学修する。凝集沈殿・ろ過・吸着・晶析・イオン交換・酸
化分解といった物理化学的処理法、活性汚泥処理・生物学的窒素・リ
ン除去・生物膜法・嫌気処理といった生物学的処理法、分離膜による
高度処理や海水淡水化・超純水製造・微生物燃料電池といった技術革
新が進みつつある最新の水処理・水再生技術についてについて学び、
現状技術の限界と課題を理解する。

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（理工学研究科環境創造工学専攻）

科目
区分
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野
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エネルギー・資源循環学特
別演習・実験ⅠＡ

(概要）
エネルギー・資源循環学分野の最新の研究動向を学術論文や学術図書
等の輪読により理解するとともに、修士論文執筆に必要となる基礎知
識、実験手法、情報収集力を修得する。
（1 道正　泰弘）
建設資源のリサイクルや建物を長く持たせることにより、廃棄物問

題を解決し、環境負荷低減に貢献する。
（2 西山　桂）
効率的な光エネルギー変換・貯蔵を見据えながら、環境調和型のナノ
材料の創成に取り組んでいく。
（7 武藤　昌也）
光学的な可視化技術や数値シミュレーション技術を用いて、流体工
学、燃焼工学、エネルギー工学をベースとした、エネルギーの高効率
な利用方法やエネルギー利用に伴う環境負荷の低減方法を考えてい
く。
（8 片桐　誠之）
水環境の保全・創造および循環型社会構築に向けた水処理のあり方と
真剣に向き合い、分離技術との融合により生物機能を最大限に活かす
処理システムなど社会に貢献できる新しい水処理・水資源循環利用技
術の開発を行う。

エネルギー・資源循環学特
別演習・実験ⅠＢ

(概要）
エネルギー・資源循環学分野の最新の研究動向を学術論文や学術図書
等の輪読により理解するとともに、修士論文執筆に必要となる専門知
識、データ解析法、課題発見力を修得する。
（1 道正　泰弘）
建設資源のリサイクルや建物を長く持たせることにより、廃棄物問

題を解決し、環境負荷低減に貢献する。
（2 西山　桂）
効率的な光エネルギー変換・貯蔵を見据えながら、環境調和型のナノ
材料の創成に取り組んでいく。
（7 武藤　昌也）
光学的な可視化技術や数値シミュレーション技術を用いて、流体工
学、燃焼工学、エネルギー工学をベースとした、エネルギーの高効率
な利用方法やエネルギー利用に伴う環境負荷の低減方法を考えてい
く。
（8 片桐　誠之）
水環境の保全・創造および循環型社会構築に向けた水処理のあり方と
真剣に向き合い、分離技術との融合により生物機能を最大限に活かす
処理システムなど社会に貢献できる新しい水処理・水資源循環利用技
術の開発を行う。

エネルギー・資源循環学特
別演習・実験ⅡＡ

(概要）
エネルギー・資源循環学分野の最新の研究動向を学術論文や学術図書
等の輪読により理解するとともに、修士論文執筆に必要となる解析手
法や問題解決力を身につける。
（1 道正　泰弘）
建設資源のリサイクルや建物を長く持たせることにより、廃棄物問題
を解決し、環境負荷低減に貢献する。
（2 西山　桂）
効率的な光エネルギー変換・貯蔵を見据えながら、環境調和型のナノ
材料の創成に取り組んでいく。
（7 武藤　昌也）
光学的な可視化技術や数値シミュレーション技術を用いて、流体工
学、燃焼工学、エネルギー工学をベースとした、エネルギーの高効率
な利用方法やエネルギー利用に伴う環境負荷の低減方法を考えてい
く。
（8 片桐　誠之）
水環境の保全・創造および循環型社会構築に向けた水処理のあり方と
真剣に向き合い、分離技術との融合により生物機能を最大限に活かす
処理システムなど社会に貢献できる新しい水処理・水資源循環利用技
術の開発を行う。

エネルギー・資源循環学特
別演習・実験ⅡＢ

(概要）
エネルギー・資源循環学分野の最新の研究動向を学術論文や学術図書
等の輪読により理解するとともに、修士論文執筆に必要となる研究成
果をまとめ、伝える力を身につける。
（1 道正　泰弘）
建設資源のリサイクルや建物を長く持たせることにより、廃棄物問

題を解決し、環境負荷低減に貢献する。
（2 西山　桂）
効率的な光エネルギー変換・貯蔵を見据えながら、環境調和型のナノ
材料の創成に取り組んでいく。
（7 武藤　昌也）
光学的な可視化技術や数値シミュレーション技術を用いて、流体工
学、燃焼工学、エネルギー工学をベースとした、エネルギーの高効率
な利用方法やエネルギー利用に伴う環境負荷の低減方法を考えてい
く。
（8 片桐　誠之）
水環境の保全・創造および循環型社会構築に向けた水処理のあり方と
真剣に向き合い、分離技術との融合により生物機能を最大限に活かす
処理システムなど社会に貢献できる新しい水処理・水資源循環利用技
術の開発を行う。
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環境生物工学特論

遺伝子工学や酵素工学などのバイオテクノロジーを利用して、環境を
改善、利用する方法について学ぶ。環境の改善については様々な有害
物質や地球温暖化関連物質を分解、浄化するバイオレメディエーショ
ンを中心に解説する。環境の利用については、有用環境微生物や酵
素、有用物質の環境中からの探索、それらの解析について解説する。
次世代シーケンスを利用した解析などの最先端の研究知見を修得する
ために、新しい解説書や論文を教材として利用する。

バイオマス科学特論

自然界に存在する様々なバイオマスについて学ぶ。バイオマスには
様々な種類があるが、その由来、構造について解説する。特に存在量
の多い植物系バイオマスとキチン系バイオマスを中心に考える。バイ
オマスを利用するためには、その効率的な分解が必要であるが、その
物理的、化学的、生物的分解法について解説する。バイオマスの最終
的な利用目的について学ぶ。バイオマスエネルギーとしての応用、医
薬品材料としての応用、化成品材料としての応用、食糧としての応用
について解説する。最先端の研究知見を修得するために、新しい解説
書や論文を教材として利用する。

地盤数値解析学特論

この授業では地下水に関する数値解析の基礎を学ぶ。最初に数値解析
の手法の種類と適用事例について学習する。さらに、差分法と有限要
素法の基礎を学習し、定常状態の地下水の支配方程式(ラプラスの方
程式)を離散化して代数方程式を求める。エクセルまたはC++言語によ
り前記の代数方程式のプログラムを作成して実際に条件を変えて計算
する。その結果についてディスカッションする。さらに、非定常状態
の地下水の支配方程式(放物線方程式)を定式化または離散化すること
により時間項の取り扱いについて学ぶ。

地盤物質移動解析学特論

この授業では地下水中の物質移動の数値解析について学ぶ。最初に物
質移動の支配方程式である移流分散（拡散）方程式について学習し、
さらに、その解析手法の発展の歴史について学習する。移流分散方程
式の数値解法として一般的なセミラグランジュ法について学習し、地
下水中の物質移動の移流分散方程式を離散化して代数方程式を求め
る。セミラグランジュ法により求められた代数方程式をエクセルまた
はC++言語によりプログラム化して実際に計算を行う。その結果につ
いてディスカッションする。

大気環境科学特論

異常気象や気候変動問題の影響分析や対策の礎として、包括的な状況
の把握と現象の発生・発達過程に関する正確な理解が求められる。大
気環境科学特論では、大気力学・熱力学、大気放射学等を含む大気物
理学分野における自然の数理表現と地球温暖化などに関する科学研究
の動向を学ぶ。大気現象の素過程や自然の事象に関する相関関係や因
果関係の理解を深め、自然現象を探究する能力を養う。最新の調査研
究などに関する発表も行い、情報収集能力や対話能力の育成も図る。

地球観測情報特論

地球観測情報特論では、大気環境・気候の変動をもたらす諸要因の抽
出と解析を行い、環境理解および将来予測・対策に関する知識と技術
を学ぶ。大気放射などに関する知識を基礎とし、遠隔探査技術などの
観測手法、大気現象を数理的に取り扱うアルゴリズムの実例、時空間
情報を一括処理する大規模データ解析手法について学ぶ。これらの学
びを通して、現在の大気環境・現象に関する科学情報を読み取り、発
信する力を培う。

環境共生学特別演習・実験
ⅠＡ

(概要）
環境共生学分野についての理解を深め、問題解決に向けた科学的なア
プローチの手法を把握することを目的とする。また、修士論文執筆時
に必要となる基礎知識やデータ解析に関する講義・演習も行う。
（3 三宅　克英）
バイオテクノロジー技術を用いて環境を解析、理解し、その知見を保
全・修復などに活用していく。
（4 日比　義彦）
環境問題のなかでも目に見えない土壌および地盤中の汚染問題を扱
う。
（9 広瀬　正史）
地球観測衛星などによる遠隔探査データを用い、広域・長期・複眼的
な視点から私たちを取り巻く環境について考える。

環境共生学特別演習・実験
ⅠＢ

(概要）
環境共生学分野についての理解を深め、問題解決に向けた科学的なア
プローチの手法を把握することを目的とする。また、修士論文執筆時
に必要となる基礎知識やデータ解析に関する講義・演習も行う。
（3 三宅　克英）
バイオテクノロジー技術を用いて環境を解析、理解し、その知見を保
全・修復などに活用していく。
（4 日比　義彦）
環境問題のなかでも目に見えない土壌および地盤中の汚染問題を扱
う。
（9 広瀬　正史）
地球観測衛星などによる遠隔探査データを用い、広域・長期・複眼的
な視点から私たちを取り巻く環境について考える。
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環境共生学特別演習・実験
ⅡＡ

(概要）
修士論文作成に必要となる学術論文の講読と解析手法の検討を行う。
研究課題の背景や結果の位置づけを明確にし、問題解決に向けた科学
的なアプローチの手法を身に付けることを目的とする。
（3 三宅　克英）
バイオテクノロジー技術を用いて環境を解析、理解し、その知見を保
全・修復などに活用していく。
（4 日比　義彦）
環境問題のなかでも目に見えない土壌および地盤中の汚染問題を扱
う。
（9 広瀬　正史）
地球観測衛星などによる遠隔探査データを用い、広域・長期・複眼的
な視点から私たちを取り巻く環境について考える。

環境共生学特別演習・実験
ⅡＢ

(概要）
修士論文作成に必要となる学術論文の講読と解析手法の検討を行う。
研究課題の背景や結果の位置づけを明確にし、問題解決に向けた科学
的なアプローチの手法を身に付けることを目的とする。
（3 三宅　克英）
バイオテクノロジー技術を用いて環境を解析、理解し、その知見を保
全・修復などに活用していく。
（4 日比　義彦）
環境問題のなかでも目に見えない土壌および地盤中の汚染問題を扱
う。
（9 広瀬　正史）
地球観測衛星などによる遠隔探査データを用い、広域・長期・複眼的
な視点から私たちを取り巻く環境について考える。

空間計画学特論

空間計画・設計においては、提案根拠を示しつつ新しい価値の創造・
共有を行うことができる専門家が求められている。本科目では、環境
の認識と空間創造に関する基礎理論・諸概念および指標について学
び、それらを適用・運用して環境の人間的意味について言語的・空間
的に把握、表現する基礎を培う。さらに事例検討を通じ、論点提出と
議論の訓練を行う。

環境デザイン学特論

環境デザインにおいては、歴史・制度・操作に通じ、自然の理と人間
の特性や生活サイクルをよく理解してデザインを組み立てられる専門
家が求められている。本科目では、具体的な地域における読図、自
然・人文環境およびその歴史的変遷の把握とそれに基づく空間構造の
分析、各所の空間特性の読み取り、主体形成・価値共有に向けた論点
提出、ならびにデザイン提案の作成を行う。

構造動態学特論

社会基盤施設の合理的な維持管理のためには、施設の使用中に生じる
種々の諸現象の把握が必要である。本講義では、構造物に生じる動的
現象の発生メカニズムおよびその測定方法、分析方法について学ぶ。
この講義においては、自由度系の振動方程式、動的現象の測定と標本
化定理、ナイキスト振動数とエイリアシング、マイナー則と疲労の基
礎について解説する。

構造分析学特論

社会基盤施設の合理的な維持管理のためには、施設の使用中に生じる
種々の諸現象の把握が必要である。本講義では、構造物に生じる動的
現象の発生メカニズムおよびその測定方法、分析方法について学ぶ。
この講義においては、自由度系の振動方程式、固有値と固有モード、
離散フーリエ変換とその利用、応力範囲頻度分布と疲労被害の算定方
法、について解説する。

人間環境工学特論

快適な生活空間の実現には、環境をとりまく諸現象や物理量の把握と
併せて、音・熱・光・空気などの個々の環境要素が人間の生理・心理
に及ぼす影響について理解を深めることが必要である。本講義では、
人間をとりまく環境要素の生理・心理影響に関する最近の研究事例を
紹介するとともに、両者の関連についての基礎的理論について解説す
る。

サステナブルデザイン特論

持続可能な都市環境の実現のためには、都市を構成する土地利用状況
を把握したうえで、地域における環境資源を積極的に活用する必要が
ある。本講義では、これらの要素が人間の社会生活に及ぼす心理・生
理的影響を定量的に分析する手法について解説する。

専
修
分
野

環
境
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環
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人間活動環境学特別演習・
実験ⅠＡ

(概要）
人間活動環境学分野に関する研究動向について理解を深め、社会にお
ける諸問題について広く学び、修士論文にふさわしい課題設定ができ
る知識の習得を目的とする。
（5 吉村　晶子）
人間活動の舞台となる環境のデザイン、計画、マネジメント、および
その基礎となる調査分析手法等の研究を行っていく。
（6 小塩　達也）
 社会基盤施設（公共建築物、橋梁、道路など）やその周辺環境に生
じる現象を計測し（観る）、診断し（診る）、管理する（看る）ため
の技術開発を行う。
（10 深川　健太）
持続可能かつ快適な建物空間の実現に向けて、屋内外の環境条件や、
その空間に滞在する人間の生理・心理反応など、人間活動に関係する
多くの要素について検討する。

人間活動環境学特別演習・
実験ⅠＢ

(概要）
人間活動環境学分野に関する研究動向について理解を深め、各研究で
用いられる研究手法について広く学び、修士論文の遂行に必要な能力
を身に着けることを目的とする。
（5 吉村　晶子）
人間活動の舞台となる環境のデザイン、計画、マネジメント、および
その基礎となる調査分析手法等の研究を行っていく。
（6 小塩　達也）
 社会基盤施設（公共建築物、橋梁、道路など）やその周辺環境に生
じる現象を計測し（観る）、診断し（診る）、管理する（看る）ため
の技術開発を行う。
（10 深川　健太）
持続可能かつ快適な建物空間の実現に向けて、屋内外の環境条件や、
その空間に滞在する人間の生理・心理反応など、人間活動に関係する
多くの要素について検討する。

人間活動環境学特別演習・
実験ⅡＡ

(概要）
人間活動環境学分野に関する研究動向について理解を深め、この分野
での修士論文としてふさわしい課題設定を行い、その課題の解決に向
けて調査・分析を行うことを目的とする。
（5 吉村　晶子）
人間活動の舞台となる環境のデザイン、計画、マネジメント、および
その基礎となる調査分析手法等の研究を行っていく。
（6 小塩　達也）
 社会基盤施設（公共建築物、橋梁、道路など）やその周辺環境に生
じる現象を計測し（観る）、診断し（診る）、管理する（看る）ため
の技術開発を行う。
（10 深川　健太）
持続可能かつ快適な建物空間の実現に向けて、屋内外の環境条件や、
その空間に滞在する人間の生理・心理反応など、人間活動に関係する
多くの要素について検討する。

人間活動環境学特別演習・
実験ⅡＢ

(概要）
人間活動環境学分野に関する研究課題について、研究の背景、既存研
究の中での位置づけを説明し、調査・分析結果に基づいたその課題の
解決策の提案を行うことを目的とする。
（5 吉村　晶子）
人間活動の舞台となる環境のデザイン、計画、マネジメント、および
その基礎となる調査分析手法等の研究を行っていく。
（6 小塩　達也）
 社会基盤施設（公共建築物、橋梁、道路など）やその周辺環境に生
じる現象を計測し（観る）、診断し（診る）、管理する（看る）ため
の技術開発を行う。
（10 深川　健太）
持続可能かつ快適な建物空間の実現に向けて、屋内外の環境条件や、
その空間に滞在する人間の生理・心理反応など、人間活動に関係する
多くの要素について検討する。

関
連
科
目

共
通
科
目

アドバンスト・インターン
シップ

生産活動・社会活動を行っている企業や公的機関等で実際に就業体験
を行い、生産活動や設計等の実際を学ぶ。基礎的学問の重要性を認識
するとともに、より高いレベルの創造性を身に付け、大学院修了後の
進路決定するにあたり自身の適正を見極めることができるようにな
る。

専
修
分
野

人
間
活
動
環
境
学
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科学技術英語

本講義では、環境創造工学分野における科学技術に関する英語を身に
つけることを目的とする。学生の英語運用能力に合わせて、読解、英
作文、発表に関して、演習を交えながら講義を進行させる。
（オムニバス方式・全15回）
（2 西山　桂／1回）
環境創造工学に関する科学技術英語概説
（2 西山　桂／1回）
環境創造工学に関する科学技術英語文法、統語論の解説、英語による
自己紹介
（10 深川　健太／1回）
人間活動環境学に関する科学技術英語実践
（7 武藤　昌也／2回）
エネルギー・資源循環学に関する科学技術英語実践
（1 道正　泰弘／2回）
エネルギー・資源循環学に関する科学技術英語実践
（3 三宅　克英／2回）
環境共生学に関する科学技術英語実践
（8 片桐　誠之／2回）
エネルギー・資源循環学に関する科学技術英語実践
（6 小塩　達也／1回）
人間活動環境学に関する科学技術英語実践
（5 吉村　晶子／1回）

人間活動環境学に関する科学技術英語実践
（9 広瀬　正史／1回）
環境共生学に関する科学技術英語実践
（4 日比　義彦／1回）

環境共生学に関する科学技術英語実践

オムニバス

特別講義Ⅰ

本講義は、自らの視野を広げ興味を奮い立たせることを目的としてい
ることから、実社会で活躍している電気系の研究者、技術者、起業家
を招き実施する。外部講師の講義を受講することにより、実社会にお
ける最先端技術に触れることが可能になる。幅広い分野に対して見聞
を広げ、今後の各自の研究に生かすことができるようにする。なお、
コーディネーターは専任教員が務める。

特別講義Ⅱ

本講義は、自らの視野を広げ興味を奮い立たせることを目的としてい
ることから、実社会で活躍している機械系の研究者、技術者、起業家
を招き実施する。外部講師の講義を受講することにより、実社会にお
ける最先端技術に触れることが可能になる。幅広い分野に対して見聞
を広げ、今後の各自の研究に生かすことができるようにする。なお、
コーディネーターは専任教員が務める。

２　専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目であって同時に授業を行う学生数が４０人を超えることを想定

　するものについては，その旨及び当該想定する学生数を「備考」の欄に記入すること。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようと

　する場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとす

　る場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

関
連
科
目

共
通
科
目

（注）

１　開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。
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都道府県内における位置関係の図面 

＊出典：Google社「Googleマップ」 

本学施設の位置関係を示すため、本学にて地図上に施設名を記入した。 

瀬戸校地 

中心校地（天白キャンパス、八事キャンパス他） 

女子駅伝部寮敷地 

科学技術創生館敷地 

植田西二丁目敷地 

日進寮敷地 

日進キャンパス 

ナゴヤドーム前キャンパス

春日井（鷹来）キャンパス
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天白キャンパスより28km　車利用50分

　4.1km
　バス10分 天白キャンパスより11km　車利用30分

　0.25km

徒歩約3分

0.5km 徒歩約8分

0.5km 徒歩約8分 0.5km　徒歩約8分

1ｋｍ

徒歩約15分

0.4km　徒歩約6分 0.3km 徒歩約4分 　0.25km 徒歩約2分

名鉄名古屋本線

ＪＲ東海道本線

最寄り駅からの距離、交通機関及び所要時間がわかる図面

至豊橋

至岐阜

至多治見

至藤が丘

至豊田市

天白キャンパス

〔法学部、経営学部、経済学部、理工学部、農学部、

情報工学部〕

〔大学院法学研究科、経営学研究科、経済学研究科、

理工学研究科、農学研究科、総合学術研究科〕

名古屋市天白区塩釜口一丁目501

八事キャンパス

〔薬学部〕

〔大学院薬学研究科〕

名古屋市天白区八事山150

第一・第二グラウンド

名古屋市天白区天白町大字八事

字裏山62

春日井（鷹来）キャンパス

[農学部附属農場]

愛知県春日井市鷹来町字菱ヶ池
4311-2

日進キャンパス

〔日進総合グラウンド〕

愛知県日進市藤島町長塚75

瀬戸校地

〔演習林〕

愛知県瀬戸市三沢町一丁目272

女子駅伝部寮

名古屋市天白区大字八事

字山田24-102

科学技術創生館

名古屋市天白区塩釜口二丁目

1522

植田西二丁目敷地

[スクールバス用駐車場]

名古屋市天白区植田西二丁目
1401

ナゴヤドーム前キャンパス

[都市情報学部、人間学部、外国語学部]

〔大学院都市情報学研究科、人間学研

究科〕

名古屋市東区矢田南四丁目102番9

名古屋

金山

Ｊ
Ｒ
中
央
本
線

鶴舞

千種

大曽根

春日井

伏見

八事 塩釜口

ナゴヤ

ドーム

前矢田駅

栄 本山

上前

津

名古屋市営地下鉄鶴舞線塩釜口駅

↓（乗車：約25分）

名古屋市営地下鉄名城線ナゴヤドーム前矢田駅

E

G

F

H

I

J
C

A
B

K

日進

日進寮

[ラグビー部合宿所]

日進市栄一丁目1112番地

L

上小田井
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令和６年４月１日改正 

名城大学大学院学則（案） 
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名 城 大 学 大 学 院 学 則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 本大学院は、教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、学術の理論及び応用を教授研究

し、その深奥を究め、もって文化の進展に寄与することを目的とする。 

 （課程） 

第２条 本大学院に、修士課程及び博士課程を置く。 

② 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要す

る職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

③ 博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、また、その他の高度の専門的な

業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

（自己評価等）

第３条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教

育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 

② 前項の点検、評価等に関することは、別に定める。

③ 第１項の点検及び評価の結果については、本大学の職員以外の者による検証を行う。

（情報の積極的な提供）

第３条の２ 本大学院における教育研究活動等の状況については、刊行物への掲載等によって、積極的な情

報の提供を行う。 

第２章 組織 

 （研究科及び専攻） 

第４条 本大学院に、次の研究科及び専攻を置く。 

法学研究科 法律学専攻（博士課程） 

経営学研究科 経営学専攻（博士課程） 

経済学研究科 経済学専攻（博士課程） 

理工学研究科 数学専攻（博士課程） 

情報工学専攻（修士課程） 

電気電子工学専攻（修士課程） 

材料機能工学専攻（修士課程） 

電気・情報・材料・物質工学専攻（博士課程） 

応用化学専攻（修士課程） 

機械工学専攻（修士課程） 

機械工学専攻（博士課程） 

交通機械工学専攻（修士課程） 

メカトロニクス工学専攻（修士課程） 

社会基盤デザイン工学専攻（修士課程） 

環境創造工学専攻（修士課程） 

建築学専攻（修士課程） 

社会環境デザイン工学専攻（博士課程） 

農学研究科 農学専攻（博士課程） 

薬学研究科 薬学専攻（博士課程） 

都市情報学研究科 都市情報学専攻（博士課程） 

人間学研究科 人間学専攻（修士課程） 

総合学術研究科 総合学術専攻（博士課程） 

② 各研究科及び専攻の収容定員は、別表第１のとおりとする。
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 （研究科の人材の養成に関する目的） 

第４条の２ 前条に定める研究科の人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的に関しては、次のよう

に定める。 

(１) 法学研究科は、変動する国内外の法的・政治的分野及びその交錯する分野に関して、規範と実践の

両面から研究または実務を行う人材の養成を目的とする。

(２) 経営学研究科は、２１世紀のグローバル化社会における営利・非営利組織体の運営に係る実践的理

論を追究し、問題解決能力を有する研究職・専門職人材及び高度専門職人材の養成を目的とする。

(３) 経済学研究科は、経済活動の諸分野において、理論と洞察力、専門的見識と情報分析力をもつ、研

究者・専門家及び高度な技能と実践的な知識を有する職業人の養成を目的とする。

(４) 理工学研究科は、幅広い視野と高度な専門知識・技術を有し、創造性・国際性豊かな技術者・研究

者の養成を目的とする。

(５) 農学研究科は、生命科学、食料・健康科学、環境科学における高度な専門知識と洞察力を有し、専

門領域や関連学術領域における総合的な応用力、創造力及び実践力を備えた専門技術者及び研究者の

養成を目的とする。

(６) 薬学研究科は、薬学領域における学術高度化に貢献でき、国民の健康維持・増進と医療の発展をよ

り一層推進できる独創的で創造的な高い研究力、新しい職能を開拓できる高度な専門性と技術・指導

力を兼ね備えた薬学のスペシャリストの養成を目的とする。

(７) 都市情報学研究科は、サービスサイエンスの観点から、新しい時代の理想的な都市社会を創造する

専門職人材及びまちづくりをあらゆる面でリードする学問領域を修得した研究者の養成を目的とす

る。

(８) 人間学研究科は、人間に関するテーマを探求・展開できる研究能力とともに、総合的で柔軟な判断
力、多元的・複雑化した社会で求められるコミュニケーション能力、高い公共性と倫理性を備えた人
材の養成を目的とする。

(９) 総合学術研究科は、自然と人間、環境問題と科学技術のあり方に関する学際的研究を通じて、高度

専門職業人と優れた研究者の養成を目的とする。

（教員組織） 

第５条 本大学院における授業科目及び研究指導科目は、本大学院の教授又は准教授が担当する。ただし、

担当すべき教授又は准教授を欠く場合には、助教又は講師をもってあてることができる。 

② 大学院における授業科目及び研究指導科目を担当する者の資格は、研究科委員会の議を経て、大学協議

会の承認を得なければならない。

（研究科委員会）

第６条 各研究科に、研究科委員会を置く。 

② 研究科委員会は、研究科の授業科目及び研究指導科目を担当する教授をもって構成する。ただし、必要

に応じ、准教授等専任の教育職員を参加させ、その他の職員を出席させることができる。

③ 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。

④ 研究科委員会は、次の事項を審議する。

(１) 研究及び教育に関する事項

(２) 学生の入学、休学、退学及び賞罰に関する事項

(３) 授業科目等及び履修方法並びに試験に関する事項

(４) 学位に関する事項

(５) 教員組織に関する事項

(６) 教育研究に係る学則の変更に関する事項

(７) その他研究科の教育研究に関する重要事項

⑤ 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(１) 学生の入学及び課程の修了に関する事項

(２) 学位の授与に関する事項

(３) その他教育研究に関する事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める

事項

⑥ 研究科委員会に関することは、別に定める。

（大学協議会）

第７条 本大学院に、大学協議会を置く。 
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② 大学協議会に関することは、別に定める。

（研究科長）

第８条 研究科長は、博士課程の研究指導及び講義担当適格者とし、基礎となる学部の学部長をもって、こ

れにあてる。ただし、修士課程のみを設置する研究科の研究科長は、修士課程の研究指導及び講義担当適

格者とする。 

② 基礎となる学部を持たない研究科の場合は、研究科委員会において、当該研究科の専任の教授の中から

前項に定める資格を有する研究科長を選任し、学長が委嘱する。

③ 研究科長の任期は、２年とする。

（研究科主任教授）

第９条 各研究科に、研究科主任教授１名を置く。 

② 研究科主任教授は、研究科の教務をつかさどり、研究科の学生の履修方法その他必要な指導にあたるも

のとする。

③ 研究科主任教授は、研究科委員会において選任し、学長が委嘱する。

④ 研究科主任教授の任期は、２年とする。

第３章 学年・学期及び休業日 

 （学年・学期及び休業日） 

第１０条 本大学院の学年・学期及び休業日は、本大学学則第１２条、第１３条及び第１４条の規定を準用

する。 

第４章 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第１１条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

② 博士課程の標準修業年限は、５年とする。

③ 前項の博士課程は、前期２年及び後期３年の課程に区分し、前期２年の課程は修士課程、後期３年の課

程は博士後期課程という。

④ 第２項の規定にかかわらず、理工学研究科電気・情報・材料・物質工学専攻、機械工学専攻、社会環境

デザイン工学専攻は、後期３年とする。

⑤ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、薬学研究科博士課程の標準修業年限は４年とし、前期及び後期

の課程に区分しない。

（在学年限）

第１２条 学生は、修士課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えて在学することはできな

い。 

② 薬学研究科博士課程にあっては、８年を超えて在学することはできない。

（長期にわたる過程の履修）

第１２条の２ 研究科は、学生が職業を有している等の事情により、第１１条に規定する標準修業年限を超

えて、在学年限内で一定の期間にわたり計画的に課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たと

きは、その計画的な履修を認めることができる。 

第５章 入学 

 （入学の時期） 

第１３条 本大学院の入学の時期は、学期の始めとする。 

（入学資格） 

第１４条 本大学院修士課程に入学できる者は、次の各号の１に該当する者とする。 

(１) 学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者

(２) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

(３) 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
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校教育における１６年の課程を修了した者 

(５) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修

了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(６) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(７) 文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

(８) 大学に３年以上在学し、本大学院の当該研究科において、特に優れた成績をもって所定の単位を修

得したものと認めた者

(９) 学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学さ

せる本大学院の当該研究科において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた

者

(10) ２２歳に達した者で、本大学院の当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業し

た者と同等以上の学力があると認めた者

② 本大学院博士後期課程に入学できる者は、次の各号の１に該当する者とする。

(１) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(２) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(３) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位

に相当する学位を授与された者

(４) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者

(５) 文部科学大臣の認めた者（平成元年文部省告示第１１８号及び平成１３年文部科学省告示第５５

号）

(６) ２４歳に達した者で、本大学院の当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又

は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

③ 本大学院薬学研究科博士課程に入学できる者は、次の各号の１に該当する者とする。

(１) 大学の修業年限６年の薬学、医学、歯学又は修業年限６年の獣医学を履修する課程を卒業した者

(２) 外国において学校教育における１８年の課程（最終の課程は薬学、医学、歯学又は獣医学）を修了

した者

(３) 修士課程を修了した者又は文部科学大臣の指定した者

(４) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学

校教育における１８年の課程（最終の課程は薬学、医学、歯学又は獣医学）を修了した者

(５) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年の課程（最

終の課程は薬学、医学、歯学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者

(６) 大学（修業年限６年の薬学、医学、歯学又は修業年限６年の獣医学を履修する課程を除く）を卒業

し、又は外国において１６年の課程を修了した後、大学、研究所等において２年以上研究に従事した

者で、本研究科において、当該研究の成果等により、大学の修業年限６年の薬学、医学、歯学又は修

業年限６年の獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(７) 大学（修業年限６年の薬学、医学、歯学又は修業年限６年の獣医学を履修する課程）に４年以上在

学し、又は外国において学校教育における１６年の課程（最終の課程は薬学、医学、歯学又は獣医学）

を修了し、本研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者

(８) ２４歳に達した者で、本大学院の薬学研究科において、個別の入学資格審査により、大学（修業年

限６年の薬学、医学、歯学又は修業年限６年の獣医学）を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者

 （入学の出願） 

第１５条 本大学院に入学を志願する者は、所定の書類を添えて願い出なければならない。 

 （入学者の選考） 

第１６条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 
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（入学手続及び入学許可） 

第１７条 前条の選考結果に基づき、合格通知を受けた者は、指定する期日までに、所定の入学手続きをし

なければならない。 

② 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

（再入学）

第１８条 正当な理由で退学し、再入学を志願する者については、研究科委員会の議を経て、学長が許可す

ることがある。 

第６章 教育課程・履修方法等 

（授業科目・履修方法等） 

第１９条 各研究科における各専攻の授業科目及び単位数、研究指導科目並びに履修方法は、別表第２及び

各研究科履修要項のとおりとする。 

 （教育内容等の改善） 

第１９条の２ 本大学院は、授業並びに研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究

を行う。 

② 前項の研修及び研究に関することは別に定める。

（単位）

第２０条 授業科目の単位の基準は、本大学学則第２５条の規定を準用する。 

（単位の授与） 

第２１条 授業科目を履修し、試験に合格した者又は研究報告により学修を評価した者には、所定の単位を

与える。 

（試験） 

第２２条 試験に関することは、本大学教務規程第４章の規定を準用する。この場合において、「学部」と

あるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と読み替える。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第２３条 教育上有益と認めるときは、本大学院の第１年次に入学した者が、入学前に大学院において学修

及び修得した単位は、１５単位を超えない範囲で、本大学院で修得した単位として認定することができる。 

（本大学院以外における修得単位の認定） 

第２４条 教育上有益と認めるときは、学生が、本大学院以外の教育施設等及び研究所等で行った学修及び

修得した単位は、１５単位を超えない範囲で、本大学院で修得した単位として認定することができる。 

② 前項により認定できる単位数は、第２３条により修得したと認定する単位数と合わせて２０単位を超え

ない範囲で認定することができる。

（他研究科及び学部の授業科目の履修）

第２５条 指導教員が教育上有益と認めるときは、研究科長の許可を得て、他の研究科及び学部の授業科目

を指定して履修させることができる。 

（成績の評価） 

第２６条 履修科目の成績の評価は、本大学学則第３０条の規定を準用し、学位論文の評価は合格、不合格

で表わすものとする。 

第７章 休学・復学・留学・退学等 

 （休学・復学・留学・退学等） 

第２７条 休学、復学、留学、退学、除籍及び復籍に関することは、本大学学則第３１条、第３２条、第 

３４条、第３５条、第３６条及び第３７条の規定を準用する。ただし、第３１条第３項は除く。この場合

において、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替

える。 

② 休学期間は、修士課程においては通算して２年、博士後期課程においては３年、薬学研究科博士課程に

おいては４年を超えることができない。
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第８章 修了及び学位の授与 

 （修了の要件） 

第２８条 修士課程修了の要件は、本大学院に２年以上在学し、第１９条に定める所定の３０単位以上を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、特に優れた研究業績をあげた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

② 前項において、修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審

査をもって、修士論文の審査にかえることができる。

③ 博士課程修了の要件は、本大学院に５年（修士課程に２年以上在学し、修士課程を修了した者にあって

は、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し、所定の３０単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

特に優れた研究業績をあげた者については、３年（修士課程に２年以上在学し、修士課程を修了した者に

あっては当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

④ 第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件につい

ては、前項中「５年（修士課程に２年以上在学し、修士課程を修了した者にあっては、当該課程における

２年の在学期間を含む。）」とあるのは、「修士課程における在学期間に３年を加えた期間」と、「３年

（修士課程に２年以上在学し、修士課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含

む。）」とあるのは「３年（修士課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、同項の規定を適用す

る。

⑤ 第１４条第２項第３号により、博士後期課程に入学した者の修了の要件は、前項の規定にかかわらず、

本大学院に３年以上在学し、研究科が定める所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、

博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績をあ

げた者については、１年以上在学すれば足りるものとする。

⑥ 第３項の規定にかかわらず、薬学研究科博士課程にあっては、４年以上在学し、所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間

に関しては、特に優れた研究業績をあげた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。

（大学院における在学期間の短縮）

第２８条の２ 本大学院は、第２３条の規定により本大学院に入学する前に大学院において修得した単位

（学校教育法第１０２条第１項に定める入学資格を有した後、修得したものに限る。）を本大学院におい

て修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程又は博士課程(前期及

び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めると

きは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本大学院が定める期間

在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少

なくとも１年以上在学するものとする。 

② 前項の規定は、修士課程を修了した者の前条第３項に規定する博士課程における在学期間(同条第３項

の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間を除く。)については、適用し

ない。

（学位論文の審査）

第２９条 学位論文の審査は、研究科審査委員会が行う。 

② 研究科審査委員会は、指導教員及び関連する科目の担当教員２名以上をもって組織する。ただし、必要

があるときは、他の研究科の大学院担当資格を有する教員を加え、また、他の大学院又は研究所の大学院

担当資格を有する教員若しくはこれに相当する者の協力を求めることができる。

（学位の授与）

第３０条 本大学院の課程を修了した者には、研究科委員会の議を経たうえ、大学協議会の承認を得て、学

長は修士又は博士の学位を授与する。 

② 本大学院の博士課程を経ないで、論文の提出により、博士の学位を申請した者については、論文の審査

及び試験に合格し、かつ、専攻学術に関し、本大学院の博士課程を経た者と同様に高度な研究能力と豊か

な学識を有することが確認された場合には、博士の学位を授与することができる。

③ 前２項に定めるもののほか、学位授与の要件その他学位に関し必要な事項は、名城大学学位規程の定め

るところによる。
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第９章 教職課程 

（免許状の取得） 

第３１条 教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同施行規則に定める単位を修得し

なければならない。 

（免許状の種類） 

第３２条 前条の所定の単位を修得した者は、別表第３の教育職員免許状を取得することができる。 

第１０章 科目等履修生・特別聴講生・研究生・特別研究生・研修生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第３３条 本大学院において、授業科目の履修を志願する者については、教育研究に支障のない場合に限り、

選考のうえ、科目等履修生として入学を許可する。 

（特別聴講生） 

第３４条 本大学院が協定する大学院の学生で、本大学院の授業科目の履修を志願する者については、教育

研究に支障のない場合に限り、特別聴講生として入学を許可する。 

（研究生） 

第３５条 本大学院において、専門事項の研究を志願する者については、教育研究に支障のない場合に限り、

選考のうえ、研究生として入学を許可する。 

 （特別研究生） 

第３５条の２ 本大学院が協定する大学院の学生で、本大学院の研究指導を受けることを志願する者につい

ては、教育研究に支障のない場合に限り、特別研究生として入学を許可する。 

（研修生） 

第３５条の３ 本大学院において、本法務研究科の課程を修了した者で、引き続き教育指導を受けることを

志願する者については、教育研究に支障のない場合に限り、研修生として入学を許可する。 

（外国人留学生） 

第３６条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学を志願する者がある

ときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することがある。 

第１１章 賞罰 

（表彰及び懲戒） 

第３７条 表彰及び懲戒に関することは、本大学学則第４５条及び第４６条の規定を準用する。この場合に

おいて、「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と、読み替える。 

第１２章 厚生施設等 

（厚生施設等） 

第３８条 本大学院の学生は、本大学の厚生施設等を利用することができる。 

第１３章 学費等 

（学費等） 

第３９条 学費等の種類及びその額は、学校法人名城大学の設置する学校の学費等に関する規則の定めると

ころによる。 

附 則 

本学則は、昭和２９年４月１日よりこれを施行する。 

附 則 

本学則は、昭和４１年４月１日よりこれを施行する。 
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附 則 

本学則は、昭和４２年４月１日よりこれを施行する。 

附 則 

本学則は、昭和４２年６月１日よりこれを施行する。 

附 則 

本学則は、昭和４４年４月１日よりこれを施行する。 

附 則 

本学則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則 

① 本学則は、昭和４８年４月１日から施行する。

② 第６３条は、昭和４８年度入学志願者から適用する。

③ 第６４条、第６５条及び第６６条は、昭和４８年度入学者から適用する。ただし、第６５条及び第６６

条（施設費を除く）については、昭和４７年度以前の入学者は従前どおりの額とする。

附 則 

この学則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５０年６月１日から施行する。 

附 則 

① この学則は、昭和５１年４月１日から施行する。

② 第６条、第４８条第３項及び第５４条については、昭和５１年度入学者から適用する。

③ この学則の改正に伴う必要な経過措置については、別にこれを定める。

附 則 

この学則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５５年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和５８年４月１日から施行し、昭和５７年度入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則 

① この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。

② 第６条第４－１－１の表は、昭和６２年度入学者から適用する。

③ 第６条第４－２－１の表及び同条第４－３－１の表は、昭和６１年度入学者から適用する。

附 則 

この学則は、昭和６３年４月１日から施行し、第６条第３の表は、昭和６３年度入学者から適用する。 

附 則 

① この学則は、平成元年４月１日から施行する。

② 第６条第４－１－１の表及び第６条第４－２－１の表は、平成元年度入学者から適用する。

③ 第１９条第２項は、平成元年度博士後期課程入学者から適用する。

- 学則 - 10 -



附 則 

この学則は、平成２年４月１日から施行し、平成２年度入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。ただし、第７２条は、平成２年度入学者から適用する。 

附 則 

この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、改正後の第６条第４－１－１は、平成３年４月１

日以後に入学する者から適用する。 

附 則 

① この学則は、平成３年４月１日から施行し、平成３年４月１日以後に入学する者から適用する。

② 平成３年３月３１日に在籍している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３年１０月１日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

① この学則は、平成４年４月１日から施行する。

② 平成４年３月３１日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

① この学則は、平成５年４月１日から施行する。ただし、平成５年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

② 大学院工学研究科は、改正後の規定にかかわらず、平成５年３月３１日に在学する者が当該研究科に在

学しなくなるまでの間、存続するものとする。

附 則 

 この学則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、平成６年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成７年４月１日から施行する。ただし、平成７年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

① この学則は、平成８年４月１日から施行する。ただし、平成８年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

② 従前の薬学研究科薬学専攻（修士課程）は、改正後の規定にかかわらず、平成８年３月３１日に在学す

る者が当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
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附 則 

 この学則は、平成９年４月１日から施行する。ただし、平成９年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１０年４月１日から施行する。ただし、平成１０年３月３１日に在学している者につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、平成１１年３月３１日に在学している者につい

ては、改定後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、平成１２年３月３１日に在学している者につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１３年５月３１日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１６年９月２９日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、平成１７年３月１７日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１８年１月２６日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１８年７月２７日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、平成１９年３月３１日に在学している者につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２０年８月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、平成２３年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、平成２３年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２３年５月３１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度入学者から適用する。ただし、平成２４年３

月３１日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、平成２４年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、平成２４年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、平成２５年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度入学者から適用する。 
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附 則 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、平成２６年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成２６年１２月１日から施行し、平成２６年度入学者から適用する。 

 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度入学者から適用する。ただし、平成２７年３月 

３１日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、平成２７年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

① この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２８年３月３１日に在学している者につ

いては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

② 大学・学校づくり研究科大学・学校づくり専攻（修士課程）は、平成２８年４月から募集を停止し、当

該研究科に在学している者がいなくなった時に廃止する。

附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２８年３月３１日に在学している者につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度入学者から適用する。ただし、平成２９年３

月３１日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

① この学則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、平成２９年３月３１日に在学している者につ

いては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

② 法務研究科法務専攻（専門職学位課程）は、平成２９年４月から募集を停止し、当該研究科に在学して

いる者がいなくなった時に廃止する。

 附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、平成２９年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成３０年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３１年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３１年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度入学者から適用する。ただし、平成３１年３月 

３１日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３１年３月３１日に在学している者について

は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、平成３２年３月３１日に在学している者につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、平成３２年４月１日から施行する。ただし、平成３２年３月３１日に在学している者につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、令和２年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、令和２年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、令和３年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、令和４年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附 則 

 この学則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、令和４年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

 この学則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、令和５年３月３１日に在学している者については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度入学者から適用する。ただし、令和６年３月３１

日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表第１（第４条第２項関係） 

研究科名 専攻名 

修士課程 博士後期課程 博士課程 

合計 入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

法学研究科 法律学専攻 6 12 2 6 18 

経営学研究

科 
経営学専攻 10 20 3 9 29 

経済学研究

科 
経済学専攻 3 6 2 6 12 

理工学研究

科 

数学専攻 8 16 2 6 22 

情報工学専

攻 
30 60 60 

電気電子工

学専攻 
25 50 50 

材料機能工

学専攻 
35 70 70 

電気・情報・材

料・物質工学専攻 
10 30 30 

応用化学専

攻 
24 48 48 

機械工学専

攻 
30 60 60 

機械工学専

攻 
5 15 15 

交通機械工

学専攻 
25 50 50 

メカトロニ

クス工学専

攻

24 48 48 

社会基盤デ

ザイン工学

専攻 

18 36 36 

環境創造工

学専攻 
8 16 16 

建築学専攻 16 32 32 

社会環境デザ

イン工学専攻 
5 15 15 

農学研究科 農学専攻 20 40 3 9 49 

薬学研究科 薬学専攻 4 16 16 

都市情報学

研究科 

都市情報学

専攻 
6 12 3 9 21 

人間学研究

科 
人間学専攻 5 10 10 

総合学術研

究科 

総合学術専

攻 
8 16 4 12 28 
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別表第２（第１９条関係）

１の１（法学研究科　法律学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

憲法Ⅰ（統治機構） 2

憲法Ⅱ（人権保障） 2

憲法Ⅲ（憲法訴訟） 2

憲法Ⅳ（比較憲法） 2

憲法Ⅴ（多文化共生） 2

行政法Ⅰ（一般理論） 2

行政法Ⅱ（行政作用法） 2

行政法Ⅲ（地方自治法） 2

行政法Ⅳ（行政救済法） 2

行政法Ⅴ（行政組織法） 2

租税法Ⅰ（総論） 2

租税法Ⅱ（租税争訟法・手続法） 2

租税法Ⅲ（所得税） 2

租税法Ⅳ（法人税） 2

租税法Ⅴ（相続税） 2

租税法Ⅵ（消費税） 2

国際法Ⅰ（総論） 2

国際法Ⅱ（各論） 2

国際法Ⅲ（組織） 2

国際法Ⅳ（人権） 2

刑事法Ⅰ（刑法理論） 2

刑事法Ⅱ（刑法判例） 2

刑事法Ⅲ（刑事訴訟法） 2

刑事法Ⅳ（刑事政策） 2

刑事法Ⅴ（現代刑事法） 2

民法Ⅰ（総則） 2

民法Ⅱ（債権総論） 2

民法Ⅲ（債権各論） 2

民法Ⅳ（物権） 2

民法Ⅴ（親族） 2

民法Ⅵ（相続） 2

国際私法Ⅰ（国際民事手続法） 2

国際私法Ⅱ（準拠法） 2

企業法Ⅰ（企業組織法） 2

企業法Ⅱ（金融･有価証券法） 2

企業法Ⅲ（企業取引法） 2

企業法Ⅳ（知的財産法） 2

企業法Ⅴ（企業取引と税務） 2

民事手続法Ⅰ（民事訴訟法） 2

民事手続法Ⅱ（民事執行･保全法） 2

授業科目
単位数
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民事手続法Ⅲ（倒産法） 2

民事手続法Ⅳ（裁判外紛争処理制度） 2

労働法Ⅰ（個別的労働関係法） 2

労働法Ⅱ（集団的労働関係法） 2

経済法Ⅰ（総論） 2

経済法Ⅱ（各論） 2

法哲学Ⅰ（法理論） 2

法哲学Ⅱ（正義論） 2

法社会学Ⅰ（総論） 2

法社会学Ⅱ（各論） 2

法制史Ⅰ（日本法制史） 2

法制史Ⅱ（日本法制史史料解題） 2

法制史Ⅲ（西洋法制史） 2

法制史Ⅳ（西洋法制史史料解題） 2

政治学Ⅰ（政治理論・思想） 2

政治学Ⅱ（行政学） 2

政治学Ⅲ（国際政治学） 2

政治学Ⅳ（政治過程論） 2

外国法Ⅰ（英米法） 2

外国法Ⅱ（大陸法） 2

基礎法特別（東洋法史論） 2

政治学特別（政治史） 2

政治学特別（外交史） 2

公法研究指導Ⅰ 4

公法研究指導Ⅱ 4

私法研究指導Ⅰ 4

私法研究指導Ⅱ 4

基礎法学研究指導Ⅰ 4

基礎法学研究指導Ⅱ 4

政治学研究指導Ⅰ 4

政治学研究指導Ⅱ 4

② 履修方法

１の２（法学研究科　法律学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

憲法特殊研究Ⅰ 2

憲法特殊研究Ⅱ 2

（２） 授業科目の中から１部門（研究指導８単位）を選定し、これを学生の専修科目とす
る。専修科目のほか、関連科目２２単位以上を選択履修しなければならない。

（３） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は授業科目の
選定、学位論文の作成、その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければ
ならない。

授業科目
単位数
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憲法特殊研究Ⅲ 2

憲法特殊研究Ⅳ 2

憲法特殊研究Ⅴ 2

憲法特殊研究指導Ⅰ 4

憲法特殊研究指導Ⅱ 4

憲法特殊研究指導Ⅲ 4

行政法特殊研究Ⅰ 2

行政法特殊研究Ⅱ 2

行政法特殊研究Ⅲ 2

行政法特殊研究Ⅳ 2

行政法特殊研究Ⅴ 2

行政法特殊研究指導Ⅰ 4

行政法特殊研究指導Ⅱ 4

行政法特殊研究指導Ⅲ 4

国際法特殊研究Ⅰ 2

国際法特殊研究Ⅱ 2

国際法特殊研究Ⅲ 2

国際法特殊研究Ⅳ 2

国際法特殊研究指導Ⅰ 4

国際法特殊研究指導Ⅱ 4

国際法特殊研究指導Ⅲ 4

刑事法特殊研究Ⅰ 2

刑事法特殊研究Ⅱ 2

刑事法特殊研究Ⅲ 2

刑事法特殊研究Ⅳ 2

刑事法特殊研究Ⅴ 2

刑事法特殊研究指導Ⅰ 4

刑事法特殊研究指導Ⅱ 4

刑事法特殊研究指導Ⅲ 4

民法特殊研究Ⅰ 2

民法特殊研究Ⅱ 2

民法特殊研究Ⅲ 2

民法特殊研究Ⅳ 2

民法特殊研究Ⅴ 2

民法特殊研究Ⅵ 2

民法特殊研究指導Ⅰ 4

民法特殊研究指導Ⅱ 4

民法特殊研究指導Ⅲ 4

企業法特殊研究Ⅰ 2

企業法特殊研究Ⅱ 2

企業法特殊研究Ⅲ 2

企業法特殊研究Ⅳ 2

企業法特殊研究Ⅴ 2

企業法特殊研究指導Ⅰ 4

企業法特殊研究指導Ⅱ 4
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企業法特殊研究指導Ⅲ 4

民事手続法特殊研究Ⅰ 2

民事手続法特殊研究Ⅱ 2

民事手続法特殊研究Ⅲ 2

民事手続法特殊研究Ⅳ 2

民事手続法特殊研究指導Ⅰ 4

民事手続法特殊研究指導Ⅱ 4

民事手続法特殊研究指導Ⅲ 4

国際私法特殊研究Ⅰ 2

国際私法特殊研究Ⅱ 2

国際私法特殊研究Ⅲ 2

国際私法特殊研究Ⅳ 2

国際私法特殊研究指導Ⅰ 4

国際私法特殊研究指導Ⅱ 4

国際私法特殊研究指導Ⅲ 4

労働法特殊研究Ⅰ 2

労働法特殊研究Ⅱ 2

経済法特殊研究Ⅰ 2

経済法特殊研究Ⅱ 2

社会法特殊研究指導Ⅰ 4

社会法特殊研究指導Ⅱ 4

社会法特殊研究指導Ⅲ 4

法哲学特殊研究Ⅰ 2

法哲学特殊研究Ⅱ 2

法社会学特殊研究Ⅰ 2

法社会学特殊研究Ⅱ 2

法哲学特殊研究指導Ⅰ 4

法哲学特殊研究指導Ⅱ 4

法哲学特殊研究指導Ⅲ 4

法制史特殊研究Ⅰ 2

法制史特殊研究Ⅱ 2

法制史特殊研究Ⅲ 2

法制史特殊研究Ⅳ 2

法制史特殊研究指導Ⅰ 4

法制史特殊研究指導Ⅱ 4

法制史特殊研究指導Ⅲ 4

政治学特殊研究Ⅰ 2

政治学特殊研究Ⅱ 2

政治学特殊研究Ⅲ 2

政治学特殊研究Ⅳ 2

政治学特殊研究指導Ⅰ 4

政治学特殊研究指導Ⅱ 4

政治学特殊研究指導Ⅲ 4

② 履修方法

- 学則 - 22 -



（３） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、学位論文
の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により１６単位以上を修得しなければな
らない。

（２） 授業科目の中から１部門（特殊研究指導Ⅰ～Ⅲの合計１２単位）を選定し、これを
学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目の中から４単位以
上を選択履修しなければならない。
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２の１（経営学研究科　経営学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

研究開発マネジメント研究 2

生産技術研究 2

実践品質管理研究 2

実践情報システム設計 2

実践生産システム設計 2

プロセス・マネジメント研究 2

実践マネジメントシステム設計 2

グローバル経営戦略研究 2

人材開発マネジメント研究 2

ベンチャー起業論研究 2

マーケティング戦略研究 2

実践コスト・マネジメント研究 2

ＮＰＯ起業研究 2

海外企業移転研究 2

実践起業研究 2

労務管理研究 2

経営管理研究 2

情報産業組織研究 2

経営組織研究 2

国際経営研究 2

経営史研究 2

国際産業集積研究 2

経営戦略研究 2

コーポレート・ガバナンス研究 2

マーケティング研究 2

流通研究 2

マーケティング情報システム研究 2

環境マネジメント研究 2

経営情報システム研究 2

アジア企業研究 2

経営学外国文献研究 2

ヨーロッパ企業研究 2

労使関係研究 2

企業内教育研究 2

労務監査研究 2

財務会計研究 2

コスト・マネジメント研究 2

管理会計研究 2

制度会計研究 2

会計監査研究 2

国際会計研究 2

授業科目
単位数
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経営分析研究 2

実践経営分析研究 2

知的財産研究 2

税務会計研究 2

環境会計研究 2

非営利組織体会計研究 2

コーポレート・ファイナンス研究 2

インベストメント・マネジメント研究 2

金融システム研究 2

金融機関経営研究 2

会計学・ファイナンス外国文献研究 2

経営学特別講義Ⅰ 2

経営学特別講義Ⅱ 2

経営学研究指導Ⅰ 4

経営学研究指導Ⅱ 4

会計学・ファイナンス研究指導Ⅰ 4

会計学・ファイナンス研究指導Ⅱ 4

② 履修方法

２の２（経営学研究科　経営学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

経営学研究指導Ⅰ 4

経営学研究指導Ⅱ 4

経営学研究指導Ⅲ 4

会計学研究指導Ⅰ 4

会計学研究指導Ⅱ 4

会計学研究指導Ⅲ 4

経営財務論研究指導Ⅰ 4

経営財務論研究指導Ⅱ 4

経営財務論研究指導Ⅲ 4

学位論文ワークショップ 1

経営学特殊研究Ⅰ 2

経営学特殊研究Ⅱ 2

経営学特殊研究Ⅲ 2

経営学特殊研究Ⅳ 2

（３） 前号の関連科目２２単位には、第２３条の規定により認定された単位を含める
ことができる。

（４） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業
科目の選定、学位論文の作成、その他研究一般について、その指導を受けるもの
とする。

（５） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３２単位以上を修得しなけ
ればならない。

（２） 授業科目の中から１部門（研究２単位、研究指導８単位）を選定し、これを学
生の専修科目とする。専修科目のほか、関連科目２２単位以上を選択履修しなけ
ればならない。

授業科目
単位数
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経営学特殊研究Ⅴ 2

経営学特殊研究Ⅵ 2

経営学特殊研究Ⅶ 2

経営学特殊研究Ⅷ 2

会計学特殊研究Ⅰ 2

会計学特殊研究Ⅱ 2

会計学特殊研究Ⅲ 2

会計学特殊研究Ⅳ 2

会計学特殊研究Ⅴ 2

会計学特殊研究Ⅵ 2

会計学特殊研究Ⅶ 2

会計学特殊研究Ⅷ 2

経営財務論特殊研究Ⅰ 2

経営財務論特殊研究Ⅱ 2

経営財務論特殊研究Ⅲ 2

経営財務論特殊研究Ⅳ 2

経営財務論特殊研究Ⅴ 2

経営財務論特殊研究Ⅵ 2

経営財務論特殊研究Ⅶ 2

経営財務論特殊研究Ⅷ 2

② 履修方法
（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、２１単位以上を修得しなけ

ればならない。
（２） 授業科目の中から１部門（研究指導Ⅰ～Ⅲの合計１２単位）を選定し、これを

学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目の中から９単
位以上を選択履修しなければならない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、学位論文の作成
その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。
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３の１（経済学研究科　経済学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

マクロ経済学研究 4

ミクロ経済学研究 4

情報の経済学研究 4

経済理論研究 4

経済思想研究 4

経済統計学研究 4

西洋経済史研究 4

日本経済史研究 4

財政学研究 4

地方財政論研究 4

金融論研究 4

労働経済論研究 4

アジア経済論研究 4

中国経済論研究 4

国際経済論研究 4

環境経済論研究 4

工業経済論研究 4

交通経済学研究 4

農業経済論研究 4

現代企業論研究 4

中小企業論研究 4

地域産業論研究 4

経済地理学研究 4

フロンティア産業研究 4

理論経済・経済史研究指導 8

経済政策研究指導 8

現代産業構造研究指導 8

② 履修方法

（５） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

単位数
授業科目

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３２単位以上を修得しな
ければならない。

（２） 授業科目の中から１部門（研究４単位、研究指導８単位）を選定し、これを
学生の専修科目とする。専修科目のほか、関連科目２０単位以上を選択履修し
なければならない。

（３） 前号の関連科目２０単位には、第２３条の規定により認定された単位を含め
ることができる。

（４） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授
業科目の選定、学位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるも
のとする。
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３の２（経済学研究科　経済学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

理論経済・経済史演習Ⅰ 4

理論経済・経済史演習Ⅱ 4

理論経済・経済史演習Ⅲ 4

経済政策演習Ⅰ 4

経済政策演習Ⅱ 4

経済政策演習Ⅲ 4

現代産業構造演習Ⅰ 4

現代産業構造演習Ⅱ 4

現代産業構造演習Ⅲ 4

マクロ経済学特殊研究 4

ミクロ経済学特殊研究 4

情報の経済学特殊研究 4

経済理論特殊研究 4

経済統計学特殊研究 4

経済史特殊研究 4

財政学特殊研究 4

金融論特殊研究 4

労働経済論特殊研究 4

アジア経済論特殊研究 4

環境経済論特殊研究 4

工業経済論特殊研究 4

交通経済学特殊研究 4

現代企業論特殊研究 4

中小企業論特殊研究 4

地域産業論特殊研究 4

② 履修方法

（３） 学生は、同一演習科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを履修し、合計１２単位を修得しなければ
ならない。

（５） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１２単位以上を修得しな
ければならない。

（２） 専修分野の中から演習科目を選定し、これを学生の専修科目とする。

授業科目
単位数

（４） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、学
位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。
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４の１の１（理工学研究科　数学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

代数的構造論特論Ⅰ

代数的構造論特論Ⅱ

大域解析学講究ⅡA

大域解析学講究ⅡB

単位数

代数的整数論特論Ⅰ

代数的整数論特論Ⅱ

環論特論Ⅰ

環論特論Ⅱ

代数学講究ⅠA

代数学講究ⅠB

授業科目

解析幾何学特論Ⅰ

微分幾何学特論Ⅰ

微分幾何学特論Ⅱ

非線形幾何学特論Ⅰ

非線形幾何学特論Ⅱ

　代数学講究ⅡA

　代数学講究ⅡB

関数方程式特論Ⅱ

複素解析学特論Ⅰ

関数方程式特論Ⅰ

解析幾何学特論Ⅱ

幾何学講究ⅠA

幾何学講究ⅠB

幾何学講究ⅡA

幾何学講究ⅡB

複素解析学特論Ⅱ

関数解析学講究ⅠA

関数解析学講究ⅠB

大域解析学講究ⅠB

確率及び量子情報論特論Ⅰ

大域解析学特論Ⅰ

大域空間解析学特論Ⅰ

大域空間解析学特論Ⅱ

関数解析学講究ⅡA

関数解析学講究ⅡB

大域解析学特論Ⅱ

確率及び量子情報論特論Ⅱ

大域解析学講究ⅠA

確率過程論特論Ⅰ

確率過程論特論Ⅱ

数論的確率論特論Ⅰ
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2

2

2

2

2

4

4

4

4

現代代数学特論A 2

現代代数学特論B 2

数論的幾何学特論 2

応用幾何学特論 2

現代解析学特論 2

統計数理学特論 2

量子確率論特論 2

確率情報特論 2

無限次元解析特論 2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の２（理工学研究科　情報工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

計算機工学特論 2

ヒューマンマシンシステム特論 2

知的信号処理特論 2

知的制御システム特論 2

画像情報システム特論 2

情報デバイス特別演習・実験ⅠA 2

情報デバイス特別演習・実験ⅠB 2

情報デバイス特別演習・実験ⅡA 2

情報デバイス特別演習・実験ⅡB 2

アルゴリズム特論 2

パターン情報処理特論 2

計算機数学特論Ⅰ

計算機数学特論Ⅱ

非線形数理特論Ⅰ

非線形数理特論Ⅱ

関
連
科
目

確率及び量子情報論講究ⅡA

確率及び量子情報論講究ⅡB

（２） 授業科目の中から１部門（特論４単位、講究１６単位）を選定し、これを学生の専修
科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科目・他研究科
の授業科目を含む。）の中から１０単位以上を選択履修しなければならない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

単位数

確率及び量子情報論講究ⅠA

確率及び量子情報論講究ⅠB

数論的確率論特論Ⅱ

授業科目

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。
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人工知能特論 2

知的データ分析特論 2

情報処理特別演習・実験ⅠA 2

情報処理特別演習・実験ⅠB 2

情報処理特別演習・実験ⅡA 2

情報処理特別演習・実験ⅡB 2

音声・音響情報処理特論 2

視覚・色彩情報処理特論 2

コンピュータグラフィックス特論 2

言語処理特論 2

バーチャルリアリティ特論 2

情報メディア特別演習・実験ⅠA 2

情報メディア特別演習・実験ⅠB 2

情報メディア特別演習・実験ⅡA 2

情報メディア特別演習・実験ⅡB 2

ネットワーク特論 2

無線通信工学特論 2

情報セキュリティ特論 2

情報理論特論 2

情報通信特別演習・実験ⅠA 2

情報通信特別演習・実験ⅠB 2

情報通信特別演習・実験ⅡA 2

情報通信特別演習・実験ⅡB 2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の３（理工学研究科　電気電子工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

関
連
科
目

（２） 授業科目の中から１部門（特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を選定し、これを
学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科目
・他研究科の授業科目を含む。）の中から２２単位以上を選択履修しなければならない。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

電気エネルギー工学特論B

エネルギー環境材料工学特論Ⅰ

エネルギー環境材料工学特論Ⅱ

授業科目
単位数

電気エネルギー工学特論A

エネルギー環境システム工学特論A

エネルギー環境システム工学特論B
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

アドバンスト・インターンシップ 2

システム情報通信工学特別演習・実験ⅡB

制御情報システム特論A

制御情報システム特論B

システム情報通信工学特別演習・実験ⅠA

電子生命情報計測工学特論B

電子生命情報応用工学特論B

電子生命情報計測工学特論A

真空デバイス特論B

電子光学特論A

電子光学特論B

電子デバイスプロセス特論A

電子デバイスプロセス特論B

システム工学特論A

情報通信システム特論A

制御システム工学特論A

制御システム工学特論B

情報通信システム特論B

電子物性特論A

電子物性特論B

真空デバイス特論A

エネルギー環境工学特別演習・実験ⅡA

エネルギー環境工学特別演習・実験ⅡB

電子デバイス特論B

関
連
科
目

電子物性デバイス工学特別演習・実験ⅠA

電子物性デバイス工学特別演習・実験ⅠB

電子物性デバイス工学特別演習・実験ⅡA

電子物性デバイス工学特別演習・実験ⅡB

電子生命情報工学特別演習・実験ⅡA

電子デバイス特論A

エネルギー環境工学特別演習・実験ⅠA

エネルギー環境工学特別演習・実験ⅠB

エネルギー変換工学特論A

エネルギー変換工学特論B

情報通信工学特論A

情報通信工学特論B

電子生命情報応用工学特論A

システム工学特論B

電子生命情報工学特論A

電子生命情報工学特論B

電子生命情報工学特別演習・実験ⅡB

電子生命情報工学特別演習・実験ⅠA

電子生命情報工学特別演習・実験ⅠB

システム情報通信工学特別演習・実験ⅠB

システム情報通信工学特別演習・実験ⅡA
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科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の４（理工学研究科　材料機能工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

光物性工学特論Ⅰ

光物性工学特論Ⅱ

関
連
科
目

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

授業科目

（２） 授業科目の中から１部門（特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を選定し、これ
を学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科
目・他研究科の授業科目を含む。）の中から２２単位以上を選択履修しなければならな
い。

単位数

ナノ・インテリジェント材料特別演習・実
験ⅠA

ナノ・インテリジェント材料特別演習・実
験ⅠB

ナノ分析特論Ⅰ

ナノ分析特論Ⅱ

量子光エレクトロニクス特論Ⅰ

量子光エレクトロニクス特論Ⅱ

ナノ電子材料特論Ⅰ

ナノ電子材料特論Ⅱ

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

エレクトロニクス材料特別演習・実験ⅠA

エレクトロニクス材料特別演習・実験ⅠB

エレクトロニクス材料特別演習・実験ⅡA

エレクトロニクス材料特別演習・実験ⅡB

半導体デバイス特論Ⅱ

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

エレクトロニクス材料特論Ⅱ

エレクトロニクスデバイス特論Ⅱ

半導体デバイス特論Ⅰ

エレクトロニクスデバイス特論Ⅰ

ナノ・インテリジェント材料特別演習・実
験ⅡA

ナノ・インテリジェント材料特別演習・実
験ⅡB

エネルギー環境材料特論Ⅰ

エネルギー環境材料特論Ⅱ

エレクトロニクス材料特論Ⅰ

光・量子デバイス特論Ⅱ

光・量子デバイス特論Ⅰ
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の５（理工学研究科　応用化学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ナノ構造科学特論

機能ナノマテリアル特論

応用物性化学特論

応用磁気化学特論

物質機能物理化学特論

物質物理化学特別演習・実験ⅠA

ソフトマター特論

機能性高分子材料特論

バイオマテリアル特論

生命有機化学特別演習・実験ⅠA

生命有機化学特別演習・実験ⅠB

生命有機化学特別演習・実験ⅡA

生命有機化学特別演習・実験ⅡB

表面改質材料特論Ⅰ

表面改質材料特論Ⅱ

コンポジット材料特論Ⅰ

コンポジット材料特論Ⅱ

コンポジット材料特別演習・実験ⅠB

生体材料特論Ⅰ

生体材料特論Ⅱ

金属材料特論Ⅰ

金属材料特論Ⅱ

コンポジット材料特別演習・実験ⅠA

関
連
科
目

授業科目

応用有機化学特論

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（２） 授業科目の中から１部門（特論４単位、特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を
選定し、これを学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目

　　（他専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含む。）の中から１８単位以上を選択履修
しなければならない。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

単位数

応用生命分子科学特論

先端超分子化学特論

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

コンポジット材料特別演習・実験ⅡA

コンポジット材料特別演習・実験ⅡB
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

組成分析化学 1

構造機器分析化学 1

生命有機分析化学 1

無機物質分析化学 1

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の６（理工学研究科　機械工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

熱工学特論Ⅱ

関
連
科
目

熱・流体特別演習・実験ⅠA

熱工学特論Ⅰ

授業科目

高温気体力学特論Ⅰ

高温気体力学特論Ⅱ

流体工学特論Ⅰ

流体工学特論Ⅱ

粘性流体工学特論Ⅱ

生命エネルギーデバイス特論

環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠA

環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅠB

環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅡA

環境・エネルギー科学特別演習・実験ⅡB

（２） 授業科目の中から１部門（特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を選定し、これ
を学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科
目・他研究科の授業科目を含む。）の中から２２単位以上を選択履修しなければならな
い。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

単位数

物質物理化学特別演習・実験ⅡB

環境化学特論

グリーンケミストリー特論

機能性エネルギー材料特論

無機材料科学特論

固体表面化学特論

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

導電材料特論

低温物性特論

物質物理化学特別演習・実験ⅠB

物質物理化学特別演習・実験ⅡA

粘性流体工学特論Ⅰ
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

数値流体工学特論 2

燃焼工学特論 2

伝熱工学特論 2

冷凍空調工学特論 2

材料強度情報学特論 2

医工力学特論 2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

熱・流体特別演習・実験ⅠB

材料強度応用工学特論Ⅰ

熱・流体特別演習・実験ⅡA

　機械知能工学特論Ⅰ

　機械知能工学特論Ⅱ

先進材料評価学特論Ⅱ

材料・強度特別演習・実験ⅠA

材料・強度特別演習・実験ⅠB

材料・強度特別演習・実験ⅡA

材料強度応用工学特論Ⅱ

材料システム工学特論Ⅰ

材料システム工学特論Ⅱ

熱・流体特別演習・実験ⅡB

統合設計工学特論Ⅰ

先進材料評価学特論Ⅰ

生産加工システム工学特論Ⅱ

設計・生産特別演習・実験ⅠA

設計・生産特別演習・実験ⅠB

設計・生産特別演習・実験ⅡA

材料・強度特別演習・実験ⅡB

マイクロマシニング特論Ⅰ

マイクロマシニング特論Ⅱ

生産加工システム工学特論Ⅰ

創造設計工学特論Ⅱ

統合設計工学特論Ⅱ

知的制御工学特論Ⅱ

運動力学・制御特別演習・実験ⅠA

運動力学・制御特別演習・実験ⅠB

運動力学・制御特別演習・実験ⅡA

設計・生産特別演習・実験ⅡB

機械機能工学特論Ⅰ

機械機能工学特論Ⅱ

知的制御工学特論Ⅰ

生体工学特論Ⅰ

生体工学特論Ⅱ

運動力学・制御特別演習・実験ⅡB

関
連
科
目

創造設計工学特論Ⅰ
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特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の７（理工学研究科　交通機械工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

材料・構造工学特別演習・実験ⅡB

授業科目

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

（２） 授業科目の中から１部門（特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を選定し、これを
学生の専修科目とする。専修科目のほか、各専修分野の特論Ⅰから２単位以上合計で８単
位以上、各専修分野の特論Ⅱおよび関連科目から８単位以上選択履修しなければならな
い。また、共通科目から４単位以上選択履修しなければならない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

単位数

関
連
科
目

流体科学特論Ⅰ

流体科学特論Ⅱ

エネルギー科学特論Ⅰ

エネルギー科学特論Ⅱ

推進工学特論Ⅰ

推進工学特論Ⅱ

構造力学特論Ⅰ

構造力学特論Ⅱ

流体システム特論Ⅰ

流体システム特論Ⅱ

エネルギー・流体工学特別演習・実験ⅠA

エネルギー・流体工学特別演習・実験ⅠB

エネルギー・流体工学特別演習・実験ⅡA

エネルギー・流体工学特別演習・実験ⅡB

軽量構造学特論Ⅱ

材料・構造工学特別演習・実験ⅠA

材料・構造工学特別演習・実験ⅠB

適応構造システム学特論Ⅰ

適応構造システム学特論Ⅱ

材料・構造工学特別演習・実験ⅡA

知的制御特論Ⅰ

知的制御特論Ⅱ

マンマシンシステム学特論Ⅰ

マンマシンシステム学特論Ⅱ

軽量構造学特論Ⅰ

材料科学特論Ⅰ

材料科学特論Ⅱ

自動車システム学特論Ⅰ

自動車システム学特論Ⅱ
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2

2

2

2

計算力学特論 2

計算科学特論 2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の８（理工学研究科　メカトロニクス工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

機能システム構築学特別演習・実験ⅠB

機能システム構築学特別演習・実験ⅡA

機能システム構築学特別演習・実験ⅡB

ナノ・マイクロシステム制御特論

ナノ・マイクロ知能システム特論

制御工学特論

機械情報システム学特論

知能機械学特論

機能システム構築学特論

機能システム制御特論

機能システム構築学特別演習・実験ⅠA

計測制御システム学特別演習・実験ⅠB

計測制御システム学特別演習・実験ⅡA

計測制御システム学特別演習・実験ⅡB

知能システム制御工学特論

関
連
科
目

制御・システム工学特別演習・実験ⅠB

制御・システム工学特別演習・実験ⅡA

制御・システム工学特別演習・実験ⅠA

計測制御システム学特別演習・実験ⅠA

知能計測システム学特論

情報システム制御工学特論

計測システム学特論

制御システム学特論

ロボットシステムデザイン学特論

単位数

知能ロボット学特論

制御・システム工学特別演習・実験ⅡB

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

授業科目

（２） 授業科目の中から１部門（特論４単位、特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を
選定し、これを学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他
専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含む。）の中から１８単位以上を選択履修しな
ければならない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

- 学則 - 38 -



2

2

2

2

2

2

2

2

情報メカトロニクス学特論 2

先端信号処理学特論 2

機能システム学特論 2

医療機械システム特論 2

バイオシステム特論 2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の９（理工学研究科　社会基盤デザイン工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講　義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ナノ・マイクロ制御システム特論

応用電磁気学特論

電子デバイス学特論

マルチスケールメカトロニクス特別演習・
実験ⅠA

マルチスケールメカトロニクス特別演習・
実験ⅠB

マルチスケールメカトロニクス特別演習・
実験ⅡA

マルチスケールメカトロニクス特別演習・
実験ⅡB

関
連
科
目

マイクロロボット学特論

河川工学特論Ⅰ

河川工学特論Ⅱ

水理学特論Ⅰ

構造工学特別演習・実験ⅡB

構造工学特別演習・実験ⅠB

構造工学特別演習・実験ⅡA

構造工学特別演習・実験ⅠA

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

（２） 授業科目の中から１部門（特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を選定し、これ
を学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他専攻の授業科
目・他研究科の授業科目を含む。）の中から２２単位以上を選択履修しなければならな
い。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

構造設計学特論Ⅱ

単　位　数

構造設計学特論Ⅰ

構造解析学特論Ⅰ

構造解析学特論Ⅱ

授業科目
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

都市デザイン工学特論Ⅰ

都市デザイン工学特論Ⅱ

建設材料学特別演習・実験ⅡB

関
連
科
目

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

建設材料学特別演習・実験ⅡA

都市・交通計画学特別演習・実験ⅠB

建設材料学特論Ⅰ

建設材料力学特論Ⅱ

地盤工学特別演習・実験ⅠB

地盤工学特別演習・実験ⅡA

地盤工学特別演習・実験ⅡB

都市・交通計画学特別演習・実験ⅠA

都市システム工学特論Ⅰ

都市システム工学特論Ⅱ

地盤工学特別演習・実験ⅠA

水理学特論Ⅱ

水工学特別演習・実験ⅡA

地盤解析学特論Ⅰ

水文学特論Ⅰ

都市・交通計画学特別演習・実験ⅡB

建設材料学特別演習・実験ⅠB

建設材料力学特論Ⅰ

建設材料学特論Ⅱ

交通システム工学特論Ⅰ

交通システム工学特論Ⅱ

建設材料学特別演習・実験ⅠA

都市・交通計画学特別演習・実験ⅡA

水文学特論Ⅱ

（２） 授業科目の中から１部門（特論４単位、特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を
選定し、これを学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他
専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含む。）の中から１８単位以上を選択履修しな
ければならない。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

水工学特別演習・実験ⅠA

地盤解析学特論Ⅱ

水工学特別演習・実験ⅠB

地盤工学特論Ⅰ

地盤工学特論Ⅱ

水工学特別演習・実験ⅡB
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４の１の１０（理工学研究科　環境創造工学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講　義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

エネルギー管理工学特論

水環境工学特論

人間活動環境学特別演習・実験ⅡＢ

バイオマス科学特論

地盤数値解析学特論

地盤物質移動解析学特論

大気環境科学特論

地球観測情報特論

環境共生学特別演習・実験ⅡＢ

エネルギー変換学特論

エネルギー環境工学特論

水処理工学特論

エネルギー・資源循環学特別演習・実験Ⅰ
Ａ

環境共生学特別演習・実験ⅠＡ

エネルギー・資源循環学特別演習・実験Ⅰ
Ｂ
エネルギー・資源循環学特別演習・実験Ⅱ
Ａ
エネルギー・資源循環学特別演習・実験Ⅱ
Ｂ

人間活動環境学特別演習・実験ⅠＡ

構造分析学特論

関
連
科
目

環境共生学特別演習・実験ⅡＡ

単　位　数

環境材料学特論

資源循環学特論

構造性能学特論

授業科目

環境共生学特別演習・実験ⅠＢ

サステナブルデザイン特論

空間計画学特論

環境デザイン学特論

エネルギー創成学特論

環境生物工学特論

人間環境工学特論

人間活動環境学特別演習・実験ⅠＢ

構造動態学特論

人間活動環境学特別演習・実験ⅡＡ
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特別講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の１の１１（理工学研究科　建築学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講　義 演習及び実験

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

建築材料デザイン特別演習・実験ⅡA

建築材料デザイン特別演習・実験ⅡB

建築環境デザイン特別演習・実験ⅡA

生活空間計画特論

建築空間特論

建築環境工学特論A

建築環境工学特論B

建築スペースデザイン特論

建築歴史意匠特論

建築・地域デザイン特論Ⅰ

関
連
科
目

単　位　数

建築計画特論

建築スペースデザイン総合設計演習ⅠB

建築構造工学特論Ⅱ

コンクリート工学特論B

建築材料デザイン特別演習・実験ⅠB

建築環境デザイン特論

建築環境デザイン特別演習・実験ⅠA

建築環境デザイン特別演習・実験ⅠB

建築材料デザイン特別演習・実験ⅠA

建築環境計画特論

建築スペースデザイン総合設計演習ⅠA

授業科目

コンクリート工学特論A

建築環境デザイン特別演習・実験ⅡB

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

建築材料・生産特論

建築・地域デザイン特論Ⅱ

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

建築技術史特論

建築スペースデザイン総合設計演習ⅡA

建築スペースデザイン総合設計演習ⅡB

建築構造工学特論Ⅰ

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（２） 授業科目の中から１部門（特論２単位、特別演習・実験ⅠＡ～ⅡＢの合計８単位）を
選定し、これを学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科目以外の授業科目（他
専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含む。）の中から２０単位以上を選択履修しな
ければならない。
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

建築史特論 2

建築設計総合特論 2

建築設計特論 2

建築・都市空間特論 2

建築設備設計特論 2

鉄骨構造学特論 2

建築実践特論 2

学外特別演習 2

アドバンスト・インターンシップ 2

科学技術英語 2

特別講義Ⅰ 2

特別講義Ⅱ 2

実践インターンシップＡ-1 2

実践インターンシップＡ-2 2

実践インターンシップＡ-3 2

実践インターンシップＡ-4 2

実践インターンシップＢ-1 3

実践インターンシップＢ-2 3

実践インターンシップＣ-1 4

実践インターンシップＣ-2 4

② 履修方法

４の２の１（理工学研究科　数学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講　義 演  習

2

建築構造デザイン特論Ⅰ

建築構造デザイン特論Ⅱ

建築構造工学特別演習・実験ⅡA

（２） 授業科目の中から１部門（総合設計演習ⅠＡ～ⅡＢ、または、特別演習・実験ⅠＡ～
ⅡＢの合計８単位）を選定し、これを学生の専修科目とする。専修科目のほか、専修科
目以外の授業科目（他専攻の授業科目・他研究科の授業科目を含む。）の中から２２単
位以上を選択履修しなければならない。ただし、実践インターンシップについては、４
単位以内に限って、修了単位として認める。

建築応用力学特論Ⅰ

建築構造工学特別演習・実験ⅠA

建築応用力学特論Ⅱ

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

建築構造工学特別演習・実験ⅠB

関
連
科
目

建築構造工学特別演習・実験ⅡB

建築構造解析特論Ⅰ

建築構造解析特論Ⅱ

授業科目
単　位　数

　代数学特殊研究Ⅰ

- 学則 - 43 -



2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　数学特殊講義Ⅰ 2

　数学特殊講義Ⅱ 2

② 履修方法

４の２の２（理工学研究科　電気・情報・材料・物質工学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講　義 演  習

2

関連
科目

（２） 専修分野で開設されている研究指導科目の中から１科目を選定し、これを学生の専修科
目とする。この専修科目に対応する科目（特殊研究Ⅰ～Ⅵ）を修得しなければならない。

　数理情報科学特殊研究Ⅵ

　大域解析学特殊研究Ⅵ

　数理情報科学特殊研究Ⅰ

（５） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１６単位以上を修得しなければなら
ない。

　数理情報科学特殊研究Ⅱ

　関数方程式特殊研究Ⅵ

　大域解析学特殊研究Ⅰ

授業科目
単　位　数

（３） 修士（博士前期）課程特論や他研究科講義科目（修士（博士前期）課程において単位取
得した科目と同一内容と判断される授業科目は除く）、関連科目の中から４単位以上を修
得しなければならない。

　数理情報科学特殊研究Ⅲ

　数理情報科学特殊研究Ⅳ

　数理情報科学特殊研究Ⅴ

（４） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選
定、学位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

　大域解析学特殊研究Ⅱ

　大域解析学特殊研究Ⅲ

　大域解析学特殊研究Ⅳ

　大域解析学特殊研究Ⅴ

　幾何学特殊研究Ⅵ

　関数方程式特殊研究Ⅰ

　関数方程式特殊研究Ⅱ

　関数方程式特殊研究Ⅲ

　関数方程式特殊研究Ⅳ

　関数方程式特殊研究Ⅴ

　代数学特殊研究Ⅵ

　幾何学特殊研究Ⅰ

　幾何学特殊研究Ⅱ

　幾何学特殊研究Ⅲ

　幾何学特殊研究Ⅳ

　幾何学特殊研究Ⅴ

　代数学特殊研究Ⅱ

　代数学特殊研究Ⅲ

　代数学特殊研究Ⅳ

　代数学特殊研究Ⅴ

　電気工学特殊研究Ⅰ
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　電気電子工学特殊講義Ⅰ 2

　電気電子工学特殊講義Ⅱ 2

　情報工学特殊講義Ⅰ 2

　情報工学特殊講義Ⅱ 2

　材料機能工学特殊講義Ⅰ 2

　材料機能工学特殊講義Ⅱ 2

　先端物質特殊研究Ⅴ

　先端物質特殊研究Ⅵ

　分子素材特殊研究Ⅰ

　分子素材特殊研究Ⅱ

　先端物質特殊研究Ⅰ

　先端物質特殊研究Ⅳ

　先端物質特殊研究Ⅱ

　電子システム特殊研究Ⅵ

　情報工学特殊研究Ⅰ

　分子素材特殊研究Ⅲ

エレクトロニクス材料工学特殊研究Ⅱ

エレクトロニクス材料工学特殊研究Ⅲ

エレクトロニクス材料工学特殊研究Ⅳ

　情報工学特殊研究Ⅱ

インテリジェント材料工学特殊研究Ⅰ

　情報工学特殊研究Ⅲ

　分子素材特殊研究Ⅵ

インテリジェント材料工学特殊研究Ⅱ

インテリジェント材料工学特殊研究Ⅲ

インテリジェント材料工学特殊研究Ⅳ

インテリジェント材料工学特殊研究Ⅴ

インテリジェント材料工学特殊研究Ⅵ

　情報工学特殊研究Ⅳ

　情報工学特殊研究Ⅴ

　情報工学特殊研究Ⅵ

エレクトロニクス材料工学特殊研究Ⅴ

　電気工学特殊研究Ⅱ

　電気工学特殊研究Ⅲ

　電気工学特殊研究Ⅳ

　電気工学特殊研究Ⅴ

　電気工学特殊研究Ⅵ

　電子システム特殊研究Ⅰ

　電子システム特殊研究Ⅱ

エレクトロニクス材料工学特殊研究Ⅰ

エレクトロニクス材料工学特殊研究Ⅵ

　電子システム特殊研究Ⅲ

　電子システム特殊研究Ⅳ

　先端物質特殊研究Ⅲ

　電子システム特殊研究Ⅴ

　分子素材特殊研究Ⅳ

　分子素材特殊研究Ⅴ

関
連
科
目
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　応用化学特殊講義Ⅰ 2

　応用化学特殊講義Ⅱ 2

　研究インターンシップ 2

② 履修方法

４の２の３（理工学研究科　機械工学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講　義 演  習

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　設計機能特殊研究Ⅳ

　設計機能特殊研究Ⅴ

　設計機能特殊研究Ⅲ

ロボット工学特殊研究Ⅴ

ロボット工学特殊研究Ⅵ

　反応性ガス力学特殊研究Ⅰ

　反応性ガス力学特殊研究Ⅱ

（５） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（３） 修士（博士前期）課程特論や他研究科講義科目（修士（博士前期）課程において単位取
得した科目と同一内容と判断される授業科目は除く）、関連科目の中から４単位以上を修
得しなければならない。

授業科目

（２） 専修分野で開設されている研究指導科目の中から１科目を選定し、これを学生の専修科
目とする。この専修科目に対応する科目（特殊研究Ⅰ～Ⅵ）を修得しなければならない。

（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１６単位以上を修得しなければなら
ない。

　設計機能特殊研究Ⅵ

ロボット工学特殊研究Ⅰ

ロボット工学特殊研究Ⅱ

ロボット工学特殊研究Ⅲ

ロボット工学特殊研究Ⅳ

関
連
科
目

（４） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選
定、学位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

単　位　数

　設計機能特殊研究Ⅰ

　設計機能特殊研究Ⅱ

　反応性ガス力学特殊研究Ⅲ

　反応性ガス力学特殊研究Ⅳ

　反応性ガス力学特殊研究Ⅴ

　反応性ガス力学特殊研究Ⅵ

　熱現象計測特殊研究Ⅰ

　熱現象計測特殊研究Ⅱ

　熱現象計測特殊研究Ⅲ

　熱現象計測特殊研究Ⅳ

　熱現象計測特殊研究Ⅴ

　熱現象計測特殊研究Ⅵ

　粘性流体力学特殊研究Ⅰ

　粘性流体力学特殊研究Ⅱ

　粘性流体力学特殊研究Ⅲ

　粘性流体力学特殊研究Ⅳ

　粘性流体力学特殊研究Ⅴ
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　材料機能工学特殊講義Ⅰ 2

　材料機能工学特殊講義Ⅱ 2

　機械工学特殊講義Ⅰ 2

　機械工学特殊講義Ⅱ 2

　交通機械工学特殊講義Ⅰ 2

　交通機械工学特殊講義Ⅱ 2

　メカトロニクス工学特殊講義Ⅰ 2

　メカトロニクス工学特殊講義Ⅱ 2

　研究インターンシップ 2

②　履修方法

４の２の４（理工学研究科　社会環境デザイン工学専攻（博士後期課程））

　①　授業科目及び単位数

講　義 演  習

2

2

2

2

関
連
科
目

（４）　専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選
　　　定、学位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。
（５）　博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

授業科目
単　位　数

　生産加工学特殊研究Ⅵ

　材料設計工学特殊研究Ⅰ

　材料設計工学特殊研究Ⅴ

　材料設計工学特殊研究Ⅲ

　材料設計工学特殊研究Ⅳ

　材料設計工学特殊研究Ⅵ

　破壊制御システム工学特殊研究Ⅰ

　破壊制御システム工学特殊研究Ⅱ

　粘性流体力学特殊研究Ⅵ

　生産加工学特殊研究Ⅰ

　生産加工学特殊研究Ⅱ

　生産加工学特殊研究Ⅲ

　生産加工学特殊研究Ⅳ

　生産加工学特殊研究Ⅴ

　材料設計工学特殊研究Ⅱ

（１）　学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１６単位以上を修得しなければなら
　　　ない。
（２）　専修分野で開設されている研究指導科目の中から１科目を選定し、これを学生の専修科
　　　目とする。この専修科目に対応する科目（特殊研究Ⅰ～Ⅵ）を修得しなければならない。
（３）　修士（博士前期）課程特論や他研究科講義科目（修士（博士前期）課程において単位取
　　　得した科目と同一内容と判断される授業科目は除く）、関連科目の中から４単位以上を修
　　　得しなければならない。

　破壊制御システム工学特殊研究Ⅵ

　破壊制御システム工学特殊研究Ⅲ

　破壊制御システム工学特殊研究Ⅳ

　破壊制御システム工学特殊研究Ⅴ

　構造システム学特殊研究Ⅰ

　構造システム学特殊研究Ⅱ

　構造システム学特殊研究Ⅲ

　構造システム学特殊研究Ⅳ
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　社会基盤デザイン工学特殊講義Ⅰ 2

　社会基盤デザイン工学特殊講義Ⅱ 2

　環境創造学特殊講義Ⅰ 2

　環境創造学特殊講義Ⅱ 2

　建築学特殊講義Ⅰ 2

　建築学特殊講義Ⅱ 2

　研究インターンシップ 2

　水域環境工学特殊研究Ⅰ

　構造材料学特殊研究Ⅳ

　構造材料学特殊研究Ⅴ

　構造材料学特殊研究Ⅵ

　空間構造デザイン学特殊研究Ⅰ

　空間構造デザイン学特殊研究Ⅱ

　空間構造デザイン学特殊研究Ⅲ

　空間構造デザイン学特殊研究Ⅳ

　空間構造デザイン学特殊研究Ⅴ

　空間構造デザイン学特殊研究Ⅵ

　住環境デザイン学特殊研究Ⅴ

　住環境デザイン学特殊研究Ⅵ

　住環境デザイン学特殊研究Ⅳ

　住環境デザイン学特殊研究Ⅰ

　水域環境工学特殊研究Ⅱ

　水域環境工学特殊研究Ⅲ

　水域環境工学特殊研究Ⅳ

　水域環境工学特殊研究Ⅴ

　水域環境工学特殊研究Ⅵ

　地盤工学特殊研究Ⅰ

　構造材料学特殊研究Ⅰ

　構造材料学特殊研究Ⅱ

　構造材料学特殊研究Ⅲ

　地域計画学特殊研究Ⅳ

　地域計画学特殊研究Ⅴ

　地域計画学特殊研究Ⅵ

　地盤工学特殊研究Ⅱ

　構造システム学特殊研究Ⅴ

　構造システム学特殊研究Ⅵ

　住環境デザイン学特殊研究Ⅱ

　住環境デザイン学特殊研究Ⅲ

関
連
科
目

　地盤工学特殊研究Ⅲ

　地盤工学特殊研究Ⅴ

　地盤工学特殊研究Ⅵ

　地域計画学特殊研究Ⅰ

　地域計画学特殊研究Ⅱ

　地域計画学特殊研究Ⅲ

　地盤工学特殊研究Ⅳ
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②　履修方法

（４）　専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選
　　　定、学位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。
（５）　博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

（３）　修士（博士前期）課程特論や他研究科講義科目（修士（博士前期）課程において単位取
　　　得した科目と同一内容と判断される授業科目は除く）、関連科目の中から４単位以上を修
　　　得しなければならない。

（２）　専修分野で開設されている研究指導科目の中から１科目を選定し、これを学生の専修科
　　　目とする。この専修科目に対応する科目（特殊研究Ⅰ～Ⅵ）を修得しなければならない。

（１）　学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１６単位以上を修得しなければなら
　　　ない。
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５の１（農学研究科　農学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 特別実験及び演習

作物生産学特論 2

作物生理学特論 2

園芸生産学特論 2

園芸生理学特論 2

栽培植物生産学特別演習 8

栽培植物生産学特別実験 4

分子育種学特論 2

植物分子遺伝学特論 2

遺伝学特別演習 8

遺伝学特別実験 4

昆虫学特論 2

植物病理学特論 2

生物保護学特別演習 8

生物保護学特別実験 4

生物生産経営学特論 4

生物資源経済学特論 4

生物資源経済学特別演習 8

生物資源経済学特別実習 4

分子微生物学特論 2

生化学特論 2

分子細胞生物学特論 2

生命科学特別演習 8

生命科学特別実験 4

食品栄養科学特論Ⅰ 2

食品栄養科学特論Ⅱ 2

食品製造科学特論 2

食品機能学特論 2

食品科学特別演習 8

食品科学特別実験 4

物理化学特論 2

有機化学特論 2

分析化学特論 2

分子化学特別演習 8

分子化学特別実験 4

生物制御科学特論Ⅰ 2

授業科目
単位数
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生物制御科学特論Ⅱ 2

生物制御科学特別演習 8

生物制御科学特別実験 4

植物保全生態学特論 2

動物保全生態学特論 2

環境生理学特論 2

環境生物学特別演習 8

環境生物学特別実験 4

養分動態学特論 2

土壌学特論 2

環境汚染科学特論 2

物質動態学特別演習 8

物質動態学特別実験 4

地球環境修復学特論 2

植物環境応答学特論 2

環境修復・応答学特別演習 8

環境修復・応答学特別実験 4

ランドスケープ・デザイン学特論 2

緑地学特論 2

ランドスケープ・デザイン学特別演習 8

ランドスケープ・デザイン学特別実験 4

フィールド生産学特論 2

フィールドサイエンス特論 2

フィールドサイエンス特別演習 8

フィールドサイエンス特別実験 4

農学特別演習Ⅰ 1

農学特別演習Ⅱ 1

科学倫理 1

学術英語Ⅰ 1

学術英語Ⅱ 1

大学院特別講義Ⅰ 1

大学院特別講義Ⅱ 1

大学院特別講義Ⅲ 1

大学院特別講義Ⅳ 1

特別プレゼンテーション 1

特別研修Ⅰ 1

特別研修Ⅱ 2

特別研修Ⅲ 4

アドバンスト・インターンシップ 1
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② 履修方法

５の２（農学研究科　農学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

特殊研究 講義

栽培植物生産学特殊研究Ⅰ 2

栽培植物生産学特殊研究Ⅱ 2

栽培植物生産学特殊研究Ⅲ 2

栽培植物生産学特殊研究Ⅳ 2

栽培植物生産学特殊研究Ⅴ 2

栽培植物生産学特殊研究Ⅵ 2

遺伝学特殊研究Ⅰ 2

遺伝学特殊研究Ⅱ 2

遺伝学特殊研究Ⅲ 2

遺伝学特殊研究Ⅳ 2

遺伝学特殊研究Ⅴ 2

遺伝学特殊研究Ⅵ 2

生物保護学特殊研究Ⅰ 2

生物保護学特殊研究Ⅱ 2

生物保護学特殊研究Ⅲ 2

生物保護学特殊研究Ⅳ 2

生物保護学特殊研究Ⅴ 2

生物保護学特殊研究Ⅵ 2

生物資源経済学特殊研究Ⅰ 2

生物資源経済学特殊研究Ⅱ 2

生物資源経済学特殊研究Ⅲ 2

生物資源経済学特殊研究Ⅳ 2

生物資源経済学特殊研究Ⅴ 2

生物資源経済学特殊研究Ⅵ 2

生命科学特殊研究Ⅰ 2

生命科学特殊研究Ⅱ 2

生命科学特殊研究Ⅲ 2

生命科学特殊研究Ⅳ 2

生命科学特殊研究Ⅴ 2

生命科学特殊研究Ⅵ 2

食品科学特殊研究Ⅰ 2

食品科学特殊研究Ⅱ 2

食品科学特殊研究Ⅲ 2

食品科学特殊研究Ⅳ 2

食品科学特殊研究Ⅴ 2

単位数

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければなら
ない。

（２） 選定した専修分野の授業科目から特論４単位、特別演習８単位、特別実験または特別実習
４単位を修得しなければならない。これら以外の授業科目（他研究科の授業科目を含む。）
の中から１４単位以上を修得しなければならない。

（３） 選定した専修分野を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は授業科目の選定、学
位論文の作成、その他研究全般について指導を受け、修士の学位論文を提出するものとする。

授業科目
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食品科学特殊研究Ⅵ 2

分子化学特殊研究Ⅰ 2

分子化学特殊研究Ⅱ 2

分子化学特殊研究Ⅲ 2

分子化学特殊研究Ⅳ 2

分子化学特殊研究Ⅴ 2

分子化学特殊研究Ⅵ 2

生物制御科学特殊研究Ⅰ 2

生物制御科学特殊研究Ⅱ 2

生物制御科学特殊研究Ⅲ 2

生物制御科学特殊研究Ⅳ 2

生物制御科学特殊研究Ⅴ 2

生物制御科学特殊研究Ⅵ 2

環境生物学特殊研究Ⅰ 2

環境生物学特殊研究Ⅱ 2

環境生物学特殊研究Ⅲ 2

環境生物学特殊研究Ⅳ 2

環境生物学特殊研究Ⅴ 2

環境生物学特殊研究Ⅵ 2

物質動態学特殊研究Ⅰ 2

物質動態学特殊研究Ⅱ 2

物質動態学特殊研究Ⅲ 2

物質動態学特殊研究Ⅳ 2

物質動態学特殊研究Ⅴ 2

物質動態学特殊研究Ⅵ 2

環境修復・応答学特殊研究Ⅰ 2

環境修復・応答学特殊研究Ⅱ 2

環境修復・応答学特殊研究Ⅲ 2

環境修復・応答学特殊研究Ⅳ 2

環境修復・応答学特殊研究Ⅴ 2

環境修復・応答学特殊研究Ⅵ 2

ランドスケープ・デザイン学特殊研究Ⅰ 2

ランドスケープ・デザイン学特殊研究Ⅱ 2

ランドスケープ・デザイン学特殊研究Ⅲ 2

ランドスケープ・デザイン学特殊研究Ⅳ 2

ランドスケープ・デザイン学特殊研究Ⅴ 2

ランドスケープ・デザイン学特殊研究Ⅵ 2

生物資源学特殊講義 1

応用生物化学特殊講義 1

生物環境科学特殊講義 1

生物資源学リテラシー 1

応用生物化学リテラシー 1

生物環境科学リテラシー 1

先端学術英語 1

特殊プレゼンテーション 1

研究倫理 1
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知的財産マネジメント 1

②　履修方法

（１）　学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１６単位以上を修得しなければなら
　　　ない。
（２）　選定した特殊研究Ⅰ～Ⅵを修得しなければならない。これら以外の授業科目の中から４
　　　単位以上を修得しなければならない。
（３）　選定した特殊研究を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は授業科目の選定、
　　　学位論文の作成、その他研究全般について指導を受け、博士の学位論文を提出するものと
　　　する。
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６（薬学研究科　薬学専攻（博士課程））

① 授業科目及び単位数

講義 演習・実験

環境衛生科学特論 4

環境衛生科学特殊研究Ⅰ 5

環境衛生科学特殊研究Ⅱ 5

環境衛生科学特殊研究Ⅲ 5

環境衛生科学特殊研究Ⅳ 5

医療情報科学特論 4

医療情報科学特殊研究Ⅰ 5

医療情報科学特殊研究Ⅱ 5

医療情報科学特殊研究Ⅲ 5

医療情報科学特殊研究Ⅳ 5

病態解析科学特論 4

病態解析科学特殊研究Ⅰ 5

病態解析科学特殊研究Ⅱ 5

病態解析科学特殊研究Ⅲ 5

病態解析科学特殊研究Ⅳ 5

薬物治療科学特論 4

薬物治療科学特殊研究Ⅰ 5

薬物治療科学特殊研究Ⅱ 5

薬物治療科学特殊研究Ⅲ 5

薬物治療科学特殊研究Ⅳ 5

薬物動態科学特論 4

薬物動態科学特殊研究Ⅰ 5

薬物動態科学特殊研究Ⅱ 5

薬物動態科学特殊研究Ⅲ 5

薬物動態科学特殊研究Ⅳ 5

医療英語特論 2

臨床薬学研修 2

海外臨床研修 2

臨床腫瘍学特論 2

がん薬物療法学特論 2

緩和医療学特論 2

基礎薬学特論 2

② 履修方法

（５） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

単位数
授業科目

（２） 専修分野のいずれかの特論１科目を専修科目とし、必ず履修しなければならない。
（３） 専修科目の他に、特論（関連科目含む）２科目を選択履修し、専修科目と合わせて３

科目、１０単位以上及び特殊研究Ⅰ～Ⅳ（特殊演習・実験）を履修しなければならな
い。

（４） 専修科目の特殊研究の担当者を指導教員として、学生は、授業科目の選定及び学位論
文の作成その他研究一般について、指導を受けるものとする。

（１） 学生は、４年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。
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７の１（都市情報学研究科　都市情報学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

講 義 特別研究

総合政策特論Ⅰ 2

総合政策特論Ⅱ 2

都市政策特論Ⅰ 2

都市政策特論Ⅱ 2

情報数理特論Ⅰ 2

情報数理特論Ⅱ 2

総合環境特論Ⅰ 2

総合環境特論Ⅱ 2

都市基盤特論Ⅰ 2

都市基盤特論Ⅱ 2

情報基盤特論Ⅰ 2

情報基盤特論Ⅱ 2

サービスサイエンス特論Ⅰ 2

サービスサイエンス特論Ⅱ 2

社会システム学特別研究Ⅰ 2

社会システム学特別研究Ⅱ 2

社会システム学特別研究Ⅲ 2

社会システム学特別研究Ⅳ 2

都市創造学特別研究Ⅰ 2

都市創造学特別研究Ⅱ 2

都市創造学特別研究Ⅲ 2

都市創造学特別研究Ⅳ 2

② 履修方法

授業科目
単　位　数

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければな
らない。

（２） 授業科目の中から１部門（特論２単位、特別研究Ⅰ～Ⅳの合計８単位）を選定し、こ
れを学生の専修科目とする。専修科目のほか、特論科目から１０科目２０単位以上（ただ
し、所属専修分野から５科目１０単位以上）を選択履修しなければならない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位
論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。
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７の２（都市情報学研究科　都市情報学専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

講 義 特殊研究

総合政策特講 2

都市政策特講 2

情報数理特講 2

総合環境特講 2

都市基盤特講 2

情報基盤特講 2

社会情報システム学特殊研究Ⅰ 2

社会情報システム学特殊研究Ⅱ 2

社会情報システム学特殊研究Ⅲ 2

社会情報システム学特殊研究Ⅳ 2

社会情報システム学特殊研究Ⅴ 2

社会情報システム学特殊研究Ⅵ 2

人間情報システム学特殊研究Ⅰ 2

人間情報システム学特殊研究Ⅱ 2

人間情報システム学特殊研究Ⅲ 2

人間情報システム学特殊研究Ⅳ 2

人間情報システム学特殊研究Ⅴ 2

人間情報システム学特殊研究Ⅵ 2

社会基盤創造学特殊研究Ⅰ 2

社会基盤創造学特殊研究Ⅱ 2

社会基盤創造学特殊研究Ⅲ 2

社会基盤創造学特殊研究Ⅳ 2

社会基盤創造学特殊研究Ⅴ 2

社会基盤創造学特殊研究Ⅵ 2

都市環境創造学特殊研究Ⅰ 2

都市環境創造学特殊研究Ⅱ 2

都市環境創造学特殊研究Ⅲ 2

都市環境創造学特殊研究Ⅳ 2

都市環境創造学特殊研究Ⅴ 2

都市環境創造学特殊研究Ⅵ 2

② 履修方法

授業科目
単　位　数

（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、１６単位以上を修得しなければなら
ない。
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（２） 授業科目の中から１部門（特講２単位、特殊研究Ⅰ～Ⅵの合計１２単位）を選定し、こ
れを学生の専修科目とする。専修科目のほか、特講科目から１科目２単位以上を選択履
修しなければならない。

（３） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、学位論文の
作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。
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８（人間学研究科　人間学専攻（修士課程））

① 授業科目及び単位数

必修 選択

人間学特別演習 2

コミュニケーション特別演習 2

教育基盤開発学特論 2

臨床教育心理学特論 2

教育人間行動学特論 2

社会心理学特論 2

健康心理学特論 2

人間形成基軸論特論 2

学校教育文化特論 2

家族関係社会学特論 2

社会学理論特論 2

都市文化環境学特論 2

歴史社会論特論 2

社会コミュニケーション特論 2

公共性と現代社会特論 2

言語コミュニケーション特論 2

英米文学特論 2

英語学特論 2

言語学特論 2

多文化共生特論 2

ヨーロッパ文化特論 2

学外語学研修 2

教育社会調査 2

発達心理学演習 2

人間学特別研究 8

② 履修方法

授業科目
単　位　数

（４） 修士の学位論文は、研究指導科目について提出するものとする。

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなければなら
ない。

（２） 授業科目の中から、必修科目１２単位、選択科目１８単位以上を履修しなければならな
い。

（３） 特別研究を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、学位論
文の作成、その他研究一般について、その指導を受けるものとする。
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９の１（総合学術研究科　総合学術専攻（博士前期課程））

① 授業科目及び単位数

講　　義 特別研究

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

12

12

12

　多文化共生論特論 2

　文化社会学特論 2

② 履修方法

　長寿科学特論

　薬効解析学特論

　健康行動学特論

（１） 学生は、２年以上在学し、次に定める方法により、３０単位以上を修得しなけれ
ばならない。

関連
科目

　生物情報学特論

　生命科学特別研究

授業科目
単　　位　　数

　生物・環境科学特別研究

　心理学特別研究

　物質・環境科学特別研究

　身体運動科学特論

　生体機能制御学特論

　老年心理学特論

　総合学術特論Ⅰ

　総合学術特論Ⅱ

　物質情報学特論

　分子設計化学特論

　環境調和型化学反応論特論

　人間学特論

　資源生物機能学特論

　生物集団システム論特論

　社会科学特論

　遺伝子情報解析学特論

　人間行動学特論

　環境システム論特論

　生態機能科学特論

　海洋資源構造学特論

カウンセリング論特論

　健康心理学特論

　人格発達心理学特論

　社会心理学特論
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９の２（総合学術研究科　総合学術専攻（博士後期課程））

① 授業科目及び単位数

特殊研究 講　　義

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

　物質・環境科学特殊研究Ⅰ

　物質・環境科学特殊研究Ⅱ

（２） 授業科目の中から１部門（特論２単位、特別研究１２単位）を選定し、これを学
生の専修科目とする。「総合学術特論Ⅰ」、「総合学術特論Ⅱ」ならびに専修科目
のほか、関連科目（他研究科の授業科目を含む。）を含めて１６単位以上を選択履
修しなければならない。

（３） 専修科目を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、授業科目の選定、
学位論文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 修士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

授業科目
単　　位　　数

　物質・環境科学特殊研究Ⅲ

　生物・環境科学特殊研究Ⅰ

　生物・環境科学特殊研究Ⅲ

　生物・環境科学特殊研究Ⅱ

　人間・社会科学特殊研究Ⅲ

　物質・環境科学特殊研究Ⅳ

　物質・環境科学特殊研究Ⅴ

　物質・環境科学特殊研究Ⅵ

　物質・環境科学セミナーⅠ

　物質・環境科学セミナーⅡ

　物質・環境科学セミナーⅣ

　物質・環境科学セミナーⅢ

　生物・環境科学特殊研究Ⅳ

　生物・環境科学特殊研究Ⅴ

　生物・環境科学特殊研究Ⅵ

　生物・環境科学セミナーⅠ

　生物・環境科学セミナーⅢ

　生物・環境科学セミナーⅣ

　生物・環境科学セミナーⅡ

　人間・社会科学特殊研究Ⅰ

　人間・社会科学特殊研究Ⅱ

　人間・社会科学特殊研究Ⅳ

　人間・社会科学特殊研究Ⅴ

　人間・社会科学特殊研究Ⅵ

　人間・社会科学セミナーⅠ

　人間・社会科学セミナーⅡ

　人間・社会科学セミナーⅢ
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

② 履修方法

　生命科学セミナーⅢ

　生命科学特殊研究Ⅲ

　人間・社会科学セミナーⅣ

　生命科学特殊研究Ⅰ

　生命科学特殊研究Ⅱ

　生命科学特殊研究Ⅳ

（２） 授業科目の中から１部門(特殊研究Ⅰ～Ⅵの合計１２単位、セミナーⅠ～Ⅳの合
計８単位）を選定し、これを学生の専修科目とする。

（３） 専修科目の研究指導を担当する教員を当該学生の指導教員とし、学生は、学位論
文の作成その他研究一般について、その指導を受けるものとする。

（４） 博士の学位論文は、専修科目について提出するものとする。

　生命科学特殊研究Ⅴ

　生命科学特殊研究Ⅵ

　生命科学セミナーⅠ

　生命科学セミナーⅡ

　生命科学セミナーⅣ

（１） 学生は、３年以上在学し、次に定める方法により、２０単位を修得しなければな
らない。
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別表第３（第３２条関係）

研究科名 専　攻　名 免許状の種類 免許教科

 中学校教諭専修免許状  社会

 高等学校教諭専修免許状  公民

 経営学研究科  経営学専攻  高等学校教諭専修免許状  商業

 中学校教諭専修免許状  社会

 高等学校教諭専修免許状  公民

 中学校教諭専修免許状  数学

 高等学校教諭専修免許状  数学

 情報工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 電気電子工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 材料機能工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 中学校教諭専修免許状  理科

 高等学校教諭専修免許状  理科

 機械工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 交通機械工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

メカトロニクス工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 社会基盤デザイン工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 環境創造工学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 建築学専攻  高等学校教諭専修免許状  工業

 中学校教諭専修免許状  理科

 高等学校教諭専修免許状  理科・農業
 農学研究科  農学専攻

 数学専攻

 法学研究科  法律学専攻

 経済学研究科  経済学専攻

 応用化学専攻
 理工学研究科
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平成 27年 2月 26日理工学研究科委員会承認 

名城大学大学院理工学研究科委員会要項 

（設置） 

第１条 名城大学大学院学則の定めに基づき、名城大学大学院理工学研究科（以下「本研究科」

という。）の重要事項を審議するため、大学院理工学研究科委員会（以下「本委員会」という。）

を置く。 

② 本委員会は、博士課程部会及び修士課程部会からなる。

（組織） 

第２条 本委員会の博士課程部会は、本研究科の研究指導科目を担当する専任の教授を以って組

織し、修士課程部会は、授業科目を担当する専任の教授を以って組織する。 

② 必要に応じて、本研究科の授業科目を担当する准教授等専任教員を参加させることができる。 

（委員会の招集及び議長） 

第３条 本委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。ただし、研究科長に事故あるときは、

理工学研究科主任教授が、また、研究科長及び理工学研究科主任教授共に事故あるときは、あ

らかじめ研究科長が指名した教授がその職務を代行する。 

（委員会の成立及び議事） 

第４条 本委員会は、委員総数の３分の２以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

② 本委員会の議事の承認は、出席者の過半数の賛成を必要とし、可否同数のときは議長の決す

るところによる。ただし、教員の選考に関しては名城大学大学院理工学研究科教員資格審査内

規、また、学位授与の議事については、名城大学大学院学位規程による。 

（審議事項等） 

第５条 本委員会は、次の事項を審議する。 

（１）研究及び教育に関する事項 

（２）学生の入学、休学、退学及び賞罰等身分に関する事項 

（３）授業科目等及び履修方法並びに試験に関する事項 

（４）学位に関する事項 

（５）教員組織に関する事項 

（６）教育研究に係る学則の変更に関する事項 

（７）その他本研究科の教育研究に関する重要事項 

② 本委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。

（１）学生の入学及び課程の修了に関する事項 

（２）学位の授与に関する事項 

（３）その他教育研究に関する事項で、本委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定

める事項 

（事務処理） 

第６条 本委員会は、議事録を作成し、保存する。 

（その他） 

第７条 この要項の施行に関し必要な事項は、本委員会の議を経て研究科長が定める。 

（要項改正） 

第８条 この要項は、本委員会において出席者の３分の２以上の同意がなければ改正することが

できない。 

 附 則 

この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 
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1. 設置の趣旨及び必要性 

（1）社会的背景 

世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題への対応は今や人類共

通の課題となっている。カーボンニュートラル目標を表明する国・地域が増加し世界的に脱炭素の機運が

高まる中、我が国においても 2030 年度の温室効果ガス 46％削減、2050 年カーボンニュートラルの実現と

いう国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国家を挙げて対応する強い決意を表明している。またロシア

によるウクライナ侵略が発生し、世界のエネルギー情勢は一変し、世界各国では、エネルギー分野のイン

フレーションが顕著となり、我が国においても電力需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じるなど、1973

年の石油危機以来のエネルギー危機が危惧される極めて緊迫した事態に直面している。そのような中、政

府は我が国の産業構造・社会構造を変革していくため、「GX 実現に向けた基本方針 ～今後 10 年を見据え

たロードマップ～」（2023（令和 5）年 2 月）を取りまとめるなど、社会情勢及び政策からも環境工学分野

の人材需要が今後益々増えていくことは明らかである【資料 1】。 

 また本学の所在地である愛知県は自動車産業をはじめとするモノづくりの集積地であるが、今後は産業

構造のみならず人々の働き方も大きく変わるものと考えられるため、持続可能な社会を実現していく必要

から、「あいちビジョン 2030」（2020（令和 2）年 11 月）を策定し、暮らし・経済・環境の 3 側面の調和

を図った街づくりを推進していくことを掲げている【資料 2】。 

これらの方針・ビジョンは本学が養成する人材への需要を高めていくことは明らかであるため、今回の

設置届出内容は社会的ニーズを踏まえたものと言える。 

 

（2）理工学研究科環境創造工学専攻の設置の趣旨・必要性 

 環境創造学専攻は、2002（平成 14）年 4 月の発足以来、2000（平成 12）年 4 月発足の理工学部環境創

造学科とともに、理学と工学の融合を目指し、21 世紀の社会が目指す循環型社会の形成・推進に向けて、

大気・水・大地・構築物・人及びこれらの相互関係を含む組織とその活動をとりまく環境の変化機構の解

明、環境に対する負荷の低減、経済社会が地球環境に及ぼす影響、及び社会に与える恵沢を評価する方法

の開発、環境の保全と創造に係わる高度な教育と研究、ならびに研究者・技術者の養成を推進してきた。

今回、2020（令和 2）年度から始まった環境創造学科の環境創造工学科への改組に伴い、同学科における

教育課程修了者の進学先として、環境創造学専攻も「工学系の環境」に特化したカリキュラムを構成した

環境創造工学専攻への改組の必要性が生じている。 

 なお、環境創造工学専攻は 2023（令和 5）年度から学生募集を開始し、環境創造学専攻を含む理工学研

究科が所在する天白キャンパスに設置する。 

 

〇人材養成目的 

環境創造工学専攻は、人類が地球と共存していくための仕組みを考え、循環型社会の形成と推進に向け、

理想的な環境を創造し、わが国が目指す「持続可能な経済社会システムの構築」に貢献するため、「エネル

ギー・資源循環」、「環境共生」、「人間活動環境」の観点から、新しい学問分野として下記の 5 つの柱から

なる「環境創造工学」を掲げ、これらを柱とした基本教育を行い、環境に携わる質の高い技術者・研究者

の養成を目指す。 

1）環境に配慮した生活態度と環境問題を発生させない心構えに基づいて、研究テーマを自ら設定できる。

（環境の心） 

2）エネルギー・資源の有効利用のための研究や技術開発を推進する。（エネルギー・資源問題の解決） 

3）良好な環境の保全と悪化した環境の復元・改善のための研究や技術開発を推進する。（環境の保全と復

元・改善） 
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4）自然との調和を図ることができる新しい仕組みを考案する。（自然との共生） 

5）新しい環境システムを技術的および社会的な観点から創出する。（環境創造） 

 

〇学位授与方針 Diploma Policy 

環境創造工学専攻修士課程では、本学の立学の精神と本研究科の人材養成目的「幅広い視野と高度な専

門知識・技術を有し、創造性・国際性豊かな技術者・研究者の養成を目的とする。」に基づき、本課程にお

いて、2 年以上在学し、必要な研究指導を受けた上で、修了に必要な 30 単位以上を修得し、所定の修士論

文の審査に合格した者に対して、修士（工学）の学位を授与する。 

1）科学技術に対する社会の要請に対応できる高い倫理観をもった質の高い技術者・研究者である 

2）環境問題の解決と問題発掘をはかり、協働して仕事を進めることができる高度な知的・専門的力量を有

する 

3）高度な専門知識・技術を有し、生涯にわたり主体的に環境を創造できる能力に富み、環境に関する幅広

い視野と国際的コミュニケーション能力を身につけている 

 

〇教育課程編成・実施方針 Curriculum Policy 

環境創造工学専攻の教育課程では、本専攻の教育目標を達成し、学位授与方針に示す能力を身につけさ

せるため、コースワークとリサーチワークを適切に配置し、次のような方針で教育課程を編成し、実施す

る。 

1）コースワークでは、環境創造工学の高度な専門知識及び幅広い関連分野の知識を修得させるため、エネ

ルギー・資源循環学、環境共生学、人間活動環境学の 3 専修分野に特論、共通科目としてインターンシ

ップ、英語科目等を配置する。これらの授業を通じて身につけた高度な知識および高い倫理観に基づき、

物事を深く捉え、公正に判断できるようにする。 

2）リサーチワークでは、環境創造工学を深く研究できるようにするため、各専修分野に研究指導科目とし

て特別演習・実験を配置し、研究倫理教育も含め、研究発表、学術論文作成、修士論文作成等の指導を

行う。この科目を通じ、深い思考能力と幅広い視野を修得し、自ら問題設定ができ、解決する能力を養

成する。 

3）コースワーク、リサーチワークともに少人数・双方向の授業体制により、実習、プレゼンテーション、

研究発表等を積極的に取り入れ、能動的学修を促進する。この体制を通じ、生涯にわたる学び、研究を

継続する力、及び共同研究などの他者と交流するための国際的に通用するコミュニケーション能力を身

につける。 

4）シラバスにおいて指定した成績評価方法および評価基準に基づき、厳格な成績評価と単位認定を行う。

学位論文については、理工学研究科修士課程の学位論文審査基準に基づき、客観性を担保し、厳格に審

査する。また、学生の進路や関心等に基づき、指導教員により個別指導を行い、個々の達成度と進路・

関心に応じた学修を進めることができるようにする。 

 

〇入学者受け入れ方針 Admission Policy 

環境創造工学専攻では、人材養成目的、学位授与方針、及び教育課程編成・実施方針に沿った教育・研

究を行うため、次の要件を満たす者の受け入れを行う。 

1）大学卒業レベルの基礎学力、環境分野の高度な専門科目を学ぶために必要な基礎知識を有する。 

2）環境創造工学専攻での学習成果を社会で活かすという目的意識がある。 

3）大学院在学中だけでなく、修了後も、環境問題に多大な興味を持ち、専門性を活かしてその発展や解決

に寄与することで、修了後も学び続ける意欲がある。 
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〇人材養成目的及び 3 つのポリシーの各項目との相関及び整合性 

入学者受け入れ方針の 1）では、環境各分野を学ぶための基礎学力を求めている。これを十分達成でき

ていると認められた者は、教育課程編成・実施方針の 1）にある、環境分野の高度な専門科目を学ぶ上で

の基礎を有している。 

入学者受け入れ方針の 2）では、学習成果を社会で活かすという目的意識を求めている。これを有する

と認められた者は、教育課程編成・実施方針の 2）にある、幅広く専門知識を学び、社会の変化に自在に

対応して問題解決する能力を有している。 

入学者受け入れ方針の 3）では、大学院在学中だけでなく、修了後も、環境問題に多大な興味を持ち、

専門性を活かしてその発展や解決に寄与することで、修了後も学び続ける意欲を求める。これを有すると

認められた者は、教育課程編成・実施方針の 3）にある、生涯にわたる学び、研究を継続する力、及び共

同研究などの他者と交流するための国際的に通用するコミュニケーション能力を身につける意欲を有する。 

以上のように、2 つのポリシーは相関しており、よって入学者受け入れ方針は人材養成目的や学位授与

方針にもつながっている。 

２．修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か。 

理工学研究科ではすでに博士課程として、社会環境デザイン工学専攻を設置しており、環境創造工学専

攻を設置した後も、その修了者がより専門性の高い教育研究に臨める環境が整っている。 

３．研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

（1）専攻の名称

専攻名称：環境創造工学専攻

英訳：Division of Environmental Technology

（2）学位の名称

学位名称：修士（工学）

英訳：Master of Engineering

発足以来今日まで培ってきた「環境創造」の理念は継承する一方で、工学の名称を入れることによりエ

学系の専攻であることを明確にし、「工学系の環境」に特化したカリキュラムを構成したことを強調するた

め、「環境創造工学専攻」とする。また学位の名称は従来通り、「修士（工学）」とする。 

４．教育課程の編成の考え方及び特色 

〇教育課程編成・実施方針 Curriculum Policy 

環境創造工学専攻の教育課程では、本専攻の教育目標を達成し、学位授与方針に示す能力を身につけさ

せるため、コースワークとリサーチワークを適切に配置し、次のような方針で教育課程を編成し、実施す

る。 

①コースワークでは、環境創造工学の高度な専門知識及び幅広い関連分野の知識を修得させるため、エネ

ルギー・資源循環学、環境共生学、人間活動環境学の 3 専修分野に特論、共通科目としてインターンシ

ップ、英語科目等を配置する。これらの授業を通じて身につけた高度な知識および高い倫理観に基づき、

物事を深く捉え、公正に判断できるようにする。 

②リサーチワークでは、環境創造工学を深く研究できるようにするため、各専修分野に研究指導科目とし

て特別演習・実験を配置し、研究倫理教育も含め、研究発表、学術論文作成、修士論文作成等の指導を
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行う。この科目を通じ、深い思考能力と幅広い視野を修得し、自ら問題設定ができ、解決する能力を養

成する。 

③コースワーク、リサーチワークともに少人数・双方向の授業体制により、実習、プレゼンテーション、

研究発表等を積極的に取り入れ、能動的学修を促進する。この体制を通じ、生涯にわたる学び、研究を

継続する力、及び共同研究などの他者と交流するための国際的に通用するコミュニケーション能力を身

につける。 

④シラバスにおいて指定した成績評価方法および評価基準に基づき、厳格な成績評価と単位認定を行う。

学位論文については、理工学研究科修士課程の学位論文審査基準に基づき、客観性を担保し、厳格に審

査する。また、学生の進路や関心等に基づき、指導教員により個別指導を行い、個々の達成度と進路・

関心に応じた学修を進めることができるようにする。 

 

〇教育課程の内容 

先端的な学問領域としての「工学系の環境学」を扱う範疇として、わが国が目指す「持続可能な経済社

会システムの構築」に貢献する地域環境の保全を志向した「エネルギー・資源循環学分野」、自然環境に関

する諸問題を扱う「環境共生学分野」、及び生活環境の健康·快適性を志向した「人間活動環境学分野」の

学問分野の枠組みを反映した 3 分野に再構成する（図 1）。その概要を以下に示す。専門科目群、人員構成

もあわせて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）エネルギー・資源循環学分野 

①概要：環境に最も影響の大きいエネルギーと資源循環の問題を扱う。具体的には、再生可能エネルギー

技術・エネルギー変換技術の開発や、ライフサイクルの視点から省エネルギー対策技術の開発、

様々な材料の長寿命化、省資源・循環に関わる問題に取り組むことで、環境負荷低減に寄与する

ための教育研究を実施する。本専攻の教育研究の柱となる分野として位置付けている。 

②専門科目群 

エネルギー：エネルギー創成学特論、エネルギー変換学特論、エネルギー環境工学特論、エネルギー管理

工学特論 

資源循環 ：環境材料学特論、資源循環学特論、水環境工学特論、水処理工学特論、構造性能学特論、エ

ネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅠA、エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅠB、エ

ネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅡA、エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅡB 

③教員配置：4 名（内訳：エネルギー2 名、資源循環 2 名） 

持続可能な経済社

会システムの構築 
自然との調和 

⇒（2）「環境共生学分野」   

人間活動の持続性・快適性 

⇒（3）「人間活動環境学分野」 

地域環境の保全 

⇒（1）「エネルギー・資源循環学分野」 

生命圏を含めた環境の理解と再生（生
態学、環境生物工学） 
局域における水の循環と汚染低減
（水・土壌） 
地球環境の精確な把握（気象、自然科
学・計測・分析）    

自然と調和したデザイン（環境デザイン） 
安全・健康な生活環境（生気象学・公衆衛生学） 
生活環境の環境改善策（環境マネジメント） 
地域・都市環境の持続性（維持管理工学） 

省エネルギーとエネルギー管理（省エネ
技術の開発） 
未利用エネルギーの変換と有効利用（創
エネ技術） 
資源の有効利用と循環（資源循環理論） 
廃棄物の削減（廃棄物処理技術） 

図 1 取り扱う学問分野の枠組み 
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（2）環境共生学分野 

①概要：自然環境に関する諸問題を扱う。例えば、エネルギー・物質循環を含む自然環境学及び関連する

科学・技術を学びの対象とし、自然環境の成り立ちや変動状況の理解を深め、地球・地域環境問

題に取り組む。広域・長期の視点で自然との共生を目指した教育研究を行う。 

②専門科目群：環境生物工学特論、バイオマス科学特論、地盤数値解析学特論、地盤物質移動解析学特論、

大気環境科学特論、地球観測情報特論、環境共生学特別演習・実験ⅠA、環境共生学特別演

習・実験ⅠB、環境共生学特別演習・実験ⅡA、環境共生学特別演習・実験ⅡB 

③教員配置：3 名 

 

（3）人間活動環境学分野 

①概要：生活環境など人間活動に直接的に関わる諸問題を取り扱う。例えば、人間活動や人体と環境の相

互の影響の分析、これに基づく持続的な環境の創造、人間活動の場となる都市・住環境の基盤施

設の持続性の評価などを行なう。 

②専門科目群：空間計画学特論、環境デザイン学特論、構造動態学特論、構造分析学特論、人間環境工学

特論、サステナブルデザイン特論、人間活動環境学特別演習・実験ⅠA、人間活動環境学特

別演習・実験ⅠB、人間活動環境学特別演習・実験ⅡA、人間活動環境学特別演習・実験ⅡB 

③教員配置：3 名 

 

（4）共通科目群 

アドバンスト・インターンシップ、科学技術英語、特別講義Ⅰ、特別講義Ⅱ 

 

〇カリキュラム・ポリシーの各項目と教育課程（各授業科目）との整合 

カリキュラム・ポリシーの①では、エネルギー・資源循環学、環境共生学、人間活動環境学の 3 専修分

野の特論、共通科目としてインターンシップ、英語科目等により編成されるコースワークを学ぶことで、

高度な専門知識及び幅広い関連分野の知識と高い倫理観を養い、研究活動で必要な知識を養うとしている。 

 カリキュラム・ポリシーの②では、エネルギー・資源循環学、環境共生学、人間活動環境学の 3 専修分

野の演習・実験科目により編成されるリサーチワークを学ぶことで、深い思考能力と幅広い視野を修得し、

自ら問題設定ができ、解決する能力を養うとしている。 

カリキュラム・ポリシーの③では、共通科目としてインターンシップ、英語科目等により編成されるコ

ースワーク及び演習・実験科目により編成されるリサーチワークを学ぶことで、生涯にわたる学び、研究

を継続する力、及び共同研究などの他者と交流するための国際的に通用するコミュニケーション能力を養

うとしている。 

カリキュラム・ポリシーの④では、カリキュラム・ポリシーに定めた各方針の下、シラバスに記載した

内容に基づき、成績評価、単位認定を行うこととしている。学位論文については、審査基準に基づき、客

観性を担保し、厳格に審査するとしている。 

なお、各授業科目のシラバスにはどのカリキュラム・ポリシーが当てはまっているかを明記し、受講生

に周知をしている。 

 

５．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

（1）教育方法 

環境創造工学専攻では、人材養成目的に沿った能力を身につけさせるために、講義及び実験・演習を効

果的に組み合わせて行うこととし、開設する授業科目の総数は、講義 25 科目、実験・演習 12 科目とする。
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また、授業ごとの学生数については、いずれも少人数を原則として、特に、研究指導科目については、個

別指導を中心として行うこととする。共通科目では、理工学研究科全体に共通する教育目的に即して、理

工学の研究者・技術者として持つべき専門的素養や技術者倫理を身につけさせる。また、大学院教育にお

ける単位制度の実質化を図る観点から、授業の方法に応じて、当該授業における教育効果及び授業時間外

に必要となる学修などを考慮して 1 単位当たりの時間数を設定することにより、教育の質の確保を図るこ

ととする。 

 

（2）履修指導 

学生が修了後の目的を明確に認識させ、それに向けて必要な課題を体系的に学修することが可能となる

ように、きめ細かな履修指導を行うこととしており、年度初めにオリエンテーションを行う。その際、学

生の興味、関心や修了後の進路に応じた典型的な履修モデルを提示するとともに、指導教員による組織的

な履修指導体制を整備し、研究指導教員の連携のもとに、入学から修了までの継続的な個別の履修指導を

行う。 

環境創造工学専攻における履修モデルは【資料 3】の通りである。 

 

（3）研究指導 

学生の研究指導は、専修科目の担当教員が責任を持って行う。ただし、その他の教員が随時適切な助言

を行うことは妨げない。 

主体的な研究開発能力を高めるため、学生が出来る限り自発的に研究上の問題発見に至るように、個人

の能力に適した道筋を設定しつつ指導を行う。実験研究における学生の自主的活動を最大限に尊重しつつ、

実験室の安全と適正な運用コストを維持できるように、担当教員の判断で研究室の環境整備を行う。 

 

（4）学位論文審査及び公開方法 

 環境創造工学専攻の学位授与は、大学院研究科便覧に明示された理工学研究科の学位授与方針に従って

厳正に行う。研究科の修了に必要な単位として「修了要件」に定める通り 30 単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けたうえで、研究科が行う修士論文の審査及び試験に合格することを学位授与の要件と

する。 

 学位論文の審査は、「名城大学学位規程」に基づき、審査委員会を設置し、主査及び 2 名以上の副査によ

る論文内容の査読、公聴会における客観的かつ厳格な審査を行う。審査委員会は、学位論文審査及び最終

試験の結果を大学院理工学研究科委員会に報告し議決を経た上で、大学協議会の承認を得て、学位授与を

決定している。理工学研究科の学位論文審査基準は【資料 4】の通りである。 

 修士論文は、本学附属図書館に保管し、学内者は閲覧することができる。 

 

（5）研究の倫理審査体制 

 環境創造工学専攻で留意すべき倫理審査としては、研究上の倫理に関することと、学生の論文作成・プ

レゼンテーション上の倫理に関することがある。 

 研究上の倫理に関しては、学内に学術研究支援センターを置き、その関連委員会によって、適正な審議

を行う。具体的には、研究者等倫理委員会において研究倫理に係る基準の策定、研究活動及び競争的資金

の執行にかかる倫理基準の策定と不正行為防止を行う【資料 5】【資料 6】。また、利益相反マネジメント委

員会では、産官学連携活動や社会貢献活動における利益相反について、基本方針の策定、相談や自己申告

の受付、外部からの指摘への対応を行う。さらに、必要な場合には、動物実験・ヒトを対象とする研究・

組み替え DNA 実験について、それぞれの委員会で倫理審査を行う。 
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 学生の論文作成・プレゼンテーション上の倫理に関しては、個別の研究指導と同時に、特別演習・実験

と講義を通しても徹底した指導を行う。具体的には、他人の文章の盗用はいかなる場合も許されないこと、

先行研究を綿密に調査して適切な引用を行うこと、データの恣意的な改変は許されないことなどを、あら

ゆる機会を通して強調し、常に高い倫理観を維持して研究に臨むよう意識付けを行う。また、著作権につ

いても随時指導を行い、法的に認められる適切な引用の理解、著作権者に対する適切な手続きの理解を進

める。 

（6）修了要件

本大学院に 2 年以上在学し、修了に必要な単位数として、30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導

を受けた上で、本大学院が行う修士論文の審査及び試験に合格しなければならない。 

なお、修了までのスケジュール表は【資料 7】のとおりである。 

６．基礎となる学部との関係 

環境創造工学専攻は、理工学部環境創造工学科を基礎とし、その接続性を踏まえ、わが国が目指す「持

続可能な経済社会システムの構築」に貢献する地域環境の保全を志向した「エネルギー・資源循環学分野」、

自然環境に関する諸問題を扱う「環境共生学分野」、及び生活環境の健康·快適性を志向した「人間活動環

境学分野」の学問分野の枠組みを反映した 3 分野で構成する。「エネルギー・資源循環学分野」では主に、

「新エネルギー」「エネルギー変換」「建設資源循環」「水資源循環」の 4 つの研究分野から構成される。そ

れぞれ、化学工学や材料工学に基づく「新エネルギー創生」、数値解析技術を用いた「エネルギー変換効率

向上」、建設廃棄物の再資源化や有害物対策を目的とした「建設資源循環技術」、微生物及び分離膜技術に

よる「水資源循環」を中心に研究を行う。「環境共生学分野」では主に、「土壌・地下水」「気象」「環境生

物工学」の 3 つの研究分野から構成される。それぞれ、「土壌や地下水汚染」、地球観測衛星を用いた「気

象観測データ解析」、「生物を利用した環境の保全や活用」を中心に研究を行う。「人間活動環境学分野」で

は主に、「環境デザイン」「生気象学・公衆衛生学」「維持管理工学」の 3 つの研究分野から構成される。そ

れぞれ、「自然と調和したデザイン」「安全・健康な生活環境」「地域・都市環境の持続性」を中心に研究を

行う【資料 8】。 

７．取得可能な資格 

環境創造工学専攻の教育課程を履修することで取得できる資格は、下表のとおりである。 

資格名称 区分 その他 

高等学校教諭専修免許状

（工業） 

国家資格 ・所定の修了要件を充足し、教科に関する専門的事項 24単位を

取得することにより、資格取得可能（ただし、一種免許状の資

格要件を満たしていることが必要）。

・資格取得は修了要件ではない。

８．入学者選抜の概要 

（1）環境創造工学専攻の入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

環境創造工学専攻では、人材養成目的、学位授与方針、及び教育課程編成・実施方針に沿った教育・研

究を行うため、次の要件を満たす者の受け入れを行う。 

①大学卒業レベルの基礎学力、環境分野の高度な専門科目を学ぶために必要な基礎知識を有する。

②環境創造工学専攻での学習成果を社会で活かすという目的意識がある。

③大学院在学中だけでなく、修了後も、環境問題に多大な興味を持ち、専門性を活かしてその発展や解決

に寄与することで、修了後も学び続ける意欲がある。
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（2）入学者受け入れ方針と入学者選抜方法の整合

 本学では 2020（令和 2）年度に「専攻版 3 ポリシー策定ガイドライン」を取りまとめ、その中で入学者

受け入れ方針と入学者選抜方法を各専攻において定めるようにしている【資料 9】【資料 10】。 

（3）募集人数・募集区分

環境創造工学専攻の募集人員は、入学定員のとおり 8 名とする。また、募集区分については 1）一般入

学試験、2）推薦入学試験、3）外国人試験、4）社会人試験の 4 種類とする。なお、それぞれの試験制度毎

に募集定員は若干名とする。 

（4）入学試験の基本的な方針

1）一般入学試験

（ア）出願資格 

一般入学試験で出願しようとする者は、以下の①〜⑨のいずれかの条件を満たしていることが必要とな

る。 

①学校教育法 83 条に定める大学を卒業した者、および卒業見込みの者。

②学校教育法 104 条第 7 項の規定により学士の学位を授与された者、および取得見込みの者。

③外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者、および修了見込みの者。

④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における 16 年の課程を修了した者、および修了見込みの者。

⑤我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者、および修了見込みの者。

⑥専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、および修

了見込みの者。

⑦文部科学大臣の指定した者。（昭和 28 年文部省告示第 5 号）

⑧大学に 3 年以上在学し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科が認めた者。

⑨個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科が認めた者で、22 歳

に達する者。

（イ）選抜方法 

面接試験及び専門試験科目と外国語（英語）の成績に基づき評価する。 

2）推薦入学試験

（ア）出願資格 

学業、人物ともに優れ、在籍している大学の指導教員、学科長等の推薦が得られ、かつ、志望する専修

分野の指導予定教員の承諾を得られる者で、大学を卒業見込みの者。さらに合格した場合、入学を確約で

きる者。 

（イ）選抜方法 

面接試験（専門の基礎科目に関する口頭試問を含む）及び書類審査を実施し、評価する。 

3）外国人試験

（ア）出願資格 
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出入国管理及び難民認定法において、留学の在留資格を有する者、または得られる者で、試験区分「一

般」の出願資格①～⑨のいずれかに該当し、かつ、志望する専修分野の指導予定教員の承諾を得られる者。 

（イ）選別方法 

面接試験（日本語及び基礎学力に関する口頭試問）及び書類審査を実施し、評価する。 

（ウ）その他 

留学生の日本語能力については、面接の口頭試問において能力の確認を行っている。 

出願資格確認手続では、経費支弁者の年収を記載する「保証人（学費負担者等）届書」の提出を求めて

いる。保証人（学費負担者等）が親族以外の場合には、貯金証明書など支弁能力を証明する書類の提出も

求め、経費支弁能力を確認している。さらに、入学者が海外在住者で新たに在留資格（留学）の取得を希

望する場合には、在留資格申請手続きに必要な書類として、経費支弁者の「貯金証明書」「収入証明書」「在

職証明書」の提出を求め、経費支弁能力を確認している。 

これらの出願資格確認手続は、本学の国際化推進センターにおいて行っている。同センターでは入学し

た留学生に対し、毎月在籍確認の署名を求めており、留学生が署名のためにセンターを訪問する際には、

学習面、生活面の状況を確認している。 

4）社会人試験

（ア）出願資格 

社会人として 1 年以上従事した者、または従事する見込みの者で、試験区分「一般」の出願資格①～⑨ 

のいずれかに該当し、かつ、志望する専修分野の指導予定教員の承諾を得られる者。 

（イ）選抜方法 

面接試験（専門の基礎科目に関する口頭試問を含む）及び書類審査を実施し、評価する。ただし、筆記

試験を課し評価する場合がある。 

（5）入学者選抜体制

本研究科・専攻における入学者選抜体制としては、全学的な組織として位置づける「入学センター」と

連携しながら、専任教員で組織する「大学院理工学研究科委員会」で出題、試験の実施、採点、合否判定

に加え、入学選抜方法・体制に係わる検証等も合わせて行うこととする。また、入学試験結果に関する情

報については、受験者本人から成績開示請求があった場合は、成績を開示する学内ルールが制定され、適

宜対応している。その他、入学試験実施に関する諸情報については、本学の個人情報保護のガイドライン

に沿って本学ホームページ等の媒体を活用して公表する。 

９．教員組織の編制の考え方及び特色 

学生募集を停止する環境創造学専攻所属教員 10 名（内訳：教授 6 名、准教授 4 名／うち 1 名は 2023 年
度資格付与予定）をもって環境創造工学専攻教員組織を構成する。環境創造工学専攻において、中心的な

教育研究分野となる 3 つの分野の教員構成はエネルギー・資源循環学分野 4 名（内訳：エネルギー2 名、

資源循環 2 名）、環境共生学分野 3 名、人間活動環境学分野 3 名としている。また、環境創造工学専攻の教

員編制は、主に工学及び理学分野の博士号取得者で組織され、工学系を土台としつつ、新たな分野にも挑

戦する構成となっている。 

環境創造工学専攻の教員組織は、完成年度である 2026 年 3 月 31 日において、40 代：1 名、50 代：6

名、60 代：3 名の教員により構成される予定であり、そのバランスから教育研究の活性化には支障がない

と考える【資料 11】。 
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１０．研究の実施についての考え方、体制、取組 

3 つの研究分野は、以下の研究体制で臨むこととする。 

①エネルギー・資源循環学分野

本分野においては、環境に最も影響の大きいエネルギーと資源循環の問題を扱う。主に、「新エネルギー」

「エネルギー変換」「建設資源循環」「水資源循環」の 4 つの研究分野から構成される。それぞれ、化学工

学や材料工学に基づく「新エネルギー創生」、数値解析技術を用いた「エネルギー変換効率向上」、建設廃

棄物の再資源化や有害物対策を目的とした「建設資源循環技術」、微生物及び分離膜技術による「水資源循

環」を中心に研究を行う。新エネルギー関連分野を西山教授（担当科目：エネルギー創成学特論、エネル

ギー変換学特論）、エネルギー変換関連分野を武藤准教授（担当科目：エネルギー環境工学特論、エネルギ

ー管理工学特論）、建設資源循環関連分野を道正教授（担当科目：環境材料学特論、資源循環学特論、構造

性能学特論）、水資源循環関連分野を片桐准教授（担当科目：水環境工学特論、水処理工学特論）が担当す

る。 

②環境共生学分野

本分野においては、自然環境に関する諸問題を扱う。主に「土壌・地下水」「気象」「環境生物工学」の

3 つの研究分野から構成される。それぞれ、「土壌や地下水汚染」、地球観測衛星を用いた「気象観測デー

タ解析」、「生物を利用した環境の保全や活用」を中心に研究を行う。土壌・地下水関連分野を日比教授（担

当科目：地盤数値解析学特論、地盤物質移動解析学特論）、気象関連分野を広瀬准教授（担当科目：大気環

境科学特論、地球観測情報特論）、環境生物工学関連分野を三宅教授（担当科目：環境生物工学特論、バイ

オマス科学特論）が担当する。

③人間活動環境学分野

本分野においては、生活環境の健康・快適性を志向した諸問題を扱う。主に「環境デザイン」「生気象学・

公衆衛生学」「維持管理工学」の 3 つの研究分野から構成される。それぞれ、「自然と調和したデザイン」

「安全・健康な生活環境」「地域・都市環境の持続性」を中心に研究を行う。環境デザイン関連分野を吉村

教授（担当科目：空間計画学特論、環境デザイン学特論）、生気象学・公衆衛生分野を深川准教授（担当科

目：人間環境工学特論、サステナブルデザイン特論）、維持管理工学関連分野を小塩教授（担当科目：構造

動態学特論、構造分析学特論）が担当する。 

また、研究推進の環境整備及び科研費申請率の向上等のため、学術研究支援センターを管轄部署として

URA 制度を 2021 年度から導入しており（2023 年 4 月現在 4 名）、産官学連携に向けたマッチング支援、

科研費申請説明会・研究倫理・コンプライアンス教育の推進、研究解析ツール導入による研究広報の拡充、

研究発信企画の立案・実施等に取り組んでいる。 

１１．施設、設備等の整備計画 

ア 校地、運動場の整備計画

本学は、主に天白キャンパス・八事キャンパス・ナゴヤドーム前キャンパスで構成され、理工学研究科

環境創造工学専攻は、天白キャンパスに設置される。天白キャンパスの校地面積は約 124,493 ㎡で、八事

キャンパス（約 17,553 ㎡）とナゴヤドーム前キャンパス（約 17,347 ㎡）とを合わせた校地面積は、約 17,937

㎡となり、大学設置基準に定める面積を十分満たしている。学生の休息その他の利用のための空地の整備

状況は、天白キャンパスの正門アプローチに、研究や学生活動を表現できる空間や隣接した建物内の食堂

と一体利用ができるエリア（約 5,700 ㎡）を整備している。また、キャンパス中央には、芝生広場（約 4,400
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㎡）も整備しており、各所に樹木を植え、テーブル・ベンチなどを設置し、学生の憩いのスペースとなる

場を設けている。運動場については、天白キャンパスに隣接する第一グラウンド（約 21,188 ㎡）・第二グ

ラウンド（約 25,143 ㎡）を使用する。第一グラウンドは、一部人工芝を敷き詰めた運動場で、テニスコー

ト（9 面）が敷設される。第二グラウンドでは、トラックを併設した人工芝運動場を整備し、様々な運動

が可能で多くの学生の利用ができる環境となっている。 

大学院学生の研究室（自習室）については、指導教員の研究室のあるフロアに研究室ごとに学生実験演

習室が配置されており、机・椅子・PC 等を備えることにより自学自習環境を整えるとともに、指導教員と

もコミュニケーションを取りやすい環境となっている【資料 12】。 

イ 校舎等施設の整備計画

環境創造工学専攻では最新の教育・研究施設を設置し、主に利用する研究実験棟Ⅱでは各種実験室及び

制作室等、高度な教育研究環境を提供している。開設年度は、学生募集を停止する環境創造学専攻所属教

員10人をもって環境創造工学専攻教員組織を構成するため、教員の研究室については既存の研究室での対

応が可能である。 

コースワーク科目を実施する教室については、天白キャンパス全体で大小合わせて講義室108室（開設年

度）を用意している。 

実験等を要するリサーチワーク科目については、天白キャンパスにおいて、環境創造工学分野における

実験・演習のための実験・演習室（計28室）設備が既に完備されている。そのため環境創造工学専攻にお

いても既存実験・演習室への再配置で対応が可能である。 

時間割表は【資料 13】のとおりである。従来の環境創造学専攻と比して入学定員に変更はないため、教

室数並びに収容人数ともに既存施設での対応が可能である。 

以上のような施設・設備を備えており、環境創造工学専攻としての教育課程及び授業運営に対して問題

は無いと言える。 

ウ 図書等の資料及び図書館の整備計画

名城大学附属図書館は、1 本館 2 分館にて構成している。環境創造工学専攻を設置する天白キャンパス

には、地下 1 階地上 5 階建ての本館（及び第 2 書庫）を併設しており、館内には自然科学・社会科学・人

文科学閲覧室、参考図書閲覧室、学習室、グループ学習室、グループ研究室、自由閲覧室等を配置してい

る。図書の蔵書数は約 1,228,000 冊、雑誌種数は約 22,000 種、総座席数は約 1,700 席、月曜日から土曜日

（講義のある祝日を含む）の 9 時から 21 時まで（土曜日のみ 9 時から 18 時まで）開館し、Wi-Fi 環境も

整備している。また、電子ジャーナル約 20,000 種を提供、アクセシブルな電子書籍等の充実に努め、アク

セシビリティの改善も進めている【資料 14】。

レファレンス専用カウンターには専門のスタッフを常置し、国立情報学研究所が運営する図書館間相互

貸借システム「NACSIS－ILL」を通じて、他大学や研究機関と図書の貸借や複写等の相互協力を実施して

いる。利用者本位に即した利便性の高い図書館を実現していることから、本専攻で学ぶ学生に対して充分

な教育研究環境を提供することが可能である。 

図書の選定は学生や教員のニーズを踏まえながら行う。特に、環境創造工学専攻の専修分野である「エ

ネルギー・資源循環学」、「環境共生学」、「人間活動環境学」3 分野において、整備充実を図っていく。

１２．管理運営及び事務組織 

 名城大学大学院学則に基づき、理工学研究科全体の管理・運営に係る重要事項を審議するための機関と

して、大学院理工学研究科委員会（以下、「研究科委員会」という。）を設置する。研究科委員会は、研究
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科の授業科目及び研究指導科目を担当する教授をもって構成する。ただし、必要に応じ、准教授等専任の

教育職員を参加させ、その他の職員を出席させることができることとし、原則 1 か月に 1 回以上開催する。

研究科長が議長となり、構成員の 3 分の 2 以上を成立要件とし、出席者の過半数をもって議事を決する。

なお、研究科委員会の事務は理工学部事務室が担当する。 

研究科委員会の審議事項は、次のとおりである。 

（1）研究及び教育に関する事項 

（2）学生の入学、休学、退学及び賞罰等身分に関する事項 

（3）授業科目等及び履修方法並びに試験に関する事項 

（4）学位に関する事項 

（5）教員組織に関する事項 

（6）教育研究に係る学則の変更に関する事項 

（7）その他本研究科の教育研究に関する重要事項 

また研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。 

（1）学生の入学及び課程の修了に関する事項 

（2）学位の授与に関する事項 

（3）その他教育研究に関する事項で、本委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項 

 研究科委員会の下には、研究科運営を円滑にするために、大学院理工学研究科教務委員会、大学院理工

学研究科学生委員会、施設整備委員会等の各種委員会を設置し、各委員会の役割に基づき、迅速な意思決

定を旨とした管理運営体制を整備する。また、全学組織の委員会として、学務センター委員会、入学セン

ター委員会、キャリアセンター委員会、学術研究審議委員会等の委員会があり、事務組織として、学務セ

ンター、入学センター、キャリアセンター、学術研究支援センターを設置し、これらの委員会・事務組織

と研究科運営の連携を図りながら、理工学研究科の管理運営を進めていく。 

１３．自己点検・評価 

（1）概要

名城大学大学及び名城大学大学院は、教育研究水準の向上を図り、本大学及び大学院の目的及び社会的

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を行い、その結果を公表する旨を名

城大学学則及び名城大学大学院学則に定めている。 

これに基づき、大学評価に関する規程を制定するとともに、「大学評価委員会」、「大学評価専門委員会」、

「学部等評価委員会」及び「質保証外部評価委員会」を設置している。各委員会の目的・役割等は以下の

とおりである【表 2】。 

表 2 名城大学における自己点検・評価制度 

委員会名 目的・役割 審議事項 
構成員 

【◎：委員長】 

大学評価

委員会 

全学的な評

価活動を掌

ること 

(1)組織評価・個人評価の企画・立案・実施に係る方針

の策定に関すること

(2)全学的組織評価の実施に関すること

(3)質保証外部評価委員会による評価に関すること

(4)認証評価機関による評価に関すること

(5)その他、学長が必要と認める事項に関すること

◎学長、副学長、

学部長及び研究

科長、センター

長、事務局長、学

長が必要と認め

た者 

大学評価 各部署が実 (1)自己点検・評価活動の企画・立案・実施に関するこ ◎学長、副学長、
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専門委員

会 

施する自己

点検・評価

活動への支

援・助言を

すること 

と 

(2)教育課程の編成に関する全学的な方針に関すること

※但し、教育課程の編成に関する自己点検・評価活動

は「ワーキンググループ」で立案 

(3)その他、学長が必要と認める事項に関すること

学部長及び研究

科長、事務局長、

学長が必要と認

めた者 

学部等評

価委員会 

学部・研究

科・センタ

ー等の教育

目的等の達

成に資する

こと 

(1)学部等の目的及び計画に基づいた組織評価及び個人

評価の実施に関すること

(2)各学部等に係る認証評価機関による評価に関するこ

と

(3)各学部等に係る質保証外部評価委員会による評価に

関すること

(4)その他、学部等評価に関すること

◎学部長又は研

究科長、学部等か

らの選出する教

職員、学外有識

者、学部長等が必

要と認めた者 

質保証外

部評価委

員会 

本学が行う自己点検・評価活動の客観性・公平性を担保し、教育研究

水準の更なる向上を図るため、学外有識者等による評価を行い、その

意見を自己点検・評価活動に反映させること 

◎副学長、学外有

識者、副学長が必

要と認めた者 

また、2019（令和元）年度からは、各教員による「教育」、「研究」、「社会貢献」、「管理・運営」の 4 領

域における業績の自己評価結果を用いた教員業績評価を実施している。各学部等の実施結果については、

大学評価委員会で報告するとともに、次年度以降の実施に向けた同制度の適切性の検証を行っている。 

以上のとおり、自己点検・評価体制を構築し、内部質保証の実質化に向けた取り組みを行っている。 

（2）認証評価受審結果の活用・公表

 2021（令和 3）年度に自己点検・評価報告書を取り纏め、2022（令和 4）年度に、公益財団法人大学基

準協会による第三期機関別認証評価を受審し、同協会が定める「大学基準に適合している」との認定を受

けた（認定期間：2023（令和 5）年 4 月～2030（令和 12）年 3 月）。 

点検・評価報告書並びに受審結果については、本学ホームページにおいて公表している。 

１４．情報の公表 

本学では、社会への説明責任を果たすこと等を目的に、情報公開の範囲等を「情報公開・開示規程」に

定めており、ホームページを中心として一元的且つ体系的な情報公表を行っている【資料 15】。 

 公表内容は、学生数等の基本情報（データ）、教育研究内容に関する情報、財務諸表、戦略プランを含め、

本学の営みが網羅できるよう設計されている。また、本学専任教員の教育研究業績等を蓄積する教員デー

タベースとの連携も行い、本学の教育研究シーズを広く社会に公表している。

なお、個別項目の公表状況は以下のとおりである。

ア 大学の教育研究上の目的及び 3つのポリシーに関すること

 HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/academics/ 

（各学部・学科及び研究科ページに掲載） 

イ 教育研究上の基本組織に関すること

HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/organization.html 

ウ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
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HPアドレス 

【教員組織、教員数】https://www.meijo-u.ac.jp/about/data/teacher.html 

【各教員が保有する学位及び業績】https://www.meijo-u.ac.jp/about/public/ 

（教員・研究情報の各学部・学科及び研究科ページに掲載） 

エ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の

数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

HPアドレス 

【入学者受入れ方針】https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

【入学者数、収容定員、在学生数、卒業・修了者数】https://www.meijo-u.ac.jp/about/data/student/ 

【進学者数及びその他進学の状況】https://www.meijo-u.ac.jp/career/results/gs.html 

【就職者数及びその他就職の状況】https://www.meijo-u.ac.jp/career/results/ 

オ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

HPアドレス https://gkmsyllabus.meijo-u.ac.jp/camweb/slbssrch.do 

カ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/academics/ 

（各学科及び研究科ページに入り、下部「もっと知る」の「カリキュラム」を選択。「取得可能な学位・

卒業要件」（PDF）に卒業要件を記載） 

キ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/ 

ク 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/campus/tuition/ 

ケ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

【修学、進路選択等】HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/campus/application/utility.html 

【心身の健康等】HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/campus/life/ 

（「学生相談室」「保健センター」に掲載） 

コ 学位論文審査基準

HPアドレス https://www.meijo-u.ac.jp/about/public/school_education_law.html#content10 

サ その他

（教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報、学則等各種規程、設置認可申請書、

設置届出書、設置計画履行状況等報告書、自己点検・評価報告書、認証評価の結果等） 

HPアドレス 

【教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報】 

  https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（各学科及び研究科の学位授与方針に記載） 
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【名城大学大学院学則】https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/regulations.html 

【設置認可申請書等】https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/ri_report/ 

【自己点検・評価報告書及び認証評価結果】https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/valuation/ 

【事業計画書・報告書】https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/report.html 

【財務情報】https://www.meijo-u.ac.jp/about/outline/finance.html 

１５．教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

（1）全学的な FD活動の推進

本学では、教育内容等の改善のための全学的な委員会組織として「大学教育開発センター委員会」を設

けており、全学的視点から授業内容及び方法の改善を図る活動を展開している。同委員会では大学教育開

発センター要項に基づき、教育能力向上を目的に、以下の活動を展開している。 

①学生による「授業改善アンケート」の実施

各学期末に一定期間を設けて、全学的に「授業改善アンケート」を実施している。授業内容に対する学

生の評価を集計し、各教員には担当授業のアンケート結果に対する分析コメント・授業改善方法等を求め、

学生へのメッセージとして報告書にまとめている。 

②FD フォーラムの実施

本学の教育研究のあり方等、教育に関する全学的な問題を考える機会として、学内外の教職員を対象に、

2000（平成 12）年度から 2022（令和 4）年度まで 24 回にわたり、「FD・SD フォーラム」を実施してい

る。近年の具体的な内容として、外部識者を招聘した基調講演のほか、参考となる他大学の事例報告等を

通じて、FD 活動の推進を図っている。 

③FD 学習会・新任教員 FD 研修の実施

本学が抱える身近な課題をテーマに取り上げ、学内教職員を対象とし、2014（平成 26）年度から 2022

（令和 4）年度まで 17 回にわたり「FD・SD 学習会」を実施している。近年の具体的な内容の一例として、

遠隔授業の効果的な手法について学内の好事例を展開している。また、2019（令和元）年度から年 1 回、

新任教員を対象として大学の授業設計を学ぶ「新任教員 FD 研修」を実施し、FD 活動の推進を図っている。 

④FD ニュースの発刊

文教政策や本学の FD 活動をコンパクトにまとめた「FD ニュース」を年 1～2 回発刊し、本学教職員に

配布している。具体的な内容として、内部質保証や教学マネジメント指針を共有し、FD 活動の推進を図っ

ている。 

⑤名城大学教育年報

FD 活動の成果を教育実績として積み重ね、本学における教育成果を学内外に示し、「教育力」の更なる

向上を図る礎となるよう、2006（平成 18）年度から毎年「名城大学教育年報」を刊行している。教育年報

は、本学ホームページでの公開や全国他大学への送付を通じて、教育に関わる研究の相互交流の一翼を担

っている。 

⑥教育功労賞制度

教育活動及び教育改善に大きく貢献した者を表彰することにより、教職員の教育改善に対する意識を高
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め、組織の活性化を図り、本学の教育の質の向上に資することを目的とし、2013（平成 25）年度に「教育

功労賞要項」を制定した。教育功労賞受賞者は、同要項に基づき、大学教育開発センター委員会において

候補者を選考し、全学的な意思形成機関である定例大学協議会における議を経て、学長が決定する。 

また、表彰の対象となった取り組みの成果等は、FD フォーラムや「名城大学教育年報」を通じて発信し、

その教育手法を全学的に普及させることで、組織全体の教育の質向上を促進している。 

 

（2）研究科としての取り組み 

本研究科では、全学的な FD・SD の方針に従い、教員の教育力を高めるために、学部・研究科共通とし

ての常設委員会である教育改善委員会を組織し、学部と協働して FD・SD に係るフォーラムを定期的に実

施し、FD・SD 活動の推進を行っている。 

また、同委員会の業務を更に拡大し、研究科独自の FD・SD 活動も検討し始めている。同委員会では、

全体としての基礎学力向上の取り組みを引き続き進めると同時に、平成 29 年度からの本研究科再編も踏ま

え、成績上位層の勉学に積極的な学生の研究力を更に引き上げ、進学率の向上を含む大学院への円滑な接

続に繋がる取り組みを新たに開始している。 
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～危機を乗り越え、愛知の元気を日本の活力に～

暮らし・経済・環境が調和した
輝くあいち

　「危機に強い愛知」を始め「すべての人が生涯輝き、活躍できる愛知」、「イノベーションを創出する愛知」、「世界

から選ばれる魅力的な愛知」といっためざすべき愛知の姿を見据え、今後10年の地域づくりに着実に取り組んで

いく必要がある。

　目標年度である2030年度に向けては、2022年秋の開業をめざすジブリパークや2026年のアジア競技大会、

2027年度のリニア中央新幹線などの数多くのビッグプロジェクトを着実に進め、地域の更なる発展につなげて

いくとともに、これらを最大限活かして、イノベーションを創出する好循環を生み出すことで、将来にわたって、日

本の成長をリードし続ける愛知を形づくっていく。

　また、目標年度を同じくするSDGsの達成に向けては、暮らし・経済・環境の３側面の調和を図り、持続可能な

社会を実現していく。

　あわせて、現在も県民の生活や経済活動に深刻な影響を与えている、新型コロナウイルス感染症の危機の克

服に全力で取り組み、これを乗り越えていく。

　こうした考えのもと、2030年度に向けた基本目標を、以下のとおり設定する。この目標に向けて、愛知

が一丸となって、地域づくりに取り組んでいく。

基本目標の達成に向けた進捗を評価するための進捗管理指標を以下のとおり定め、数値目標を設定する。

また、「重要政策の方向性」ごとに進捗管理指標を設定し、進捗を計る際の参考とする。

Ⅲ 2030年度に向けた基本目標

1 基本目標

2 進捗管理指標

現状進捗管理指標 数値目標

5.7点（2013年度）
6.3点（2015年度）
7.2点（2017年度）
6.7点（2019年度）

平均6.5点超の維持（～2030年度）
（過去４回の平均（6.5点）超えの維持をめざす。）

〈暮らし〉県民の幸福感（10点満点）

7.4％（2017年度）
7.7％程度（2030年度）
（世界同時不況前の7.6％を上回り、東京に次ぐ全国２位の維持をめざす。）

〈経 済〉県内総生産の国内総生産に
対するシェア

1.0％削減（2017年度）
26％削減（2030年度）
（国・県の施策による削減効果を踏まえ、26%の減少をめざす。）

〈環 境〉温室効果ガスの総排出量の
削減率（2013年度比）

（10点満点）
目標値

県民の幸福感
暮らし

%削減
（2013年度比）

目標値

温室効果ガスの
総排出量の削減率

環 境

%程度目標値

県内総生産の
国内総生産に
対するシェア

経 済

点超の
維持

16 17

Ⅲ　
2
0
3
0
年
度
に
向
け
た
基
本
目
標

Ⅲ

2
0
3
0
年
度
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向
け
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基礎となる学部との関係
理工学部 環境創造工学科 理工学研究科 環境創造工学専攻

環境材料学特論

資源循環学特論

構造性能学特論

エネルギー創成学特論

エネルギー変換学特論

エネルギー環境工学特論

エネルギー管理工学特論

水環境工学特論

水処理工学特論

環境生物工学特論

バイオマス科学特論

地盤数値解析学特論

地盤物質移動解析学特論

大気環境科学特論

地球観測情報特論

空間計画学特論

環境デザイン学特論

構造動態学特論

構造分析学特論

人間環境工学特論

サステナブルデザイン特論

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

資

源

循

環

学

環

境

共

生

学

人

間

活

動

環

境

学

エネルギー環境論 分離精製工学

省エネルギー学 環境材料学

エネルギー管理工学 材料リサイクル

環境エネルギー変換工学 資源循環学

エネルギープロセスシステム設計 環境配慮創造設計学

再生可能エネルギー工学 環境保全学

化学工学 環境分析学

有機材料工学 水環境工学

無機材料合成工学 水処理学

基礎生態学 流れ工学

環境生態工学 環境気象学

環境アセスメント 環境リモートセンシング

環境共生創造論 土壌地下水汚染学

デザイン図法 快適性創造学２

住環境創造設計学 環境創造設備学１

居住環境創造設計学１ 環境創造設備学２

居住環境創造設計学２ 材料力学

空間創造学 構造力学１

環境文化論 構造力学２

アーバンデザイン 環境構造設計法

環境マネジメント 建設施工学

快適性創造学１ 建設法規

環境倫理

環境法 他

環

境

共

生

専

門

教

育

部

門

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

資

源

循

環

人

間

活

動

環

境

共

通

環境創造工学専攻は、人類が地球と共存していくための仕組みを考
え、循環型社会の形成と推進に向け、理想的な環境を創造し、わが
国が目指す「持続可能な経済社会システムの構築」に貢献するため、
環境に携わる質の高い技術者・研究者の養成を目的とする。

理工学部環境創造工学科は、わが国が目指す「持続可能な経済社会
システムの構築」に貢献するため、環境に最も影響の大きい「エネ
ルギー・資源循環」、自然環境に関する諸問題を扱う「環境共生」、
生活環境など人間活動に直接的に関わる諸問題を取り扱う「人間活
動環境」の観点から、新しい学問分野として下記の5つの柱からな
る「環境創造工学」を掲げ、これらの柱を基本とした教育を行い、
環境に携わる技術者・研究者の養成を目指す。

「持続可能な経済社会システムの構築」に貢献に関する主たる科目 「持続可能な経済社会システムの構築」に貢献に関する主たる科目

資料8
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１．学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

（１）学生確保の見通し及び申請者としての取組状況

ア 設置又は定員を変更する学科等を設置する大学等の現状把握・分析

本学理工学研究科では、全体として入学定員 243 名に対し、2022 年度は概ね定員を確保して

おり、過去 4 年でみても極端に定員から外れることなく、入学者が推移している。そのため、理

工学研究科全体としては入学定員を充足可能と考える【資料 1】。 

特に、今回設置する環境創造工学専攻の母体となる環境創造学専攻に注目すると、それぞれ定

員に対して 0.5 倍程度の入学者を受け入れている。これは近隣大学における同分野の専攻の定員

充足率を見ると、中部大学大学院（創造エネルギー理工学専攻 0.33 倍）、大同大学大学院（都市

環境デザイン学専攻 0.4 倍）などと比較し十分に競争力を有しており、東海地域において一定の

進学率が見込めると考える。 

 また、本学理工学研究科の入学者は、約 96%が学内進学者となっているため【資料 1】、入学

定員充足の見込みを考慮する上で、本学理工学部環境創造工学科学部生に対する意向調査が最も

有効であると考え、アンケートを実施したところ、大学院への進学を希望する学生が 21 名、興

味を示す学生が 63 名との結果となり、入学定員を概ね充足すると判断できる十分な結果であっ

た【資料 2】。 

以上の検討に基づき、環境創造工学専攻の設定する入学定員 8 名は充足することが可能である

と判断する。 

イ 地域・社会的動向等の現状把握・分析

ロシア軍によるウクライナ侵略は、エネルギー市場の安定と世界経済を根底から揺さぶり、世

界のエネルギーを巡る需給状況は厳しさを増した。また「気候危機」とも言われている気候変動

問題は世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されており、我が国にお

いても、平均気温の上昇、大雨、台風等による被害、農作物や生態系への影響等が観測されてお

り、避けることができない喫緊の課題となっている。さらに世界の人口は現在の 80 億人から 2050

年の 97 億人、今世紀末に 110 億人でピークに達すると見られる一方、日本の人口は近年減少局

面を迎えており、2065 年には総人口が 9,000 万人を割り込み、高齢化率は 38％台の水準になる

と推計され、国内外の人間の生活環境の激変が予想される。 

 また本学が所在する愛知県においては、国連が採択した持続可能な開発目標（SDGｓ）と同じ

く 2030 年度までの目標として、「あいちビジョン 2030」を掲げており、グローバル化や第 4 次

産業革命の進展に伴い、産業構造のみならず人々の働き方も大きく変わる中、暮らし・経済・環

境の 3 側面の調和を図り、持続可能な社会の実現を目指している。 

上記のように今後益々課題が深刻になる中、「環境」に関する知識を持ち、課題解決能力を持っ

た人材育成は急務であると考えられる。 

ウ 新設学科等の趣旨目的、教育内容、定員設定等

①趣旨目的

環境創造学専攻は、2002（平成 14）年 4 月の発足以来、2000（平成 12）年 4 月発足の理工学

部環境創造学科とともに、理学と工学の融合を目指し、21 世紀の社会が目指す循環型社会の形

成・推進に向けて、大気・水・大地・構築物・人およびこれらの相互関係を含む組織とその活動
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をとりまく環境の変化機構の解明、環境に対する負荷の低減、経済社会が地球環境に及ぼす影響、

および社会に与える恵沢を評価する方法の開発、環境の保全と創造に係わる高度な教育と研究、

ならびに研究者・技術者の養成を推進してきた。今回、2020（令和 2）年度から始まった環境創

造学科の環境創造工学科への改組に伴い、社会的ニーズや学内進学者の受け皿として環境創造学

専攻も「工学系の環境」に特化したカリキュラムを構成した環境創造工学専攻への改組の必要性

が生じている。 

②教育課程の内容

先端的な学問領域としての「工学系の環境学」を扱う範疇として、わが国が目指す「持続可能

な経済社会システムの構築」に貢献する地域環境の保全を志向した「エネルギー・資源循環学分

野」、自然環境に関する諸問題を扱う「環境共生学分野」、および生活環境の健康·快適性を志向し

た「人間活動環境学分野」の学問分野の枠組みを反映した 3 分野に再構成する（図 1）。その概要

を以下に示す。専門科目群、人員構成もあわせて示す。 

（1）エネルギー・資源循環学分野 

①概要：環境に最も影響の大きいエネルギーと資源循環の問題を扱う。具体的には、再生可能エネ

ルギー技術・エネルギー変換技術の開発や、ライフサイクルの視点から省エネルギー対策

技術の開発、様々な材料の長寿命化、省資源・循環に関わる問題に取り組むことで、環境

負荷低減に寄与するための教育研究を実施する。本専攻の教育研究の柱となる分野として

位置付けている。 

②専門科目群

エネルギー：エネルギー創成学特論、エネルギー変換学特論、エネルギー環境工学特論、エネルギ

ー管理工学特論 

資源循環 ：環境材料学特論、資源循環学特論、水環境工学特論、水処理工学特論、構造性能学特

論、エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅠA、エネルギー・資源循環学特別演習・

実験ⅠB、エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅡA、エネルギー・資源循環学特別

演習・実験ⅡB 

③教員配置：4 名（内訳：エネルギー2 名、資源循環 2 名）

持続可能な経済社会

システムの構築
自然との調和 

⇒（2）「環境共生学分野」 

人間活動の持続性・快適性 

⇒（3）「人間活動環境学分野」 

地域環境の保全 

⇒（1）「エネルギー・資源循環学分野」 

生命圏を含めた環境の理解と再生（生態
学、環境生物工学） 
局域における水の循環と汚染低減（水・
土壌） 
地球環境の精確な把握（気象、自然科学・
計測・分析）

自然と調和したデザイン（環境デザイン） 
安全・健康な生活環境（生気象学・公衆衛生学） 
生活環境の環境改善策（環境マネジメント） 
地域・都市環境の持続性（維持管理工学） 

省エネルギーとエネルギー管理（省エネ技
術の開発） 
未利用エネルギーの変換と有効利用（創エ
ネ技術）
資源の有効利用と循環（資源循環理論）
廃棄物の削減（廃棄物処理技術）

図 1 取り扱う学問分野の枠組み 
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（2）環境共生学分野 

①概要：自然環境に関する諸問題を扱う。例えば、エネルギー・物質循環を含む自然環境学及び関

連する科学・技術を学びの対象とし、自然環境の成り立ちや変動状況の理解を深め、地球・

地域環境問題に取り組む。広域・長期の視点で自然との共生を目指した教育研究を行う。 

②専門科目群：環境生物工学特論、バイオマス科学特論、地盤数値解析学特論、地盤物質移動解析

学特論、大気環境科学特論、地球観測情報特論、環境共生学特別演習・実験ⅠA、

環境共生学特別演習・実験ⅠB、環境共生学特別演習・実験ⅡA、環境共生学特別演

習・実験ⅡB 

③教員配置：3 名

（3）人間活動環境学分野 

①概要：生活環境など人間活動に直接的に関わる諸問題を取り扱う。例えば、人間活動や人体と環

境の相互の影響の分析、これに基づく持続的な環境の創造、人間活動の場となる都市・住

環境の基盤施設の持続性の評価などを行なう。 

②専門科目群：空間計画学特論、環境デザイン学特論、構造動態学特論、構造分析学特論、人間環

境工学特論、サステナブルデザイン特論、人間活動環境学特別演習・実験ⅠA、人

間活動環境学特別演習・実験ⅠB、人間活動環境学特別演習・実験ⅡA、人間活動環

境学特別演習・実験ⅡB 

③教員配置：3 名

（4）共通科目群 

アドバンスト・インターンシップ、科学技術英語、特別講義Ⅰ、特別講義Ⅱ

③定員設定

 入学定員は現行の環境創造学専攻における教育研究環境及び定員充足状況並びに「1.学生の確保

の見通し」を踏まえ、同様の 8 名とする。 

また学生納付金については、環境創造工学専攻は理工学研究科の既設専攻を基礎とした設置で

あるため、基礎となる理工学研究科の他専攻と同額とする（入学金：130,000 円、授業料：640,000

円／年、実験実習費：120,000／年、施設費：100,000 円／年、初年度合計：990,000 円）。これ

らは近隣大学における同分野の専攻では、中部大学大学院（入学金：100,000 円、授業料：550,000

円／年、教育充実費：150,000／年、施設設備費：150,000 円／年、初年度合計：950,000 円）、

愛知工業大学大学院（入学金：180,000 円、授業料：830,000 円／年、教育研究充実費：270,000

／年、初年度合計：1,280,000 円）、大同大学大学院（入学金：150,000 円、授業料：535,800 円

／年、施設設備費：305,000 円／年、初年度合計：990,800 円）と比較しても同水準である。 

エ．学生確保の見通し

A.学生確保の見通しの調査結果

令和5年1月に、環境創造工学専攻の基礎となる理工学部環境創造工学科1～3年次に対して、

大学院進学に関する意識調査を実施した。
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アンケート内容は【資料 2】に示すとおりであり、環境創造工学専攻の概要と現段階での学生の

就職・進学等に係る意向について調査した。アンケート内容のうち、特に重要な項目である質問

1、2 の結果について下表に示す。 

質問 1 理工学部卒業後に希望する進路について 

学年 有効回答数 大学院へ進学 就職 その他 

3 51 4 45 2 

2 65 7 56 2 

1 61 10 51 0 

質問 2 本学で計画中の「理工学研究科環境創造工学専攻修士課程（仮称）」について興味があるか 

学年 有効回答数 
大変 

興味がある 
興味がある 

あまり 

興味がない 

3 51 3 10 38 

2 65 1 22 42 

1 61 2 25 34 

質問 1 の結果から、環境創造工学専攻の入学定員 8 名に対して、現段階で半数以上の学生が進学

意思を明らかにしている。就職と進学という極端なアンケート項目になっていることもあり、ま

だ決めかねている学生の動向がつかみにくいが、質問 2 の結果から、大学院に対して興味を持っ

ている学生の数が多いことが伺える。現状、学科が完成年度を迎えておらず、修士課程進学にお

いて重要な要素である研究室の実態が分からない状況で進学希望が多い点は定員充足に向けて

よい結果であるとともに、研究室の実態が見えてくることにより、質問 2 における“大変興味が

ある”、“興味がある”という層が進学を希望すると考えている。また、今後、教員からの進学に

向けた指導も積極的に行っていくことで、入学定員充足は可能であると考えている。 

 以上の客観的なデータに基づいて、環境創造工学専攻の設定する入学定員 8 名は、充足可能で

あると判断できる。 

B.新設学部等の分野の動向

・中部大学大学院工学研究科創造エネルギー理工学専攻

中部大学大学院工学研究科創造エネルギー理工学専攻は 2016（平成 28）年に設置された、愛

知県春日井市にある同大学春日井キャンパスに所在する専攻である。授与する学位は、「修士（工

学）」である。同専攻は、エネルギーは持続可能社会の実現に重要な課題で、空間情報科学・エ

ネルギー科学の基礎と応用技術を修得し、それらを活用する学際的な次世代エネルギー科学技術

の創生を研究の基本理念としている。 

・中部大学大学院工学研究科建設工学専攻

中部大学大学院工学研究科建設工学専攻は 1976（昭和 51）年に設置された、愛知県春日井市

にある同大学春日井キャンパスに所在する専攻である。授与する学位は、「修士（工学）」である。
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同専攻は、土木・建築分野における高度化、総合化、多様化に対応すべく、工学部の都市建設工

学科と建築学科の上に設けられた大学院博士課程の専攻である。博士前期課程は高級技術者の養

成を目指しており、建設工学に関するより専門的な授業および研究指導を受け、修士の学位を取

得する。専攻は土木学と建築学の 2 分野から成り、土木工学分野は構造工学、コンクリート工学、

水工学、地盤工学、土木計画学の 5 系で、建築学分野は建築構造学、建築材料学、建築環境・設

備工学、建築計画、都市計画、建築デザイン、建築史・意匠の 7 系で構成されている。 

・愛知工業大学大学院工学研究科建設システム工学専攻

愛知工業大学大学院工学研究科建設システム工学専攻は 1992（平成 4）年に設置された、愛

知県豊田市にある同大学八草キャンパスに所在する専攻である。授与する学位は、「修士（工学）」

である。同専攻は人類が歩むべき方向を探求するという大局的な立場から、我が国の自然環境、

社会環境に立脚して、どのような社会、文明・文化を建設するか、その実現のための計画と方法

を見出そうとするものである。したがって、同専攻においては人間活動のみでなく、地域社会、

国際社会の歴史的背景に基づき、かつ、未来社会のより好ましい文化形成に対応する多様な施設

やその建設技術を自然災害や環境、さらに福祉の立場からも考慮して、工学的な面から総合的に

扱う専攻である。これらに対応して、大講座の名称を「土木構造・材料学」、「地圏環境・計画学」、

「水圏環境・生態学」、「建築構造・材料学」、「建築計画・意匠学」、「建築環境・設備学」として

いる。 

・大同大学大学院工学研究科都市環境デザイン工学専攻

大同大学大学院工学研究科都市環境デザイン工学専攻は 2006（平成 18）年に設置された、愛

知県名古屋市南区に所在する専攻である。授与する学位は、「修士（工学）」である。同専攻は持

続的発展が可能な「環境」の創出のために、都市施設や住環境はどのようにあるべきか、明確な

思想と知恵をもって決定できる人材を養成している。「土木・環境コース」では、都市施設の問題

等の解決に必要なさまざまな学問を横断的に再編して教育・研究に取り組む。また、「かおりデザ

インコース」では、かおりに特化して快適な住環境創造についての研究を行っている。特に同専

攻は「環境問題」に強いことが特色の一つで、土木系の学問に「かおり」の学問が融合し、社会

のさまざまな公害への対策を通して、社会に貢献している。 

・大同大学大学院工学研究科建築学専攻

大同大学大学院工学研究科建築学専攻は 2006（平成 18）年に設置された、愛知県名古屋市南

区に所在する専攻である。授与する学位は、「修士（工学）」である。同専攻では、学科で学んだ

それぞれの分野の内容を掘り下げるとともに、実務に関わる科目なども履修している。変化する

社会のニーズに対応できる独創性と柔軟性、そして倫理観の高い技術者を養成している。設計分

野においては建築を通して現代社会の課題解決の一端を担い、構造分野では防災に貢献する研究

に取り組む。また、材料施工分野では施工の効率化や建築の維持保全に役立つ技術などを追求、

環境分野では快適性を高める技術や設備をめざす。さらに歴史意匠分野では歴史的な視点から魅

力ある建築や街づくりに関する考察を深めている。実務経験の豊富な教員とともに、実践的な研

究に取り組む。 
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分野が類似している他大学大学院修士（博士前期）課程の過去 3 年の入学状況 

 分野が類似している近隣他大学について、各大学 HP から過去 3 年の入学状況を調査したとこ

ろ、以下の結果となり、東海地区での同分野における一定の受験者が見込めるといえる。 

大学 研究科・専攻 入学定員 

入学者数 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 

中部大学大学

院 

工学研究科 

創造エネルギー理工学専攻 
6 0 3 1 

工学研究科 

建設工学専攻 
20 6 8 15 

愛知工業大学

大学院 

工学研究科 

建設システム工学専攻 
10 8 9 18 

大同大学大学

院 

工学研究科 

都市環境デザイン学専攻 
5 2 2 2 

工学研究科 

建築学専攻 
5 2 6 18 

※各大学 HP の公開情報より

C.中長期的な 18 歳人口の全国的、地域的動向等

リクルート進学総研によると、全国の 18 歳人口は 2021 年に 114.1 万人、2032 年に 102.4 万

人（2021 年度比 89.7％）となり、11.7 万人減少することを見込んでいる。一方本学が所在して

いる愛知県では、2021 年に 7.2 万人、2032 年に 6.6 万人（2021 年度比 91.7％）で 0.9 万人の減

少を見込んでおり、全国と比較して 18 歳人口の減少幅は緩やかになっている。 

https://souken.shingakunet.com/research/.assets/202104_toukai_souken_report.pdf 

また愛知県は東京都、神奈川県、大阪府に続く全国第 4 位の 18 歳人口を抱えていることに加え、

リクルート進学総研の大学進学者における 18 歳人口の地元残留率は全国 1 位（2021 年 71.3％）

であることから、地域的にも学生を確保しやすい環境にあるといえる【資料 3】。 

D.競合校の状況

分野が類似している他大学大学院修士（博士前期）課程の過去 3 年の在籍状況

分野が類似している近隣他大学について、各大学 HP から過去 3 年の在籍状況を調査したとこ

ろ、以下の結果となり、東海地区での同分野における一定の進学者が見込めるといえる。 

大学 研究科・専攻 収容定員 

在籍者数 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 

中部大学大学

院 

工学研究科 

創造エネルギー理工学専攻 
12 1 2 4 

工学研究科 

建設工学専攻 
32 20 15 25 
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愛知工業大学

大学院 

工学研究科 

建設システム工学専攻 
20 14 16 27 

大同大学大学

院 

工学研究科 

都市環境デザイン学専攻 
10 5 4 4 

工学研究科 

建築学専攻 
10 11 8 24 

※各大学 HP の公開情報から算出

E.既設学部等の学生確保の状況【資料１】

理工学研究科修士課程における令和元～4 年度の志願者数、合格者数、入学者数、入学定員充

足率及び学内進学者の割合について、専攻ごとに集計している。入学定員充足率について、理工

学研究科全体では 0.74～0.98 倍となっており、概ね入学定員を充足できている。また、学内進

学者について、理工学研究科全体では 95.0～97.5%、環境創造学専攻では 50.0％となっている。 

研究科・専攻名 
令和元 

年度 

令和 2 

年度 

令和 3 

年度 

令和 4 

年度 

理工学研究科 

（修士） 

入学者(A) 181 184 196 239 

入学定員(B) 243 243 243 243 

定員充足率(A/B) 74.5% 75.7% 80.7% 98.4% 

学内進学者(C) 172 178 190 233 

入学者に対する学内進

学者の割合(C/A) 
95.0% 96.7% 96.9% 97.5% 

上記のうち 

環境創造学専攻 

（修士） 

入学者(A) 4 4 4 4 

入学定員(B) 8 8 8 8 

定員充足率(A/B) 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 

学内進学者(C) 3 3 3 2 

入学者に対する学内進

学者の割合(C/A) 
75.0% 75.0% 75.0% 50.0% 

オ 学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果

①進学情報の提供について

環境創造工学専攻の入学者を確保するためには、理工学部環境創造工学科への入学者に対して、

早い時期から大学院進学への興味を持たせ、必要性を認知させる努力が必要である。このため、

入学時のガイダンスや講義前の時間などで、大学院進学についての動機付けを高めるように、適

宜、情報提供を行っている。また、学費負担者の理解も欠かせないため、理工学部後援会の協力

を得て、「父母のための就職・進路ガイダンス」において、学生の大学院進学に理解をお願いする

ための説明を毎年行っている。 

②経済的支援について

本学では、大学院生向けとして学業優秀者や修学支援等を対象・目的とした奨学金を整備して、

学生の経済支援を行っている【資料 4】。 
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２．人材需要の動向等社会の要請 

（１）人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

〇人材養成目的 

環境創造工学専攻は、人類が地球と共存していくための仕組みを考え、循環型社会の形成と推進

に向け、理想的な環境を創造し、わが国が目指す「持続可能な経済社会システムの構築」に貢献す

るため、「エネルギー・資源循環」、「環境共生」、「人間活動環境」の観点から、新しい学問分野とし

て下記の 5 つの柱からなる「環境創造工学」を掲げ、これらを柱とした基本教育を行い、環境に携

わる質の高い技術者・研究者の養成を目指します。 

①環境に配慮した生活態度と環境問題を発生させない心構えに基づいて、研究テーマを自ら設定で

きる。（環境の心）

②エネルギー・資源の有効利用のための研究や技術開発を推進する。（エネルギー・資源問題の解決） 

③良好な環境の保全と悪化した環境の復元・改善のための研究や技術開発を推進する。（環境の保全

と復元・改善）

④自然との調和を図ることができる新しい仕組みを考案する。（自然との共生）

⑤新しい環境システムを技術的および社会的な観点から創出する。（環境創造）

〇教育研究上の目的 

①科学技術に対する社会の要請に対応できる高い倫理観をもった質の高い技術者・研究者である。

②環境問題の解決と問題発掘をはかり、協働して仕事を進めることができる高度な知的・専門的力

量を有する。

③高度な専門知識・技術を有し、生涯にわたり主体的に環境を創造できる能力に富み、環境に関す

る幅広い視野と国際的コミュニケーション能力を身につけている。

以上、3 つの能力を習得させることを教育研究上の目的とする。 

（２）上記（１）が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 

 世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題への対応は今

や人類共通の課題となっている。カーボンニュートラル目標を表明する国・地 域が増加し世界的

に脱炭素の機運が高まる中、我が国においても 2030 年度の温室効果ガス 46％削減、2050 年カー

ボンニュートラルの実現という国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国家を挙げて対応する強

い決意を表明している。またロシアによるウクライナ侵略が発生し、世界のエネルギー情勢は一

変したことにより、世界各国では、エネルギー分野のインフレーションが顕著となり、我が国に

おいても電力需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じるなど、1973 年の石油危機以来のエネル

ギー危機が危惧される極めて緊迫した事態に直面している。そのような中、政府は我が国の産業

構造・社会構造を変革していくため、「GX 実現に向けた基本方針 ～今後 10 年を見据えたロード

マップ～」（2023（令和 5）年 2 月）を取りまとめるなど、社会情勢及び政策からも環境工学分野

の人材需要が今後益々増えていくことは明らかである【資料 5】。 

 また本学の所在地である愛知県は自動車産業をはじめとするモノづくりの集積地であるが、今

後は産業構造のみならず人々の働き方も大きく変わるものと考えられるため、持続可能な社会を

実現していく必要から、「あいちビジョン 2030」（2020（令和 2）年 11 月）を策定し、暮らし・
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経済・環境の 3 側面の調和を図った街づくりを推進していくことを重要政策として掲げている。

これらの方針は本学が養成する人材への需要を高めていくことは明らかであるため、今回の設置

届出内容は社会的ニーズを踏まえたものと言える【資料 6】。 

修了後の進路については、様々な企業において技術者、研究者として活躍することを想定して

いる。これまでにも、企業の研究所などに採用された実績もある。現状、建設業界が主体である

が、今後はエネルギー関連業界（電カ・ガス・石油業界）や化学業界への就職に傾注する。表１

に、過去 3 年の進路先を示す。 

表１ 進路 

卒業年度 2019 2020 2021 

就職先 

日本設備工業（株） 鹿島道路（株） 
日鉄パイプライン＆

エンジニアリング㈱

フジタ（株）
玉野総合コンサ

ルタント（株）

鹿島道路㈱技術研究

所 

中日本ハイウェイ・エ

ンジニアリング名古屋

（株） 

日本空調サービ

ス（株）
㈱フジタ 

戸田建設（株） 鹿島道路㈱ 

八千代エンジニ

ヤリング（株）

以 上 
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理工学研究科修士（博士前期）課程における過去5年間の入学志願状況 資料１

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

志願者 5 4 4 5 6
合格者 5 2 3 5 5

入学者(A) 5 1 2 5 5
入学定員(B) 8 8 8 8 8

定員充足率(A/B) 62.5% 12.5% 25.0% 62.5% 62.5%
学内進学者(C) 5 1 2 4 5

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0%

志願者 31 27 23 34 30
合格者 25 22 19 31 27

入学者(A) 24 21 19 26 25
入学定員(B) 30 30 30 30 30

定員充足率(A/B) 80.0% 70.0% 63.3% 86.7% 83.3%
学内進学者(C) 22 21 19 24 25

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 91.7% 100.0% 100.0% 92.3% 100.0%

志願者 28 35 31 35 47
合格者 27 29 26 32 44

入学者(A) 22 29 26 32 42
入学定員(B) 20 25 25 25 25

定員充足率(A/B) 110.0% 116.0% 104.0% 128.0% 168.0%
学内進学者(C) 22 29 26 32 42

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

志願者 23 23 43 39 46
合格者 20 22 42 38 35

入学者(A) 18 20 39 35 31
入学定員(B) 30 35 35 35 35

定員充足率(A/B) 60.0% 57.1% 111.4% 100.0% 88.6%
学内進学者(C) 18 20 39 35 31

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

志願者 18 20 13 15 32
合格者 15 16 11 10 25

入学者(A) 14 14 10 7 20
入学定員(B) 24 24 24 24 24

定員充足率(A/B) 58.3% 58.3% 41.7% 29.2% 83.3%
学内進学者(C) 13 14 9 7 20

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 92.9% 100.0% 90.0% 100.0% 100.0%

志願者 35 46 31 36 46
合格者 32 42 30 35 41

入学者(A) 27 38 26 33 40
入学定員(B) 24 30 30 30 30

定員充足率(A/B) 112.5% 126.7% 86.7% 110.0% 133.3%
学内進学者(C) 27 37 24 33 40

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 100.0% 97.4% 92.3% 100.0% 100.0%

志願者 27 26 22 15 21
合格者 24 22 18 12 18

入学者(A) 21 20 18 12 18
入学定員(B) 16 25 25 25 25

定員充足率(A/B) 131.3% 80.0% 72.0% 48.0% 72.0%
学内進学者(C) 21 19 18 12 18

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0%

志願者 22 17 24 29 39
合格者 20 15 23 23 37

入学者(A) 20 15 22 21 37
入学定員(B) 20 24 24 24 24

定員充足率(A/B) 100.0% 62.5% 91.7% 87.5% 154.2%
学内進学者(C) 18 13 21 21 34

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 90.0% 86.7% 95.5% 100.0% 91.9%

研究科・専攻名

数学専攻
（博士前期）

情報工学専攻
（修士）

電気電子工学専攻
（博士前期）

材料機能工学専攻
（修士）

機械工学専攻（修士）

交通機械工学専攻
（修士）

応用化学専攻（修
士）

メカトロニクス工学
専攻（修士）

理

工

学

研

究

科

- 学生確保（資料） - 2 -



2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度研究科・専攻名

志願者 12 9 7 11 9
合格者 9 8 6 10 9

入学者(A) 8 7 5 10 8
入学定員(B) 18 18 18 18 18

定員充足率(A/B) 44.4% 38.9% 27.8% 55.6% 44.4%
学内進学者(C) 5 5 5 9 7

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 62.5% 71.4% 100.0% 90.0% 87.5%

志願者 3 6 6 5 5
合格者 3 6 6 4 5

入学者(A) 3 6 4 4 4
入学定員(B) 8 8 8 8 8

定員充足率(A/B) 37.5% 75.0% 50.0% 50.0% 50.0%
学内進学者(C) 1 3 3 3 2

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 33.3% 50.0% 75.0% 75.0% 50.0%

志願者 24 13 16 19 11
合格者 21 13 15 19 11

入学者(A) 12 10 13 11 9
入学定員(B) 16 16 16 16 16

定員充足率(A/B) 75.0% 62.5% 81.3% 68.8% 56.3%
学内進学者(C) 11 10 12 10 9

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 91.7% 100.0% 92.3% 90.9% 100.0%

志願者 228 226 220 243 292
合格者 201 197 199 219 257

入学者(A) 174 181 184 196 239
入学定員(B) 214 243 243 243 243

定員充足率(A/B) 81.3% 74.5% 75.7% 80.7% 98.4%
学内進学者(C) 163 172 178 190 233

入学者に対する学内進
学者の割合(C/A) 93.7% 95.0% 96.7% 96.9% 97.5%

理

工

学

研

究

科

計

建築学専攻
（修士）

社会基盤デザイン工学
専攻（修士）

環境創造学専攻
（修士）
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（３）進捗評価と必要な見直し



経経済済 境境が調調境が調和和和和したたた輝くくあいち暮らし・経済済
乗り越え、愛知の元気を日本本乗乗りり越え、愛知の元気をををを日日日本本本日本の活力に～に～～危機を乗り

2   30
あいちビジョン
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～危機を乗り越え、愛知の元気を日本の活力に～

暮らし・経済・環境が調和した
輝くあいち

　「危機に強い愛知」を始め「すべての人が生涯輝き、活躍できる愛知」、「イノベーションを創出する愛知」、「世界

から選ばれる魅力的な愛知」といっためざすべき愛知の姿を見据え、今後10年の地域づくりに着実に取り組んで

いく必要がある。

　目標年度である2030年度に向けては、2022年秋の開業をめざすジブリパークや2026年のアジア競技大会、

2027年度のリニア中央新幹線などの数多くのビッグプロジェクトを着実に進め、地域の更なる発展につなげて

いくとともに、これらを最大限活かして、イノベーションを創出する好循環を生み出すことで、将来にわたって、日

本の成長をリードし続ける愛知を形づくっていく。

　また、目標年度を同じくするSDGsの達成に向けては、暮らし・経済・環境の３側面の調和を図り、持続可能な

社会を実現していく。

　あわせて、現在も県民の生活や経済活動に深刻な影響を与えている、新型コロナウイルス感染症の危機の克

服に全力で取り組み、これを乗り越えていく。

　こうした考えのもと、2030年度に向けた基本目標を、以下のとおり設定する。この目標に向けて、愛知

が一丸となって、地域づくりに取り組んでいく。

基本目標の達成に向けた進捗を評価するための進捗管理指標を以下のとおり定め、数値目標を設定する。

また、「重要政策の方向性」ごとに進捗管理指標を設定し、進捗を計る際の参考とする。

Ⅲ 2030年度に向けた基本目標

1 基本目標

2 進捗管理指標

現状進捗管理指標 数値目標

5.7点（2013年度）
6.3点（2015年度）
7.2点（2017年度）
6.7点（2019年度）

平均6.5点超の維持（～2030年度）
（過去４回の平均（6.5点）超えの維持をめざす。）

〈暮らし〉県民の幸福感（10点満点）

7.4％（2017年度）
7.7％程度（2030年度）
（世界同時不況前の7.6％を上回り、東京に次ぐ全国２位の維持をめざす。）

〈経 済〉県内総生産の国内総生産に
対するシェア

1.0％削減（2017年度）
26％削減（2030年度）
（国・県の施策による削減効果を踏まえ、26%の減少をめざす。）

〈環 境〉温室効果ガスの総排出量の
削減率（2013年度比）

（10点満点）
目標値

県民の幸福感
暮らし

%削減
（2013年度比）

目標値

温室効果ガスの
総排出量の削減率

環 境

%程度目標値

県内総生産の
国内総生産に
対するシェア

経 済

点超の
維持

16 17

Ⅲ　
2
0
3
0
年
度
に
向
け
た
基
本
目
標

Ⅲ

2
0
3
0
年
度
に
向
け
た
基
本
目
標

- 学生確保（資料） - 24 -



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞
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オハラ　アキヒロ

小原　章裕
＜平成31年4月＞

学術博士
名城大学学長

（平成31.4～令和7.3）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）
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学 長 の 氏 名 等
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（千円）



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専 教授
ﾄﾞｳｼｮｳ ﾔｽﾋﾛ
道正　泰弘

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

環境材料学特論
資源循環学特論
構造性能学特論
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠB
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡB
アドバンスト・インター
ンシップ
科学技術英語※

1前
1後
2前
1前

1後

2前

2後

1後

1前

2
2
2
2

2

2

2

2

0.3

1
1
1
1

1

1

1

1

1

名城大学
理工学部

教授
（平26.4）

5日

2 専 教授
ﾆｼﾔﾏ　ｶﾂﾗ
西山　桂

＜令和6年4月＞

博士
（理学）

エネルギー創成学特論
エネルギー変換学特論
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠB
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡB
特別講義Ⅰ

特別講義Ⅱ

科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1･2
前
1･2
前
1前

2
2
2

2

2

2

2

2

0.3

１
１
１

１

１

１

１

1

1

名城大学
理工学部

教授
（平29.4）

5日

3 専 教授
ﾐﾔｹ　ｶﾂﾋﾃﾞ
三宅　克英

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

環境生物工学特論
バイオマス科学特論
環境共生学特別演習・実
験ⅠA
環境共生学特別演習・実
験ⅠB
環境共生学特別演習・実
験ⅡA
環境共生学特別演習・実
験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1前

2
2
2

2

2

2

0.3

１
１
１

１

１

１

１

名城大学
理工学部

教授
（平30.4）

5日

4 専 教授
ﾋﾋﾞ　ﾖｼﾋｺ
日比　義彦

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

地盤数値解析学特論
地盤物質移動解析学特論
環境共生学特別演習・実
験ⅠA
環境共生学特別演習・実
験ⅠB
環境共生学特別演習・実
験ⅡA
環境共生学特別演習・実
験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1前

2
2
2

2

2

2

0.1

１
１
１

１

１

１

１

名城大学
理工学部

教授
（平15.4）

5日

5 専 教授
ﾖｼﾑﾗ　ｱｷｺ
吉村　晶子

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

空間計画学特論
環境デザイン学特論
人間活動環境学特別演
習・実験ⅠA
人間活動環境学特別演
習・実験ⅠB
人間活動環境学特別演
習・実験ⅡA
人間活動環境学特別演
習・実験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1前

2
2
2

2

2

2

0.1

１
１
１

１

１

１

１

名城大学
理工学部

教授
（平31.4）

5日

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その２の１）

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

年齢
月額

基本給
（千円）

（理工学研究科環境創造工学専攻）

教 員 の 氏 名 等

調書
番号

担当授業科目の名称職位
現　職

（就任年月）
専任等
区分

保有
学位等

申請に係る大学等の
職 務 に 従 事 す る
週当たり平均日数

配当
年次



6 専 教授
ｵｼﾞｵ　ﾀﾂﾔ
小塩　達也

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

構造動態学特論
構造分析学特論
人間活動環境学特別演
習・実験ⅠA
人間活動環境学特別演
習・実験ⅠB
人間活動環境学特別演
習・実験ⅡA
人間活動環境学特別演
習・実験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1前

2
2
2

2

2

2

0.1

１
１
１

１

１

１

１

名城大学
理工学部

教授
（平19.4）

5日

7 専 准教授
ﾑﾄｳ　ﾏｻﾔ

武藤　昌也
＜令和6年4月＞

博士
（工学）

エネルギー環境工学特論
エネルギー管理工学特論
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠB
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡB
特別講義Ⅰ

特別講義Ⅱ

科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1･2
前
1･2
前
1前

2
2
2

2

2

2

2

2

0.3

１
１
１

１

１

１

１

1

1

名城大学
理工学部
准教授

（平30.4）

5日

8 専 准教授
ｶﾀｷﾞﾘ　ﾉﾌﾞﾕｷ
片桐　誠之

＜令和6年4月＞

博士
（農学）

水環境工学特論
水処理工学特論
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅠB
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡA
エネルギー・資源循環学
特別演習・実験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1前

2
2
2

2

2

2

0.3

１
１
１

１

１

１

１

名城大学
理工学部
准教授

（令2.4）

5日

9 専 准教授
ﾋﾛｾ　ﾏｻﾌﾐ
広瀬　正史

＜令和6年4月＞

博士
（理学）

大気環境科学特論
地球観測情報特論
環境共生学特別演習・実
験ⅠA
環境共生学特別演習・実
験ⅠB
環境共生学特別演習・実
験ⅡA
環境共生学特別演習・実
験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後
1前

1後

2前

2後

1前

2
2
2

2

2

2

0.1

１
１
１

１

１

１

１

名城大学
理工学部
准教授

（平20.4）

5日

10 専 准教授
ﾌｶｶﾞﾜ　ｹﾝﾀ
深川　健太

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

人間環境工学特論
サステナブルデザイン特
論
人間活動環境学特別演
習・実験ⅠA
人間活動環境学特別演
習・実験ⅠB
人間活動環境学特別演
習・実験ⅡA
人間活動環境学特別演
習・実験ⅡB
科学技術英語※

1前
1後

1前

1後

2前

2後

1前

2
2

2

2

2

2

0.1

１
１

１

１

１

１

１

名城大学
理工学部
准教授

（令4.4）

5日

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出

　を行おうとする場合又は大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　「申請に係る学部等に従事する週当たりの平均日数」の欄は，専任教員のみ記載すること。

（注）

１　教員の数に応じ，適宜枠を増やして記入すること。



第３５４回 

評 議 員 会 議 事 録 

令和４年１１月１５日（火） 

学校法人 名城大学 
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学校法人名城大学第３５４回評議員会議事録（抜粋） 

日 時 令和４年１１月１５日（火） 

１６時３０分から１７時２０分まで 

場 所 名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地 

名城大学 共通講義棟北 Ｎ１０２ 

出 席 評 議 員 石川 広志、岡本 真一、山内 憲、齊藤 修一、 

紀平 知大、前田 正憲、常田 勝男、野村 隆、 

奥田 英司、水野 昌樹、後藤 健太郎、小原 章裕、 

伊川 正樹、田代 樹彦、渋井 康弘、齊藤 公明、 

森上 敦、神野 透人、加茂 省三、二神 真美、 

佐川 雄二、伊藤 憲人、立花 貞司、佐伯 卓、 

吉田 修、今村 裕、田宮 正道、深谷 紘一、 

福井 敬、勝野 哲 

出 席 評 議 員 

（Zoom による 

オンライン出席） 

阪納 康之、久田 敏貴、柄澤 忍、伊東 慶、 

亀井 栄治、杉浦 康夫、安岡 秀剛、大林 市郎、 

加藤 幹彦 

寄附行為第２５条第７

項による出席評議員 

大津 史子、尾堂 真一、古本 伸一郎 

３名とも、諮問事項について意思を表示したので、出席とみ

なす。 

陪 席 者 武藤 正美（常務理事）、伊藤 範久（理事）、 

大脇  肇（理事）、矢野 幾也（理事）、 

野口 光宣（理事）、平松 正行（理事）、 

田中 敦夫（監事）、余語 弘（監事）、 

湯本 秀之（監事） 

陪   席 者 

（Zoom による 

オンライン出席） 

山本 光子（監事） 

 水野 昌樹評議員を議長に選び、評議員総数４２名中、出席評議員３９名、寄附行為第２５条

第７項による出席評議員３名で、所定の定足数に達したので第３５４回評議員会の成立を宣言

し、議事録署名者として議長のほかに二神 真美評議員、奥田 英司評議員、田中 敦夫監事、

余語 弘監事、山本 光子監事、湯本 秀之監事を選び、議事に入った。 
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議 事

諮問事項 

諮問事項１ 省 略 

２．理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）の設置について 

議 長  諮問事項２について、小原学長から資料２に基づき、その諮問内容の説明を受

けることとした。 

小 原 学 長  本専攻の基礎となる理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）は、平成１４年

４月の発足以来、２１世紀の社会が目指す循環型社会の形成・推進に向けた教

育と研究、ならびに研究者・技術者の養成を推進してきました。令和２年度の

理工学部環境創造学科の環境創造工学科への改組に伴い、令和６年３月に環境

創造工学科の卒業生を迎えることから、環境創造学専攻も「工学系の環境」に

特化したカリキュラムを構成した環境創造工学専攻（修士課程）への改組の必

要性が生じています。 

 ついては、資料２のとおり、理工学研究科環境創造工学専攻を令和６年４月

１日から設置いたしたく、ご意見を承ります。 

 なお、理工学研究科環境創造学専攻については、令和６年４月より学生募集

を停止し、在学生がいなくなった段階で廃止する予定にしております。 

議 長 これを議場に諮ったところ、 

全 員 特に否とする意見はなかった。 

改正前（現行） 改正後（令和６年４月１日から） 

理工学研究科環境創造学専攻 

（修士課程） 

収容定員：１６名 

（入学定員：８名） 

理工学研究科環境創造工学専攻 

（修士課程） 

収容定員：１６名 

（入学定員：８名） 

※理工学研究科環境創造学専攻

（修士課程）は募集停止
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３．理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）の設置に伴う名城大学大学院学則及び名城大学

学位規程の一部改正について 

議   長 諮問事項３について、小原学長から資料３に基づき、その諮問内容の説明を受

けることとした。 

小 原 学 長  理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）の設置に伴い、名城大学大学院学

則及び名城大学学位規程を資料３のとおり改正し、令和６年４月１日から施行

いたしたく、ご意見を承ります。 

なお、ご承認後、設置に係る届出を文部科学省に行うことを申し添えます。 

議 長 これを議場に諮ったところ、 

全 員 特に否とする意見はなかった。 

報告事項 

報告事項１から報告事項３ 省 略 

議長は以上をもって本日の議事は全部終了したことを告げ、閉会を宣した。 
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第３７９回 

理 事 会 議 事 録 

令和４年１１月１７日（木）

学校法人 名城大学 
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学校法人名城大学第３７９回理事会議事録（抜粋）

日 時 令和４年１１月１７日（木） 
１５時００分から１６時３０分まで 

場 所 名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地 
名城大学 本部棟 第一会議室 

出 席 理 事 立花 貞司、小原 章裕、武藤 正美、伊藤 範久、

大脇 肇、矢野 幾也、野口 光宣、平松 正行、

伊藤 憲人、尾堂 真一、後藤 武夫、神田 真秋、

森 誠、小出 宣昭、小笠原 剛、中村 友美 

寄附行為第１６条第３ 
項による出席理事 

河村 幸俊 
付議事項について意思を表示したので、出席とみな

す。 

陪 席 者 田中 敦夫（監事）、余語 弘（監事）、 
湯本 秀之（監事） 

陪   席  者 
（Zoom による 
オンライン出席）

山本 光子（監事） 

立花 貞司理事長が議長となり、理事総数１７名中、出席理事１６名、寄附行為第１６条

第３項による出席理事１名で、所定の定足数に達したので、第３７９回理事会の成立を宣言

し、議事録署名者として議長のほかに小原 章裕理事、小出 宣昭理事、田中 敦夫監事、

余語 弘監事、山本 光子監事、湯本 秀之監事を選び、議事に入った。 
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議 事 

付議事項 

第１号議案から第２号議案 省 略 

第３号議案 理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）の設置について 

議   長  第３号議案を付議し、小原学長から資料３に基づき、その議案内容の説明を

受けることとした。 

小 原 学 長  本専攻の基礎となる理工学研究科環境創造学専攻（修士課程）は、平成１４

年４月の発足以来、２１世紀の社会が目指す循環型社会の形成・推進に向けた

教育と研究、ならびに研究者・技術者の養成を推進してきました。令和２年度

の理工学部環境創造学科の環境創造工学科への改組に伴い、令和６年３月に環

境創造工学科の卒業生を迎えることから、環境創造学専攻も「工学系の環境」

に特化したカリキュラムを構成した環境創造工学専攻（修士課程）への改組の

必要性が生じています。 

 ついては、資料３のとおり、理工学研究科環境創造工学専攻を令和６年４月

１日から設置いたしたく、ご承認願います。 

 なお、理工学研究科環境創造学専攻については、令和６年４月より学生募集

を停止し、在学生がいなくなった段階で廃止する予定にしております。 

議 長 これを議場に諮ったところ、 

出 席 理 事 環境というと、人文科学系もあると思うが、工学系に特化するということか。 

小 原 学 長  特色を出すために特化した。共通科目群に含まれる講義で、社会のニーズや、

分野を超えた学びについて扱う予定である。 

議 長 第３号議案を再度議場に諮ったところ、 

全 員 異議なく原案どおり、承認、可決した。 

第４号議案 理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）の設置に伴う名城大学大学院学則

及び名城大学学位規程の一部改正について 

議 長  第４号議案を付議し、小原学長から資料４に基づき、その議案内容の説明を

受けることとした。 

改正前（現行） 改正後（令和６年４月１日から） 

理工学研究科環境創造学専攻 

（修士課程） 

収容定員：１６名 

（入学定員：８名） 

理工学研究科環境創造工学専攻 

（修士課程） 

収容定員：１６名 

（入学定員：８名） 

※理工学研究科環境創造学専攻

（修士課程）は募集停止
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小 原 学 長  理工学研究科環境創造工学専攻（修士課程）の設置に伴い、名城大学大学院

学則及び名城大学学位規程を資料４のとおり改正し、令和６年４月１日から施

行いたしたく、ご承認願います。 

なお、ご承認後、設置に係る届出を文部科学省に行うことを申し添えます。 

議 長 これを議場に諮ったところ、 

全 員 異議なく原案どおり、承認、可決した。 

報告事項 

報告事項１ 省 略 

議長は以上をもって本日の議事は全部終了したことを告げ、閉会を宣した。 

- 意思決定を証する書類 - 8 -



評議員会資料 2 

理事会資料 3 

理工学研究科環境創造学専攻の改組について 

１． 環境創造学専攻の改組の経緯と概要 

環境創造学専攻（当専攻）は、2002 年 4 月の発足以来、2000 年 4 月発足

の理工学部環境創造学科とともに、理学と工学の融合を目指し、２１世紀

の社会が目指す循環型社会の形成・推進に向けて、大気・水・大地・構築

物・人およびこれらの相互関係を含む組織とその活動をとりまく環境の変

化機構の解明、環境に対する負荷の低減、経済社会が地球環境に及ぼす影

響、および社会に与える恵沢を評価する方法の開発、環境の保全と創造に

係わる高度な教育と研究、ならびに研究者・技術者の養成を推進してき

た。今回、2020 年度から始まった環境創造学科の環境創造工学科への改組

に伴い、2024 年 3 月に環境創造工学科の卒業生を迎えることから、環境創

造学専攻も「工学系の環境」に特化したカリキュラムを構成した環境創造

工学専攻への改組の必要性が生じている。 

（1）コンセプト

図１に示すように工学色を鮮明にし、いわゆる「工学系の環境」に特化し

た環境創造工学科のカリキュラムに対応した専攻とする。

・先端的な学問領域での活躍を目指し、基盤の学問領域（建築・材料・

気象・化学・機械・土木・バイオなど）の複合と応用を志向する。 

・改組された環境創造工学科の構成に合わせ、現行の４分野から３分野と

する（図１）。
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（2）専攻名称

専攻名称は環境創造工学専攻（Division of Environmental Technology）

とする。発足以来今日まで培ってきた「環境創造」の理念は継承すること

とし、一方で工学の名称を入れることによりエ学系の専攻であることを明

確にする。

（3）学位の名称

学位名称：修士（工学）

英 訳：Master of Engineering 

（4）改組の時期

２０２４年４月とする。

（5）入学定員数

現行と同じ８名とする。

２．設置の趣旨及び必要性 

現在の環境創造学専攻のカリキュラム構成は改組前の環境創造学科に合わせて

編成されており、改組後の環境創造工学科の分野構成には対応できていない。改

組された環境創造工学科に合わせるため、先端的な学問領域としての「工学系の

環境学」を扱う範疇として、わが国が目指す「持続可能な経済社会システムの構

築」に貢献する地域環境の保全を志向した「エネルギー・資源循環学分野」、自

然環境に関する諸問題を扱う「環境共生学分野」、および生活環境の健康·快適

性を志向した「人間活動環境学分野」の学問分野の枠組みを反映した３分野に再

構成する（図２）。その概要を以下に示す。専門科目群、人員構成もあわせて示

す。 

持続可能な経済社

会システムの構築 
自然との調和 

⇒「環境共生学分野」

人間活動の持続性・快適性 

⇒「人間活動環境学分野」

地域環境の保全 

⇒「エネルギー・資源循環学分

生命圏を含めた環境の理解と再生（生
態学、環境生物工学） 
局域における水の循環と汚染低減
（水・土壌） 
地球環境の精確な把握（気象、自然科
学・計測・分析）  

自然と調和したデザイン（環境デザイン） 
安全・健康な生活環境（生気象学・公衆衛生学） 
生活環境の環境改善策（環境マネジメント） 
地域・都市環境の持続性（維持管理工学） 

省エネルギーとエネルギー管理（省エネ
技術の開発） 
未利用エネルギーの変換と有効利用（創
エネ技術）
資源の有効利用と循環（資源循環理論） 
廃棄物の削減（廃棄物処理技術）

図２ 取り扱う学問分野の枠組み 
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（1）エネルギー・資源循環学分野

①概要：環境に最も影響の大きいエネルギーと資源循環の問題を扱う。具体的に

は、再生可能エネルギー技術・エネルギー変換技術の開発や、ライフサイクルの

視点から省エネルギー対策技術の開発、様々な材料の長寿命化、省資源・循環に

関わる問題に取り組むことで、環境負荷低減に寄与するための教育研究を実施

する。本専攻の教育研究の柱となる分野として位置付けている。 

②専門科目群

エネルギー：エネルギー創成学特論、エネルギー変換学特論、エネルギー環境

工学特論、エネルギー管理工学特論 

資源循環 ：環境材料学特論、資源循環学特論、水環境工学特論、水処理工学

特論、構造性能学特論、エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅠA、エネルギ

ー・資源循環学特別演習・実験ⅠB、エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅡA、

エネルギー・資源循環学特別演習・実験ⅡB

③教員配置：4 名（内訳：エネルギー2名、資源循環 2名）

（2）環境共生学分野

①概要：自然環境に関する諸問題を扱う。例えば、エネルギー・物質循環を含む

自然環境学及び関連する科学・技術を学びの対象とし、自然環境の成り立ちや変

動状況の理解を深め、地球・地域環境問題に取り組む。広域・長期の視点で自然

との共生を目指した教育研究を行う。 

②専門科目群：環境生物工学特論、バイオマス科学特論、地盤数値解析学特

論、地盤物質移動解析学特論、大気環境科学特論、地球観測情報特論、環境共

生学特別演習・実験ⅠA、環境共生学特別演習・実験ⅠB、環境共生学特別演

習・実験ⅡA、環境共生学特別演習・実験ⅡB 

③教員配置：3 名

（3）人間活動環境学分野

①概要：生活環境など人間活動に直接的に関わる諸問題を取り扱う。例えば、人

間活動や人体と環境の相互の影響の分析、これに基づく持続的な環境の創造、人

間活動の場となる都市・住環境の基盤施設の持続性の評価などを行なう。 

②専門科目群：空間計画学特論、環境デザイン学特論、構造動態学特論、構造分

析学特論、人間環境工学特論、サステナブルデザイン特論、人間活動環境学特別

演習・実験ⅠA、人間活動環境学特別演習・実験ⅠB、人間活動環境学特別演習・

実験ⅡA、人間活動環境学特別演習・実験ⅡB 

③教員配置：3 名
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（4）共通科目群

アドバンスト・インターンシップ、科学技術英語、特別講義Ⅰ、特別講義Ⅱ

３．人材養成目的 

環境創造工学専攻は、人類が地球と共存していくための仕組みを考え、循環型社

会の形成と推進に向け、理想的な環境を創造し、わが国が目指す「持続可能な経

済社会システムの構築」に貢献するため、「エネルギー・資源循環」、「環境共生」、

「人間活動環境」の観点から、新しい学問分野として下記の 5 つの柱からなる

「環境創造工学」を掲げ、これらを柱とした基本教育を行い、環境に携わる質の

高い技術者・研究者の養成を目指す。 

① 環境に配慮した生活態度と環境問題を発生させない心構えに基づいて、研究

テーマを自ら設定できる。（環境の心）

② エネルギー・資源の有効利用のための研究や技術開発を推進する。（エネル

ギー・資源問題の解決） 

③ 良好な環境の保全と悪化した環境の復元・改善のための研究や技術開発を推

進する。（環境の保全と復元・改善） 

④ 自然との調和を図ることができる新しい仕組みを考案する。（自然との共生） 

⑤ 新しい環境システムを技術的および社会的な観点から創出する。（環境創造） 

４．3 つのポリシー 

学位授与方針 Diploma Policy 

 理工学研究科環境創造工学専攻修士課程では、本学の立学の精神と本研究科

の人材養成目的「幅広い視野と高度な専門知識・技術を有し、創造性・国際性

豊かな技術者・研究者の養成を目的とする。」に基づき、本課程において、２

年以上在学し、必要な研究指導を受けた上で、修了に必要な30単位以上を修得

し、所定の修士論文の審査に合格した者に対して、修士（工学）の学位を授与

する。 

①科学技術に対する社会の要請に対応できる高い倫理観をもった質の高い技術

者・研究者である 

②環境問題の解決と問題発掘をはかり、協働して仕事を進めることができる高

度な知的・専門的力量を有する 

③高度な専門知識・技術を有し、生涯にわたり主体的に環境を創造できる能力に

富み、環境に関する幅広い視野と国際的コミュニケーション能力を身につけて

いる 
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教育課程編成方針 Curriculum Policy 

 理工学研究科環境創造工学専攻修士課程の教育課程では、本専攻の教育目標

を達成し、学位授与方針に示す能力を身につけさせるため、コースワークとリ

サーチワークを適切に配置し、次のような方針で教育課程を編成し、実施す

る。 

①コースワークでは、環境創造工学の高度な専門知識及び幅広い関連分野の知

識を修得させるため、エネルギー・資源循環学、環境共生学、人間活動環境学

の３専修分野に特論、共通科目としてインターンシップ、英語科目等を配置す

る。これらの授業を通じて身につけた高度な知識および高い倫理観に基づき、

物事を深く捉え、公正に判断できるようにする。 

②リサーチワークでは、環境創造工学を深く研究できるようにするため、各専

修分野に研究指導科目として特別演習・実験を配置し、研究倫理教育も含め、

研究発表、学術論文作成、修士論文作成等の指導を行う。この科目を通じ、深

い思考能力と幅広い視野を修得し、自ら問題設定ができ、解決する能力を養成

する。 

③コースワーク、リサーチワークともに少人数・双方向の授業体制により、実

習、プレゼンテーション、研究発表等を積極的に取り入れ、能動的学修を促進

する。この体制を通じ、生涯にわたる学び、研究を継続する力、及び共同研究

などの他者と交流するための国際的に通用するコミュニケーション能力を身に

つける。 

④シラバスにおいて指定した成績評価方法および評価基準に基づき、厳格な成

績評価と単位認定を行う。学位論文については、理工学研究科修士課程の学位

論文審査基準に基づき、客観性を担保し、厳格に審査する。また、学生の進路

や関心等に基づき、指導教員により個別指導を行い、個々の達成度と進路・関

心に応じた学修を進めることができるようにする。 

入学者受入れ方針 Admission Policy 

 理工学研究科環境創造工学専攻修士課程では、本専攻の教育目標を理解し、学

部または大学院（修士・博士前期課程）の教育課程における学修を通じて、次の

ような資質・能力を身につけている人を受入れる。 

① 大学卒業レベルの基礎学力、環境分野の高度な専門科目を学ぶために必要な

基礎知識を有する。 

② 環境創造工学専攻での学習成果を社会で活かすという目的意識がある。

③ 大学院在学中だけでなく、修了後も、環境問題に多大な興味を持ち、専門性

を活かしてその発展や解決に寄与することで、修了後も学び続ける意欲がある。 
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評議員会資料 3-1 

理事会資料 4-1 
名城大学大学院学則の一部改正について 

名城大学大学院学則の一部を改正する学則を次のように定める。 

名城大学大学院学則の一部を改正する学則（案） 

名城大学大学院学則の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規

定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げて

いないものは、これを削る。 

改 正 後 改 正 前

（ 研 究 科 及 び 専 攻 ） （ 研 究 科 及 び 専 攻 ）

第 ４ 条 本 大 学 院 に 、 次 の 研 究

科 及 び 専 攻 を 置 く 。

［ 略 ］  

第 ４ 条 本 大 学 院 に 、 次 の 研 究

科 及 び 専 攻 を 置 く 。

［ 略 ］  

社 会 基 盤 デ ザ イ ン

工 学 専 攻 （ 修 士 課

程 ）  

社 会 基 盤 デ ザ イ ン

工 学 専 攻 （ 修 士 課

程 ）  

環 境 創 造 工 学 専 攻

（ 修 士 課 程 ）  

環 境 創 造 学 専 攻

（ 修 士 課 程 ）  

建 築 学 専 攻 （ 修 士

課 程 ）  

建 築 学 専 攻 （ 修 士

課 程 ）  

［ 略 ］  ［ 略 ］  

別 表 第 １ （ 第 ４ 条 第 ２ 項 関 係 ） 別 表 第 １ （ 第 ４ 条 第 ２ 項 関 係 ）

研 究 科 名 専 攻 名 ［ 略 ］ 研 究 科 名 専 攻 名 ［ 略 ］

［ 略 ］ ［ 略 ］

理 工 学 研

究 科  

［ 略 ］

理 工 学 研

究 科  

［ 略 ］

社 会 基 盤

デ ザ イ ン

工 学 専 攻

［ 略 ］

社 会 基 盤

デ ザ イ ン

工 学 専 攻

［ 略 ］環 境 創 造

工 学 専 攻

環 境 創 造

学 専 攻

建 築 学 専

攻

建 築 学 専

攻

［ 略 ］ ［ 略 ］

［ 略 ］ ［ 略 ］
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別 表 第 ２ （ 第 1 9 条 関 係 ） 別 表 第 ２ （ 第 1 9 条 関 係 ）

［ 略 ］ ［ 略 ］

４ の １ の 1 0 （ 理 工 学 研 究 科

環 境 創 造 工 学 専 攻 （ 修 士 課

程 ） ）

４ の １ の 1 0 （ 理 工 学 研 究 科  

環 境 創 造 学 専 攻 （ 修 士 課 程 ） ）

① 授 業 科 目 及 び 単 位 数 ① 授 業 科 目 及 び 単 位 数

授 業 科 目

単 位 数

授 業 科 目

単 位 数

講 義

演 習

及 び

実 験

講 義

演 習

及 び

実 験

環 境 材 料 学 特 論 ２ 大 気 組 成 変 動 学 特

論 Ⅰ

２

資 源 循 環 学 特 論 ２ 大 気 組 成 変 動 学 特

論 Ⅱ

２

構 造 性 能 学 特 論 ２ 水 環 境 工 学 特 論 Ⅰ ２

エ ネ ル ギ ー 創 成 学

特 論

２ 水 環 境 工 学 特 論 Ⅱ ２

エ ネ ル ギ ー 変 換 学

特 論

２ 水 圏 生 態 工 学 特 論 ２

エ ネ ル ギ ー 環 境 工

学 特 論

２ 生 態 工 学 特 論 ２

エ ネ ル ギ ー 管 理 工

学 特 論

２ 水 質 維 持 管 理 学 特

論 Ⅰ

２

水 環 境 工 学 特 論 ２ 水 質 維 持 管 理 学 特

論 Ⅱ

２

水 処 理 工 学 特 論 ２ 大 気 水 環 境 学 特 別

演 習 ・ 実 験 Ⅰ Ａ

２

エ ネ ル ギ ー ・ 資 源

循 環 学 特 別 演 習 ・

実 験 Ⅰ Ａ

２ 大 気 水 環 境 学 特 別

演 習 ・ 実 験 Ⅰ Ｂ

２

エ ネ ル ギ ー ・ 資 源

循 環 学 特 別 演 習 ・

実 験 Ⅰ Ｂ

２ 大 気 水 環 境 学 特 別

演 習 ・ 実 験 Ⅱ Ａ

２

エ ネ ル ギ ー ・ 資 源

循 環 学 特 別 演 習 ・

実 験 Ⅱ Ａ

２ 大 気 水 環 境 学 特 別

演 習 ・ 実 験 Ⅱ Ｂ

２
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エ ネ ル ギ ー ・ 資 源

循 環 学 特 別 演 習 ・

実 験 Ⅱ Ｂ

２ 地 盤 数 値 解 析 学 特

論

２

環 境 生 物 工 学 特 論 ２ 地 盤 シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン 特 論

２

バ イ オ マ ス 科 学 特

論

２ 環 境 変 動 解 析 学 特

論

２

地 盤 数 値 解 析 学 特

論

２ 環 境 変 遷 学 特 論 ２

地 盤 物 質 移 動 解 析

学 特 論

２ 地 圏 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅰ Ａ

２

大 気 環 境 科 学 特 論 ２  地 圏 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅰ Ｂ

２

地 球 観 測 情 報 特 論 ２  地 圏 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅱ Ａ

２

環 境 共 生 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅰ Ａ

２  地 圏 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅱ Ｂ

２

環 境 共 生 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅰ Ｂ

２  環 境 材 料 学 特 論 ２

環 境 共 生 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅱ Ａ

２  資 源 循 環 学 特 論 ２

環 境 共 生 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅱ Ｂ

２  基 礎 都 市 基 盤 維 持

管 理 学 特 論

２

空 間 計 画 学 特 論 ２  応 用 都 市 基 盤 維 持

管 理 学 特 論

２

環 境 デ ザ イ ン 学 特

論

２  都 市 基 盤 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅰ Ａ

２

構 造 動 態 学 特 論 ２  都 市 基 盤 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅰ Ｂ

２

構 造 分 析 学 特 論 ２  都 市 基 盤 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅱ Ａ

２

人 間 環 境 工 学 特 論 ２  都 市 基 盤 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅱ Ｂ

２

サ ス テ ナ ブ ル デ ザ

イ ン 特 論

２  人 間 工 学 特 論 ２

人 間 活 動 環 境 学 特 ２  省 エ ネ ル ギ ー 特 論 ２
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別 演 習 ・ 実 験 Ⅰ Ａ

人 間 活 動 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅰ Ｂ

２  居 住 環 境 設 計 学 特

論 Ⅰ

２

人 間 活 動 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅱ Ａ

２  居 住 環 境 設 計 学 特

論 Ⅱ

２

人 間 活 動 環 境 学 特

別 演 習 ・ 実 験 Ⅱ Ｂ

２  住 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅰ Ａ

２

［ 削 る ］

 住 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅰ Ｂ
２

 住 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅱ Ａ
２

住 環 境 学 特 別 演

習 ・ 実 験 Ⅱ Ｂ
２

［ 削 る ］

水 処 理 工 学 特 論 ２

構 造 性 能 学 特 論 ２

関

連

科

目

関

連

科

目

環 境 デ ザ イ ン 特

論

２

循 環 型 居 住 環 境

設 計 特 論

２

ア ド バ ン ス ト ・

イ ン タ ー ン シ ッ

プ

２ ア ド バ ン ス ト ・

イ ン タ ー ン シ ッ

プ

２

科 学 技 術 英 語 ２ 科 学 技 術 英 語 ２

特 別 講 義 Ⅰ ２ 特 別 講 義 Ⅰ ２

特 別 講 義 Ⅱ ２ 特 別 講 義 Ⅱ ２

［ 削 る ］
実 践 イ ン タ ー ン

シ ッ プ

４

② 履 修 方 法 ［ 略 ］ ② 履 修 方 法 ［ 略 ］

別 表 第 ３ （ 第 3 2 条 関 係 ） 別 表 第 ３ （ 第 3 2 条 関 係 ）

研 究

科 名
専 攻 名

免 許 状 の

種 類

免

許

教

科

研 究

科 名
専 攻 名

免 許 状 の

種 類

免

許

教

科

［ 略 ］ ［ 略 ］
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理 工

学 研

究 科

［ 略 ］

理 工

学 研

究 科  

［ 略 ］

社 会 基

盤 デ ザ

イ ン 工

学 専 攻

高 等 学 校

教 諭 専 修

免 許 状

工

業

社 会 基

盤 デ ザ

イ ン 工

学 専 攻

高 等 学 校

教 諭 専 修

免 許 状

工

業

環 境 創

造 工 学

専 攻

高 等 学 校

教 諭 専 修

免 許 状

工

業

環 境 創

造 学 専

攻

高 等 学 校

教 諭 専 修

免 許 状

工

業

建 築 学

専 攻

高 等 学 校

教 諭 専 修

免 許 状

工

業
建 築 学

専 攻

高 等 学 校

教 諭 専 修

免 許 状

工

業

［ 略 ］ ［ 略 ］

備 考 表 中 の [ ] の 記 載 は 注 記 で あ る 。

附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度入学者から適用する。ただし、令和６年３月 31

日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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評議員会資料 3-2 

理事会資料 4-2 
名城大学学位規程の一部改正について 

名城大学学位規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

名城大学学位規程の一部を改正する規程（案） 

名城大学学位規程の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の

下線を付した部分のように改める。 

改 正 後 改 正 前

（ 学 位 ）  （ 学 位 ）  

第 ２ 条  本 大 学 に お い て 授 与 す

る 学 位 は 、 学 士 、 修 士 及 び 博

士 と す る 。  

［ 略 ］

第 ２ 条  本 大 学 に お い て 授 与 す

る 学 位 は 、 学 士 、 修 士 及 び 博

士 と す る 。  

［ 略 ］

( ２ ) 修 士 の 学 位 を 授 与 す る

に 当 た っ て は 、 次 の 区 分 に

従 い 、 専 攻 分 野 の 名 称 を 付

記 す る 。  

［ 略 ］  

( ２ ) 修 士 の 学 位 を 授 与 す る

に 当 た っ て は 、 次 の 区 分 に

従 い 、 専 攻 分 野 の 名 称 を 付

記 す る 。  

［ 略 ］  

理 工 学 研 究 科 社 会 基 盤 デ ザ

イ ン 工 学 専 攻  （ 工 学 ）  

理 工 学 研 究 科 社 会 基 盤 デ ザ

イ ン 工 学 専 攻  （ 工 学 ）  

理 工 学 研 究 科 環 境 創 造 工 学

専 攻  （ 工 学 ）  

理 工 学 研 究 科 環 境 創 造 学 専

攻  （ 工 学 ）  

理 工 学 研 究 科 建 築 学 専 攻  

（ 工 学 ）  

［ 略 ］

理 工 学 研 究 科 建 築 学 専 攻  

（ 工 学 ）  

［ 略 ］

備 考 表 中 の [ ] の 記 載 は 注 記 で あ る 。

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度入学者から適用する。ただし、令和６年３月 31

日に在学している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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